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 現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備考
 第１編　総則 

第１節（略）
第１編　総則 

第１節（略）
 第２節　防災の基本方針 

１（略）
第２節　防災の基本方針 

１（略）
 ２　迅速かつ円滑な災害応急対策 

(1)～(4)（略）
２　迅速かつ円滑な災害応急対策 

(1)～(4)（略）
 (5) 被災者の救援のために、安全な避難所への誘導、避難所

の適切な運営管理等の避難収容活動を行うとともに、円滑
な救助・救急活動や消火活動を支え、被災者に緊急物資を
供給するための交通規制・輸送対策を実施する。また被災
状況に応じ、指定避難所の開設、応急仮設住宅等の提供を
行う。さらには､被災者の生活維持に必要な飲料水・食料・
生活必需品等の供給、廃棄物処理・防疫・食品衛生対策、
社会秩序維持のための警備活動、遺体の捜索等、各種の被
災者救援活動を行う。

(5) 被災者の救援のために、安全な避難所への誘導、避難所
の適切な運営管理等の避難収容活動を行うとともに、円滑
な救助・救急活動や消火活動を支え、被災者に緊急物資を
供給するための交通規制・輸送対策を実施する。また被災
状況に応じ、指定避難所の開設、応急仮設住宅等の提供を
行う。さらには､被災者の生活維持に必要な飲料水・食料・
生活必需品等の供給、廃棄物処理・防疫・食品衛生対策、
社会秩序維持のための警備活動、遺体の捜索等、各種の被
災者救援活動や福祉的な支援を行う。

富山県地域
防災計画を
踏まえて修
正

 (6)～(7)（略） (6)～(7)（略）
 ３（略） ３（略）
 第３節　防災上重要な機関の実施責任と処理すべき事務又は業

務の大綱 

第１　防災関係機関等の責務 

１　市 

(1)（略）

第３節　防災上重要な機関の実施責任と処理すべき事務又は業
務の大綱 

第１　防災関係機関等の責務 

１　市 

(1)（略）
 (2) 災害発生時等に短時間で重要な機能を再開し、発生した

災害に適切に対応するとともに、業務を継続するため業務
継続計画（ＢＣＰ）を策定し、業務継続体制を確保する。

(2) 災害発生時等に短時間で重要な機能を再開し、発生した
災害に適切に対応するとともに、業務を継続するため業務
継続計画（ＢＣＰ）を策定し、業務継続体制を確保する。
あわせて、国土強靭化基本計画や過去の災害から得られた
教訓、災害対応の検証結果を踏まえ、防災に関する計画を
作成、修正し、防災関係機関・住民等へ周知することによ
り災害対応の実効性向上に努める。

富山県地域
防災計画、
防災基本計
画を踏まえ
て修正

 (3)（略） (3)（略）
 (4) 各種ハザードマップ等による住民への危険性の周知徹

底、避難体制の整備を図る。
(4) 各種ハザードマップ等による住民への危険性の周知徹底
やガイドライン・計画等に基づく適切な避難方法の普及等
により、避難体制の整備を図る。

富山県地域
防災計画を
踏まえて修
正
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備考
 (5)～(7)（略） (5)～(7)（略）
 （新設） (8) 関係機関が一体となった防災対策を推進するため、公共

的団体又は民間の団体が災害時等に担うべき役割、当該団
体との連携体制の構築や役割分担等についての認識を共有
し、個々の協定の締結など、連携強化を進めるよう努める
とともに、災害応急対策又は災害復旧に係る事業者等との
連携強化を図る。　

防災基本計
画を踏まえ
て修正

 ２　県（略） ２　県（略）
 ３　防災関係機関 

(1)～(4)（略）
３　防災関係機関 

(1)～(4)（略）
 【指定地方行政機関】 【指定地方行政機関】 富山県地域

防災計画を
踏まえて修
正

 【指定公共機関】 【指定公共機関】 用語の統一 

 

富山県地域
防災計画を
踏まえて修
正

 第２（略） 第２（略）  

 機関等の名称 事　務　又　は　業　務　の　大　網

 （略） （略）

 大阪航空局 

小松空港事務所

(1) 災害時における富山空港の措置に関すること。 

 

 

(2) 航空災害の防止対策及び応急措置に関すること。

 （略） （略）

 （新設） （新設） 

 

 機関等の名称 事　務　又　は　業　務　の　大　網

 （略） （略）

 大阪航空局 

小松空港事務所

(1) 空港等及びその周辺における航空機に関する事故そ

の他空港等における事故及び空港等における災害に関

すること 

（削除）

 （略） （略）

 中部管区行政評価局

（富山行政監視行政相

談センター）

(1) 被災者への生活支援情報の提供 

(2) 専用電話を備えた相談窓口の開設 

(3) 特別行政相談所の開設

 機関等の名称 事　務　又　は　業　務　の　大　網

 （略） （略）

 西日本電信電話株式会

社

(1) 電気通信施設の整備及び防災管理並びに災害復旧に

関すること。 

(2) 災害時における緊急通話の確保に関すること。

 （略） （略）

 関西電力株式会社北陸

支社

(1) 電力施設の整備及び防災管理並びに災害復旧に関す

ること。 

(2) 災害時における電力融通に関すること。

 関西電力送配電株式会

社北陸電力本部

(1) 電力施設の整備及び防災管理並びに災害復旧に関す

ること。 

(2) 災害時における電力融通に関すること。

 （略） （略）

 機関等の名称 事　務　又　は　業　務　の　大　網

 （略） （略）

 NTT西日本株式会社 (1) 電気通信施設の整備及び防災管理並びに災害復旧に

関すること。 

(2) 災害時における緊急通話の確保に関すること。

 （略） （略）

 関西電力株式会社北陸

支社

(1) 電力施設の整備及び防災管理並びに災害復旧に関す

ること。 

（削除）

 関西電力送配電株式会

社北陸本部

(1) 電力施設の整備及び防災管理並びに災害復旧に関す

ること。 

(2) 災害時における電力融通に関すること。

 （略） （略）
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備考
 第４節　計画の前提条件と災害記録 

１～２（略）
第４節　計画の前提条件と災害記録 

１～２（略）
 ３　社会的条件 

(1)～(5)（略）
３　社会的条件 

(1)～(5)（略）
 (6) 要配慮者の増加 

高齢者（とりわけ一人暮らしの高齢者）、障がい者、外国
人等の要配慮者が増加していることから、防災知識の普及、
災害時の情報提供、避難誘導、救護・救済対策等防災の様々
な場面において、要配慮者に配慮したきめ細かな施策を、他
の福祉施策との連携の下に行う必要がある。

(6) 要配慮者の増加 

著しい高齢化の進行による高齢者（とりわけ一人暮らしの
高齢者）の増加に加え、障がい者、外国人等の要配慮者が増
加していることから、防災知識の普及、災害時の情報提供、
避難誘導、救護・救済対策等防災の様々な場面において、福
祉的な支援の充実や要配慮者に配慮したきめ細かな施策を、
他の福祉施策との連携の下に行う必要がある。

富山県地域
防災計画を
踏まえて修
正

  (7)（略）  (7)（略）
 ４（略） ４（略）
 第５節　災害想定と危険性 

災害の種類は、台風、大雨を要因とする風水害のように、あ
る程度予測可能な災害と、地震、大火災、などのように、ほと
んど予測できない災害に大別することができる。 

地震については、１８５８年（安政５年）飛越地震により住
家等の倒壊、地割れ、噴水、噴泥等の多大な被害を受けた。 

富山県内には、呉羽山断層帯、跡津川断層帯、牛首断層帯な
ど多数の活断層がある。 

また、県外においても過去に県内に被害をもたらした活断層
も多く、内陸型地震が起きる可能性は否定できないため、県の
行った地震調査研究事業の結果や地震調査研究推進本部等の
公表資料を踏まえ、内陸型地震が発生した場合の災害想定を行
う。 

津波災害については、県の行った津波シミュレーション調査
結果による災害想定に基づき、対策を推進する。 

風水害については、本市の地形的、気象的条件や過去におい
て発生した災害の特質を勘案し災害想定を行う。 

原子力災害については、北陸電力志賀原子力発電所における
過酷事故を想定し、プルーム通過時の被ばくを避けるための防
護措置を中心に対策を検討する。

第５節　災害想定と危険性 

災害の種類は、台風、大雨を要因とする風水害のように、あ
る程度予測可能な災害と、地震・液状化、大火災、などのよう
に、ほとんど予測できない災害に大別することができる。 

地震については、１８５８年（安政５年）飛越地震により住
家等の倒壊、地割れ、噴水、噴泥等の多大な被害を受けた。 

富山県内には、呉羽山断層帯、跡津川断層帯、牛首断層帯な
ど多数の活断層がある。 

また、県外においても過去に県内に被害をもたらした活断層
も多く、内陸型地震が起きる可能性は否定できないため、県の
行った地震調査研究事業の結果や地震調査研究推進本部等の
公表資料を踏まえ、内陸型地震が発生した場合の災害想定を行
う。 

津波災害については、県の行った津波シミュレーション調査
結果による災害想定に基づき、対策を推進する。 

風水害については、本市の地形的、気象的条件や過去におい
て発生した災害の特質を勘案し災害想定を行う。 

原子力災害については、北陸電力志賀原子力発電所における
過酷事故を想定し、プルーム通過時の被ばくを避けるための防
護措置を中心に対策を検討する。

防災基本計
画を踏まえ
て修正

 １　地震 １　地震
 (1) 活断層 (1) 活断層 富山県地域
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備考
 断層とは、ある面を境として両側にずれのみられる地質現

象をいい、その中で、地質時代でいう第四紀（約１８０万年
前から現在の間）において繰り返し活動し、将来も活動する
可能性のあるものを特に活断層という。活断層は、地震の発
生源となりうるものであり、その存在は重要視されている。 
全国の主要な活断層については、文部科学省地震調査研究

推進本部地震調査委員会（以下「地震調査研究推進本部」に
おいて、活動間隔や次の地震の発生可能性等（場所、規模、
発生確率）を評価し、随時公表している。 

 

 

なお、県外で発生した地震においても、平成７年の阪神淡
路大震災（震度３）、平成１９年の能登半島地震（震度５弱）、
平成２３年の東日本大震災（震度３）を観測しており、県外
で起きる地震についても危険性を考慮する必要がある。

　断層とは、ある面を境として両側にずれのみられる地質現
象をいい、その中で、地質時代でいう第四紀（約１８０万年
前から現在の間）において繰り返し活動し、将来も活動する
可能性のあるものを特に活断層という。活断層は、地震の発
生源となりうるものであり、その存在は重要視されている。 
全国の陸域の主要な活断層や、日本海側の海域の主要な活

断層については、国の地震調査研究推進本部が長期評価を実
施し、陸域の主要な活断層については活動間隔や次の地震の
発生可能性等（場所、規模、発生確率）を、日本海側の海域
の主要な活断層については場所及び規模を評価し、随時公表
している。 

なお、県外で発生した地震においても、平成７年の阪神淡
路大震災（震度３）、平成１９年の能登半島地震（震度５弱）、
平成２３年の東日本大震災（震度３）を観測しており、県外
で起きる地震についても危険性を考慮する必要がある。

防災計画を
踏まえて修
正

 (2) 富山県にかかわる活断層の地震評価 

地震調査研究推進本部は、全国の主要な１１３の内陸型の
活断層や海溝型地震の活動間隔、次の地震の発生可能性等を
評価している。 

地震発生確率では、砺波平野断層帯東部、呉羽山断層帯及
び森本・富樫断層帯は「高いグループ」、砺波平野断層帯西
部、魚津断層帯及び邑知潟断層帯は「やや高いグループ」に
属する。（３０年以内の地震発生確率が３％以上は「高いグ
ループ」、０．１％以上～３％未満を「やや高いグループ」
としている。）

(2) 富山県にかかわる活断層の地震評価 

地震調査研究推進本部は、全国の主要な１１３の内陸型の
活断層や海溝型地震の活動間隔、次の地震の発生可能性等を
評価している。 

地震発生確率では、砺波平野断層帯東部、呉羽山断層帯及
び森本・富樫断層帯は「Sランク（高い）」、砺波平野断層帯
西部、魚津断層帯及び邑知潟断層帯は「Aランク（やや高い）」
に属する。（３０年以内の地震発生確率が３％以上は「Sラ
ンク（高い）」、０．１％以上～３％未満を「Aランク（やや
高い）」としている。）

富山県地域
防災計画を
踏まえて修
正

 【長期地震評価の内容（地震調査研究推進本部）】 【長期地震評価の内容（地震調査研究推進本部）】 富山県地域
防災計画を
踏まえて修
正

 
活断層名 地震規模

地震発生確率 
（30年内）

平均活動間隔 最新活動時期

 呉羽山断層帯 Ｍ7.4 ほぼ０～５％
3000年～ 
5000年程度

約3500年前 
～７世紀

 砺波平野断層帯
東部 

（高清水断層）
Ｍ7.0 0.04～６％

3000年～ 
7000年程度

約4300年前 
～3700年前

 砺波平野断層帯
西部 

（石動、法林寺
断層）

Ｍ7.2
ほぼ０～２％ 

若しくはそれ以上

約6000年 
～12000年 

若しくはそれ以下

約6900年前 
～2700年前

 
活断層名 地震規模

主な活断層 
における 

相対的評価※１

地震発生確率

（30年内）
平均活動間隔 最新活動時期

 呉羽山断層帯 Ｍ7.4 Ｓ ほぼ０～５％
3000年～ 
5000年程度

約3500年前 
～７世紀

 砺波平野断層
帯東部 

（高清水断層）

Ｍ7.0 Ｓ 0.04～６％
3000年～ 
7000年程度

約4300年前 
～3700年前

 砺波平野断層
帯西部 

（石動、法林
寺断層）

Ｍ7.2 Ａ
ほぼ０～２％ 
若しくはそれ

以上

約6000年 
～12000年 
若しくは 
それ以下

約6900年前 
～2700年前
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備考
 

 【参考（その他富山県に影響を及ぼす活断層）】 【参考（その他富山県に影響を及ぼす活断層）】 富山県地域
防災計画を
踏まえて修
正

 （新設） 海溝型地震の長期評価の内容（地震調査研究推進本部） 

※１　活断層における今後30年以内の地震発生確率が、3%以上を「Ｓランク」、0.1

～3％未満を「Ａランク」、0.1%未満を「Ｚランク」と表記。地震後経過率（※

３）が0.7以上である活断層については、ランクに「＊」を付記している。 

※２　海溝型地震における今後30年以内の地震発生確率が26%以上を「Ⅲランク」、

3%～26%未満を「Ⅱランク」、3%未満を「Ⅰランク」、不明（すぐに地震が起

きることを否定できない）を「Xランク」と表記している。地震後経過率（※

３）が0.7以上である海溝型地震については、ランクに「＊」を付記してい

る。 

富山県地域
防災計画を
踏まえて修
正

 魚津断層帯 Ｍ7.3    0.4％以上 8000年程度以下 不　明

 跡津川断層帯 Ｍ7.9 ほぼ０％
約2300年 
～2700年

1858年 
飛越地震

 牛首断層帯 Ｍ7.7 ほぼ０％
約5000年 
～7100年

11～12世紀

 庄川断層帯 Ｍ7.9 ほぼ０％
約3600年 
～6900年

11～16世紀

 魚津断層帯 Ｍ7.3 Ａ 0.4％以上
8000年程度以

下
不　明

 跡津川断層帯 Ｍ7.9 Ｚ ほぼ０％
約2300年 
～2700年

1858年 
飛越地震

 牛首断層帯 Ｍ7.7 Ｚ ほぼ０％
約5000年 
～7100年

11～12世紀

 庄川断層帯 Ｍ7.9 Ｚ ほぼ０％
約3600年 
～6900年

11～16世紀

 
活断層名 地震規模

地震発生確率（30

年内）
平均活動間隔 最新活動時期

 森本・冨樫断層
帯

Ｍ7.2 ２％～８％
約1700年 

～2200年程度
約2000年前 
～４世紀

 邑知潟断層帯 Ｍ7.6 ２％
約1200年 

～1900年程度

約3200年 
～９世紀

 
活断層名 地震規模

主な活断層 
における 

相対的評価※１

地震発生確率
（30年内）

平均活動間隔 最新活動時期

 森本・冨樫断

層帯
Ｍ7.2 Ｓ＊ ２％～８％

約1700年 
～2200年程度

約2000年前 
～４世紀

 邑知潟断層帯 Ｍ7.6 Ａ ２％
約1200年 

～1900年程度
約3200年 
～９世紀

 糸魚川－静岡
構造線断層帯

（北部区間）

M7.7 Ｓ＊ 0.009%～16%
1,000年～ 
2,400年程度

約1,300年前
～約1,000年

前

 糸魚川－静岡
構造線断層帯

（中北部区
間）

M7.6 Ｓ＊ 14%～30%
600～ 

800年程度

約1,200年前

～約800年前

 糸魚川－静岡
構造線断層帯
（中南部区

間）

M7.4 Ｓ＊ 0.9%～8%
1,300年～ 
1,500年程度

約1,300年前
～約900年前

 糸魚川－静岡
構造線断層帯

（南部区間）

M7.6 Ａ ほぼ0%～0.1%
4,600年～ 
6,700年程度

約2,500年前
～約1,400年

前

 
地震名 地震規模

海溝型地震の
相対的評価※２

地震発生確率
（30年内）

平均活動間隔 最新活動時期

 
南海トラフ M8～9 Ⅲ＊ 30%程度

次回までの標

準的な値　

88.2年

79.0年前
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備考
 ※３　最新活動（地震発生）時期から評価時点までの経過時間を、平均活動間隔で割

った値。最新の地震発生時期から評価時点までの経過時間が、平均活動間隔に

達すると1.0となる。

 (3)（略） (3)（略）
 (4) 地盤の液状化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地盤の液状化については、下図（「液状化判定結果図」）
のとおりである。 

本市においては、海岸付近をはじめ、内陸部においても液
状化の可能性が高いと予想される。

(4) 地盤の液状化 

地盤の液状化現象は、平成23年3月11日に発生した「東
北地方太平洋沖地震」でも広範囲にわたって各種施設に多大
な被害をもたらし、マスコミ等を通じて広く報道されるなど、
大きな関心事となった。 

北陸地方においても新潟地震(昭和39年)、新潟県中越地震
(平成16年)、能登半島地震(平成19年)、新潟県中越沖地震
(平成19年)で、家屋、堤防、道路等に多くの液状化による被
害が発生した。 

富山県内の低地部や沿岸部においても、地形分類が砂洲・
砂丘、氾濫平野、後背低地・湿地、旧河道、旧水部など、地
盤が軟弱で地震の際に揺れやすい場所があり、能登半島地震
（令和６年）において液状化による被害が発生した。 

北陸地方整備局では、公益社団法人地盤工学会北陸支部と
の共同により、過去の液状化発生状況や地形地質等に関する
情報等を加えて検討し「液状化しやすさマップ」を作成され
た。 

「液状化しやすさマップ」は液状化しやすいかどうかを示
したものであり、住んでいる土地（地盤）の性質を知り、土
地利用をする際や防災に役立てることができる。 

本市の地盤の液状化については、下図（「液状化判定結果
図」、「液状化可能性マップ」）のとおり、海岸付近をはじ
め、内陸部においても液状化の可能性が高いと予想される。

富山県地域
防災計画を
踏まえて修
正

 (5)（略） (5)（略）
 (6)　地震による被害の想定 

本計画による地震の想定については、県の行った地震調査
研究事業の結果や地震調査研究推進本部等の公表資料を踏ま
え、呉羽山断層帯、跡津川断層、法林寺断層、砺波平野断層
帯西部及び森本・富樫断層帯並びに邑知潟断層帯を震源とす
る地震が発生した場合を想定し、被害想定を行う。 

(6)　地震による被害の想定 

本計画による地震の想定については、県の行った地震調査
研究事業の結果や地震活動の評価、地震発生可能性の長期評
価、強振動評価及び津波評価を行っている国の地震調査研究
推進本部等の公表資料を踏まえ、呉羽山断層帯、跡津川断層、
法林寺断層、砺波平野断層帯西部及び森本・富樫断層帯並び

富山県地域
防災計画を
踏まえて修
正
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備考
  

 

また、自然現象は大きな不確定要素を伴うことから、想定
やシナリオには一定の限界があることに留意する。とりわけ、
大規模地震は、想定される被害が甚大かつ深刻であるため、
発生までの間に、市、県、国、関係機関、住民等が、様々な
対策によって被害軽減を図ることが肝要である。市において
は、地域の特性を踏まえた被害想定を実施し、それに基づく
減災目標を策定し、国及び県の協力のもと、関係機関、住民
等と一体となって、効果的かつ効率的な地震対策の推進に努
める。

に邑知潟断層帯を震源とする地震が発生した場合を想定し、
被害想定を行う。 

また、自然現象は大きな不確定要素を伴うことから、想定
やシナリオには一定の限界があることに留意する。とりわけ、
大規模地震は、想定される被害が甚大かつ深刻であるため、
発生までの間に、市、県、国、関係機関、住民等が、様々な
対策によって被害軽減を図ることが肝要である。市において
は、地域の特性を踏まえた被害想定を実施し、それに基づく
減災目標を策定し、国及び県の協力のもと、関係機関、住民
等と一体となって、効果的かつ効率的な地震対策の推進に努
める。

 ２～９（略） ２～９（略）
 第６節（略） 第６節（略）
 第7節　市の防災体制 

１（略）
第7節　市の防災体制 

１（略）
 ２　射水市災害対策本部（資料編１４－４～１４－６参照） 

(1)～(3)（略）
２　射水市災害対策本部（資料編１４－４～１４－６参照） 

(1)～(3)（略）
 【災害対策本部の編成及び分掌事務】 【災害対策本部の編成及び分掌事務】 組織体制を

更新 区分 分掌事務

 

各部各班共通事項

1　災害関係情報の収集に関すること。 

2　被害状況の調査に関すること。 

3　所管ごとに報告を必要とする場合におけ

る国、県等各関係機関への被害報告に関

すること。 

4　所属施設又は出先機関の災害対策に関す

ること。 

5　所管施設(避難所)の緊急使用に関するこ

と。 

 

 

6　他部、他班の応援に関すること。

 部名 

(上段)部

長 

班名 

(班長担

当職)

構成員 分掌事務

 区分 分掌事務

 

各部各班共通事項

1　災害関係情報の収集に関すること。 

2　被害状況の調査に関すること。 

3　所管ごとに報告を必要とする場合におけ

る国、県等各関係機関への被害報告に関

すること。 

4　所属施設又は出先機関の災害対策に関す

ること。 

5　所管施設(避難所)の緊急使用に関するこ

と。 

6　部内における相互連携及び協力に関する

こと。 

7　他部、他班の応援に関すること。

 部名 

(上段)部

長 

班名 

(班長担

当職)

構成員 分掌事務
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備考
  (下段)次

長

 企画管理

部 

(企画管理

部長) 

(企画管理

部次長)

避難所班 

(政策推

進課長)

政策推進

課長 

同職員

1　災害対策本部長及び副本部長の秘書に関

すること。 

2　避難所の統括に関すること。 

3　安否情報の収集、提供に関すること。 

4　国、県その他に対する要望書の取りまと

めに関すること。 

5　復興計画に関すること。 

 

6　部内の連絡調整に関すること。

 （略） （略） （略）

 財務管理

部 

(財務管理

部長) 

(危機管理

監、議会事

務局長、会

計管理者、

議会事務

局次長、監

査委員事

務局長、財

務管理部

次長)

総務班 

(防災・資

産管理課

長)

防災・資産

管理課長 

同職員 

総務課長 

同職員 

公共施設

マネジメ

ント推進

課長 

同職員 

検査監 

同職員 

議事調査

課長 

同職員 

監査委員

事務局次

長 

同職員

1　災害対策本部の庶務に関すること。 

2　本部員会議に関すること。 

3　気象情報の接受及び通報に関すること。 

4　気象情報に基づく非常配備に関するこ

と。 

5　応急公用負担等に関すること。 

6　災害対策活動に関する市民組織との連絡

及び調整に関すること。 

7　住民の避難指示に関すること。 

8　各部からの被害報告の取りまとめ及び関

係機関への報告等に関すること。 

9　各部との連絡調整に関すること。 

10　市議会との連絡に関すること。 

11　他市町村との災害応援協定に関するこ

と。 

12　職員の食糧の確保に関すること。 

13　自衛隊の出動要請に関すること。 

14　物資の輸送に関すること。 

15　市有財産の被害調査の取りまとめに関

すること。 

16　市有財産の保全に関すること。 

17　市有自動車の配車計画その他各部にお

 (下段)次

長

 企画管理

部 

(企画管理

部長) 

(企画管理

部次長)

避難所班 

(政策推

進課長)

政策推進

課長 

同職員

1　災害対策本部長及び副本部長の秘書に関

すること。 

2　避難所の統括に関すること。 

3　安否情報の収集、提供に関すること。 

4　国、県その他に対する要望書の取りまと

めに関すること。 

5　復興計画に関すること。 

6　視察者等への調整に関すること。 

7　部内の連絡調整に関すること。

 （略） （略） （略）

 財務管理

部 

(財務管理

部長、議会

事務局長) 

(財務管理

部次長、危

機管理監、

会計管理

者、議会事

務局次長、

監査委員

事務局長、

本部班 

(防災・資

産管理課

長)

防災・資産

管理課長 

同職員 

（削除）

1　災害対策本部の庶務に関すること。 

2　本部員会議に関すること。 

3　気象情報の接受及び通報に関すること。 

4　気象情報に基づく非常配備に関するこ

と。 

5　応急公用負担等に関すること。 

6　災害対策活動に関する市民組織との連絡

及び調整に関すること。 

7　住民の避難指示に関すること。 

8　各部からの被害報告の取りまとめ及び関

係機関への報告等に関すること。 

9　各部との連絡調整に関すること。 

10　市議会との連絡に関すること。 

11　他市町村との災害応援協定に関するこ

と。 

（削除） 

12　自衛隊の出動要請に関すること。 

（削除） 

13　市有財産の被害調査の取りまとめに関

すること。 

14　市有財産の保全に関すること。 

15　市有自動車の配車計画その他各部にお
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備考
  いて必要な車両の調達に関すること。 

18　物品の取得、管理及び処分に関するこ

と。 

19　通信機器等、必要資機材の調達に関する

こと。 

20　その他各部各班に属しないこと。 

 

21　部内の連絡調整に関すること。

 （新設） 

 

 

 

 

 

 物資配分

班 

(財政課

長)

財政課長 

同職員

1　物資の調達の統括及び配分計画に関する

こと。 

2　災害対策に関する予算措置に関するこ

と。 

3　災害対策の資金計画に関すること。

 税務班 

(課税課

長)

課税課長 

同職員 

収納対策

課長 

同職員

 

1　災害に伴う市税の減免に関すること。 

2　り災者及び災害救助活動従事者の炊き出

しに関すること。 

3　避難所の開設及び運営の補助に関するこ

と。 

 

 （略） （略） （略）

 市民生活

部 

(市民生活

部長) 

(市民生活

住民衛生

班 

(市民活

躍・文化

課長)

市民課長 

同職員 

地区セン

ター長 

同職員 

1　安否情報の収集、提供等に関すること。 

2　所管施設の被害状況調査及び応急対策に

関すること。 

3　所管施設における避難所の開設及び運営

に関すること。 

 いて必要な車両の調達に関すること。 

16　物品の取得、管理及び処分に関するこ

と。 

（削除） 

 

17　その他各部各班に属しないこと。 

18　電源の確保に関すること。 

19　部内の連絡調整に関すること。

 総務班 

(総務課

長) 

総務課長 

同職員 

公共施設

マネジメ

ント推進

課長 

同職員

1　物資の輸送に関すること。 

2　職員の食糧の確保に関すること。 

3　通信機器等、必要資機材の維持管理・調

達に関すること。

 物資配分

班 

(財政課

長)

財政課長 

同職員

1　必要物資の調達及び配分計画に関するこ

と。 

2　災害対策に関する予算措置に関するこ

と。 

3　災害対策の資金計画に関すること。

 税務班 

(課税課

長)

課税課長 

同職員 

収納対策

課長 

同職員

1　罹災証明の受付・発行に関すること。 

2　災害に伴う市税の減免に関すること。 

（削除） 

 

3　避難所の開設及び運営の補助に関するこ

と。 

4　災害に係る住家の被害認定調査に関する

こと。

 （略） （略） （略）

 市民生活

部 

(市民生活

部長) 

(市民生活

住民支援

班 

(市民活

躍・文化

課長)

市民課長 

同職員 

地区セン

ター長 

同職員 

1　安否情報の収集、提供等に関すること。 

2　所管施設の被害状況調査及び応急対策に

関すること。 

3　所管施設における避難所の開設及び運営

に関すること。 
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備考
  部次長) 市 民 活

躍・文化課

長 

同職員 

生活安全

課長 

同職員 

環境課長 

同職員 

クリーン

ピア射水

所長 

同職員 

ミライク

ル館所長 

同職員 

衛生セン

ター所長 

同職員 

野手埋立

処分所長 

同職員

4　災害時の交通安全対策に関すること。 

5　自治会・町内会の連絡調整及び支援に関

すること。 

6　災害時の住民相談に関すること。 

7　外国人対策に関すること。 

8　罹災証明に関すること。 

9　災害時におけるごみ及びし尿の収集等に

関すること。 

10　公害苦情の処理及び対策に関すること。 

11　災害時の企業等の公害発生防止指導に

関すること。 

12　災害時の防疫対策及び衛生害虫の発生

予防対策に関すること。 

13　死体の処理及び埋葬に関すること。 

 

 

14　部内の連絡調整に関すること。

 （新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 部次長) 市 民 活

躍・文化課

長 

同職員 

生活安全

課長 

同職員 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4　災害時の交通安全対策に関すること。 

5　自治会・町内会の連絡調整及び支援に関

すること。 

6　災害時の住民相談に関すること。 

7　外国人対策に関すること。 

（削除） 

（削除） 

 

（削除） 

（削除） 

 

（削除） 

 

（削除） 

8　災害時の男女の違いに配慮した対策に関

すること。 

9　部内の連絡調整に関すること。

 衛生班 

（環境課

長）

環境課長 

同職員 

クリーン

ピア射水

所長 

同職員 

ミライク

ル館所長 

同職員 

衛生セン

ター所長 

同職員 

野手埋立

1　災害時におけるごみ及びし尿の収集等・

運搬・処理等に関すること（被災家屋の解

体・撤去含む）。 

2　公害苦情の処理及び対策に関すること。 

3　災害時の企業等の公害発生防止指導に関

すること。 

4　災害時の防疫対策及び衛生害虫の発生予

防対策に関すること。 

5　死体の処理及び埋葬に関すること。 

6　家庭用動物への対応に関すること。 
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備考
   

 

 

 福祉保健

部 

(福祉保健

部長) 

(福祉保健

部参事) 

(福祉保健

部次長) 

(福祉保健

部政策調

整監)

災害救助

班 

(地域福

祉課長)

地域福祉

課長 

同職員 

社会福祉

課長 

同職員 

介護保険

課長 

同職員 

保険年金

課長 

同職員 

子育て支

援課長 

同職員 

こども福

祉課長 

同職員

1　災害救助活動の総括に関すること。 

2　災害救助法の適用及びこれに基づく対策

の樹立に関すること。 

3　園児、児童及び教職員の避難指示に関す

ること。 

4　救助用資機材及び生活必需品の調達、輸

送及び配分に関すること。ただし、食糧、

衛生材料及び医薬品の調達を除く。 

5　り災者の避難誘導の実施及び保護に関す

ること。 

6　高齢者、障がい者、乳幼児等の要配慮者

の安全確保、支援体制の整備及び保護に

関すること。 

7　社会福祉関係施設の被害調査及び応急対

策に関すること。 

8　災害救援ボランティアに関すること。 

9　義援金品に関すること。 

 

10　部内の連絡調整に関すること。

 （略） （略） （略）

 （新設） 

 

 

 

 

 

 

 （新設） 

 

 処分所長 

同職員 

斎場所長 

同職員

 福祉保健

部 

(福祉保健

部長) 

(福祉保健

部次長) 

(福祉保健

部政策調

整監)

災害救助

班 

(地域福

祉課長)

地域福祉

課長 

同職員 

社会福祉

課長 

同職員 

介護保険

課長 

同職員 

保険年金

課長 

同職員 

（削除）

1　災害救助活動の総括に関すること。 

2　災害救助法の適用及びこれに基づく対策

の樹立に関すること。 

（削除） 

 

3　救助用資機材及び生活必需品の調達、輸

送及び配分に関すること。ただし、食糧、

衛生材料及び医薬品の調達を除く。 

4　り災者の避難誘導の実施及び保護に関す

ること。 

5　高齢者、障がい者、乳幼児等の要配慮者

の安全確保、支援体制の整備及び保護に

関すること。 

6　社会福祉関係施設の被害調査及び応急対

策に関すること。 

7　災害救援ボランティアに関すること。 

8　義援金品に関すること。 

9　り災者台帳作成に関すること。 

10　部内の連絡調整に関すること。

 （略） （略） （略）

 こども家

庭部 

(こども家

庭部長) 

(こども家

庭部次長)

こども支

援班 

(子育て

支 援 課

長)

子育て支

援課長 

同職員 

こども福

祉課長 

同職員

1　所管施設の被害報告のとりまとめ及び連

絡調整に関すること。 

2　所管施設の支援に関すること。 

3　園児、児童及び教職員の避難指示に関す

ること。 

4　乳幼児等の要配慮者の安全確保、支援体

制の整備及び保護に関すること。 

5　部内の連絡調整に関すること。

 健康班 

（こども

こども福

祉課長 

1　住民の健康維持、保健衛生に関すること。 

2　災害時の防疫対策に関すること。 
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備考
   

 

 

 （略） （略） （略） （略）

 都市整備

部 

(都市整備

部長) 

(都市整備

部次長)

都市住宅

班 

(都市計

画課長)

都市計画

課長 

同職員 

建築住宅

課長 

同職員

1　被災住宅の応急復旧に関すること。 

2　市営住宅の災害対策に関すること。 

3　応急仮設住宅に関すること。 

4　避難所の設置に関すること。 

5　公園緑地施設の被害状況の把握と復旧に

関すること。 

 

 

6　部内の連絡調整に関すること。

 （略） （略） （略）

 （略） （略） （略） （略）

 文教部 

(教育長、

教育委員

会事務局

長) 

(教育委員

会事務局

次長)

文教総務

班 

(学校教

育課長)

学校教育

課長 

同職員 

教育セン

ター所長 

同職員 

学校給食

センター

所長 

同職員

1　り災児童・生徒の就学奨励措置に関する

こと。 

2　教職員の動員に関すること。 

3　児童、生徒及び教職員の避難指示に関す

ること。 

4　り災児童及び生徒の授業に関すること。 

5　食料の供給に関すること。 

6　所管施設における避難所の開設及び運営

に関すること。 

 

 

7　部内の連絡調整に関すること。

 （略） （略） （略）

 （略） （略） （略） （略）

 福 祉 課

長）

同職員 3　災害対策用衛生材料及び医薬品の調達に

関すること。 

4　感染症の予防及び予防接種に関するこ

と。

 （略） （略） （略） （略）

 都市整備

部 

(都市整備

部長) 

(都市整備

部次長)

都市住宅

班 

(都市計

画課長)

都市計画

課長 

同職員 

建築住宅

課長 

同職員

1　被災住宅の応急復旧に関すること。 

2　市営住宅の災害対策に関すること。 

3　応急仮設住宅に関すること。 

4　避難所の設置に関すること。 

5　公園緑地施設の被害状況の把握と復旧に

関すること。 

6　被災建築物応急危険度判定に関するこ

と。 

7　部内の連絡調整に関すること。

 （略） （略） （略）

 （略） （略） （略） （略）

 文教部 

(教育長、

教育委員

会事務局

長) 

(教育委員

会事務局

次長)

文教総務

班 

(学校教

育課長)

学校教育

課長 

同職員 

教育セン

ター所長 

同職員 

学校給食

センター

所長 

同職員

1　り災児童・生徒の就学奨励措置に関する

こと。 

2　教職員の動員に関すること。 

3　児童、生徒及び教職員の避難指示に関す

ること。 

4　り災児童及び生徒の授業に関すること。 

5　食料の供給に関すること。 

6　所管施設における避難所の開設及び運営

に関すること。 

7　所管施設の被害報告のとりまとめ及び連

絡調整に関すること。 

8　部内の連絡調整に関すること。

 （略） （略） （略）

 （略） （略） （略） （略）
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 現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備　考
 

 

 

 

 

 

 

 

 

射水市地域防災計画 

 

 

 

 

「第２編　地震・津波災害対策編」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

射水市防災会議 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

射水市地域防災計画 

 

 

 

 

「第２編　地震・津波災害対策編」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

射水市防災会議 
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 現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備　考
 第２編　地震・津波災害対策編 

第１章　災害予防計画 

第１節　地震に強いまちづくり 

１～５（略）

第２編　地震・津波災害対策編 

第１章　災害予防計画 

第１節　地震に強いまちづくり 

１～５（略）
 ６　公共土木施設等の耐震性強化〔都市整備部　産業経済部〕 

公共土木施設等は都市基盤の根幹を成し、大規模な地震が発
生した場合、輸送等において災害応急対策活動の成否を左右す
るものである。このため、これら公共土木施設等の耐震性強化
を図り、被害の防止はもちろんのこと、災害時にも十分な機能
を果たす施設づくりを目指す。 

６　公共土木施設等の耐震性強化〔都市整備部　産業経済部〕 
公共土木施設等は都市基盤の根幹を成し、大規模な地震が発

生した場合、輸送等において災害応急対策活動の成否を左右す
るものである。このため、これら公共土木施設等の耐震性強化
を図り、被害の防止はもちろんのこと、災害時にも十分な機能
を果たす施設づくりを目指すとともに、被害が生じた場合に備
え、復旧に必要な資材の確保・貯蔵に努める。

富山県地域
防災計画を
踏まえて修
正≪修正要
旨1-1-①≫

 (1)～(2)（略） (1)～(2)（略）
 ７　土砂災害の防止〔都市整備部　産業経済部〕 

土砂災害は、発生が事前に予測しにくいこと、発生したとき
は一瞬にして多数の死傷者を伴うことなどが特徴である。 

このため、災害の発生が予想される土石流危険渓流、地すべ
り危険箇所、急傾斜地崩壊危険箇所等（以下「危険箇所」とい
う。）においては、積極的に砂防、治山、地すべり対策、急傾
斜地崩壊対策等の防災施設の整備に努める。 

また、ハザードマップを作成し、危険箇所の周知や土砂災害
警戒区域における警戒避難体制の整備に努める。 

７　土砂災害の防止〔都市整備部　産業経済部〕 

土砂災害は、発生が事前に予測しにくいこと、発生したとき
は一瞬にして多数の死傷者を伴うことなどが特徴である。 

このため、災害の発生が予想される土石流危険渓流、地すべ
り危険箇所、急傾斜地崩壊危険箇所等（以下「危険箇所」とい
う。）においては、積極的に砂防、治山、地すべり対策、急傾
斜地崩壊対策等の防災施設の整備に努める。 

また、ハザードマップを作成し、危険箇所の周知や土砂災害
警戒区域における警戒避難体制の整備に努めるとともに、被害
が生じた場合に備え、復旧に必要な資材の確保・貯蔵に努める。

富山県地域
防災計画を
踏まえて修
正≪修正要
旨1-1-①≫

 (1)～(3)（略） (1)～(3)（略）
 ８　地盤の液状化対策の推進〔財務管理部　都市整備部〕 

本市は、丘陵地を除けば、礫や砂泥の沖積層の上に形成され
た都市であり、中小河川が多く存在するため、地震による液状
化・流動化の被害が発生しやすい地域といえる。 

そこで、液状化・流動化に関する知識の普及、地盤改良、液
状化対策工法の推進により液状化災害の危険性を可能な限り
低減する。

８　地盤の液状化対策の推進〔財務管理部　都市整備部〕 

本市は、丘陵地を除けば、礫や砂泥の沖積層の上に形成され
た都市であり、中小河川が多く存在するため、地震による液状
化・流動化の被害が発生しやすい地域といえる。 

令和６年１月の能登半島地震では、県内で甚大な被害が発生
したことも踏まえ、液状化・流動化に関する知識の普及、地盤
改良、液状化対策工法の推進により液状化災害の危険性を可能
な限り低減する。

富山県地域
防災計画を
踏まえて修
正

 (1) 液状化・流動化に関する知識の普及 

財務管理部及び都市整備部は、市地震防災マップを活用し、
説明会等を通じて、住民に対して液状化及び流動化に関する
知識の普及を図る。

(1) 液状化・流動化に関する知識の普及 

財務管理部及び都市整備部は、市地震防災マップを活用し、
説明会等を通じて、住民に対して液状化及び流動化に関する
知識の普及を図る。 

富山県地域
防災計画を
踏まえて修
正≪修正要
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備 考
 国、県及び市は、地盤の液状化が予想される地域における

建築物等の被害を未然に防止するため、市民に対し、液状化
マップ等により地盤の液状化発生の仕組みや、地震被害想定
に基づく液状化の危険性の高い地域、過去に市内で生じた液
状化被害の記録などの液状化に関する知識の普及啓発、宅地
の安全性の把握及び耐震化を実施するよう努めるものとす
る。

旨1-1-②≫

 (2) 地盤改良、液状化対策工法の推進 

ア　市有施設の建設に当たって、関係部局は、地盤改良等
による液状化発生防止対策や液状化発生時においても施
設の被害を未然に防止する対策等を適切に実施する。

(2) 地盤改良、液状化対策工法の推進 

ア　市有施設の建設に当たって、関係部局は、地盤改良等
による液状化発生防止対策や液状化発生時においても施
設の被害を未然に防止する対策等を国や県の技術的支援
も得ながら、連携して適切に実施する。

富山県地域
防災計画を
踏まえて修
正≪修正要
旨1-1-②≫

 イ（略） イ（略）
 (3)（略） (3)（略）
 (4) 液状化ハザードマップの作成・公表 

市は、液状化被害の危険性を示した液状化ハザードマップ
を作成・公表するとともに、宅地の安全性の把握及び耐震化
を実施するよう努めるものとする。

（削除） 富山県地域
防災計画を
踏まえて修
正≪修正要
旨1-1-②≫

 ９　積雪時の震災対策〔財務管理部　都市整備部　福祉保健
部〕 

(1)～(3)（略）

９　積雪時の震災対策〔財務管理部　都市整備部　福祉保健
部〕 

(1)～(3)（略）
 （新設） (4) 情報収集体制の確保  

積雪期における情報収集体制の確立、最新技術の導入や防
災関係機関・民間との連携促進等により、積雪期においても
被害状況の把握が遅れることがない情報収集体制の確立を図
る。

富山県地域
防災計画を
踏まえて修
正≪修正要
旨1-1-③≫

 第２節　津波に強いまちづくり 第２節　津波に強いまちづくり
   防災基本計

画、富山県
地域防災計
画を踏まえ
て修正 

≪修正要旨
1-2-①≫

 （略） （略）  （略） （略）
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備 考
 

 １（略） １（略）
 ２　津波に強いまちづくり〔全部局〕 

(1)～(2)（略）
２　津波に強いまちづくり〔全部局〕 

(1)～(2)（略）
 (3) 建築物の安全化 

市及び施設管理者は、駅等不特定多数の者が使用する施設
並びに学校及び医療機関等の応急対策上重要な施設につい
て、津波に対する安全性の確保に特に配慮する。 

市は、津波災害特別警戒区域や災害危険区域における特に
防災上の配慮を要する者が利用する施設等の建築物の津波に
対する安全性の確保を促進する。 

また、平常時より、災害による被害が予測される空家等の
状況の確認に努めるものとする。

(3) 建築物の安全化 

市及び施設管理者は、駅等不特定多数の者が使用する施設
並びに学校及び医療機関及び消防施設等の応急対策上重要な
施設について、津波に対する安全性の確保に特に配慮する。 

市は、津波災害特別警戒区域や災害危険区域における特に
防災上の配慮を要する者が利用する施設等の建築物の津波に
対する安全性の確保を促進する。 

また、平時より、災害による被害が予測される空家等の状
況の確認に努めるものとする。

富山県地域
防災計画を
踏まえて修
正 

 

用語の統一

 (4)（略） (4)（略）
 (5)  減災のための総合的な取組みの推進 

ア　市は、県及び国と連携して、津波に対して、住民等の
生命を守ることを最優先としつつ、生活や産業への被害
を軽減する観点からのまちづくりを進める。 

イ　市は、関係機関との連携の下、海岸保全施設等の整合

(5) 減災のための総合的な取り組みの推進 

ア　市は、県及び国と連携して、津波に対して、住民等の
生命を守ることを最優先としつつ、生活や産業への被害
を軽減する観点からのまちづくりを進める。 

イ　市は、関係機関との連携の下、海岸保全施設等の整合

用語の統一 

 

富山県地域
防災計画を
踏まえて修

 ソフト対策 ○浸水の危険性の低い地域を居住地域とするような土地利用計画を

推進する。 

○津波災害警戒区域内の社会福祉施設、学校、医療施設については、

津波に関する情報、予報及び警報の伝達方法、避難誘導体制の整備

等を図るとともに、避難誘導後の支援方策について検討する。 

○「射水市津波ハザードマップ」を、市ホームページ、広報誌等を通

じ公表し、住民への啓発を行うとともに、ワークショップ、市政出

前講座を開催し、内容を住民に周知する。 

○津波浸水予想区域における地域の特性を踏まえ、住民、自主防災組

織、消防機関、警察、学校等の多様な主体の参画により、具体的か

つ実践的な津波避難計画を作成する。また、津波避難計画において、

津波避難訓練の実施について定める。 

○津波避難計画に基づく津波避難訓練を実施する。 

 

 

 

 

 

 

○自主防災組織の結成と活動の充実を図る。

 ソフト対策 ○浸水の危険性の低い地域を居住地域とするような土地利用計画を推

進する。 

○津波災害警戒区域内の社会福祉施設、学校、医療施設については、津

波に関する情報、予報及び警報の伝達方法、避難誘導体制の整備等を

図るとともに、避難誘導後の支援方策について検討する。 

○「射水市津波ハザードマップ」を、市ホームページ、広報誌等を通じ

公表し、住民への啓発を行うとともに、ワークショップ、市政出前講

座を開催し、浸水リスクや徒歩避難について住民に周知する。 

○津波浸水予想区域における地域の特性を踏まえ、住民、自主防災組

織、消防機関、警察、学校等の多様な主体の参画により、具体的かつ

実践的な津波避難計画を作成する。また、津波避難計画において、津

波避難訓練の実施について定める。 

○津波避難計画に基づく津波避難訓練を実施する。訓練においては、避

難経路の確認や共助を基本とする避難行動（避難の呼び掛け、要配慮

者の介助）など、実践的な内容を心掛け、住民一人ひとりの避難行動

の習熟度を高める。 

○津波警報下での安全・的確な消防活動の実施のため、消防計画の策定

等により、津波時の浸水想定を勘案した消防体制の整備に努めるも

のとする。 

○自主防災組織の結成と活動の充実を図る。
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備 考
 的な整備、諸機能の維持・継続、堤外地も含めた避難施

設の整備その他避難対策の強化などの総合的な取組みを
進める。 

ウ　市は、県及び国土交通省と連携して、河川堤防の整備
等を推進する。また、津波により排水機能が停止した場
合、下流域に湛水などの甚大な被害が発生する可能性が
あることから、排水機場の耐水機能の確保に努める。 

エ　市は、県及び国土交通省と連携して、緊急輸送ルート
の確保を早期に確実に図るため、主要な市街地等と高速
道路のアクセス強化等ネットワーク機能の向上、道路情
報ネットワークシステム、道路防災対策等を通じて安全
性、信頼性の高い道路網の整備を図る。 

また、避難路、緊急輸送道路など防災上重要な経路を
構成する道路について、災害時の交通の確保を図るため、
必要に応じて、区域を指定して道路の占用の禁止又は制
限を行うとともに、国が促進する一般送配電事業者、電
気通信事業者における無電柱化の取組と連携しつつ、無
電柱化の促進を図るものとする。 

 

オ　市は、防災・まちづくり・建築等を担当する各部局の
連携の下、地域防災計画や立地適正化計画等を踏まえ、
災害の危険性等地域の実情に応じて、優先度の高い避難
行動要支援者から個別避難計画を作成するとともに、住
宅に関する補助や融資等における優遇措置等の対象とな
る立地を限定し、住宅を安全な立地に誘導するなど、ま
ちづくりにおける安全性の確保を促進するよう努める。 

カ　津波に関する防災教育、訓練、津波からの避難の確保
等を効果的に実施するため、津波対策にデジタル技術を
活用するよう努めるものとする。

的な整備、諸機能の維持・継続、堤外地も含めた避難施
設の整備その他避難対策の強化などの総合的な取り組み
を進める。 

ウ　市は、県及び国土交通省と連携して、河川堤防の整備
等を推進する。また、津波により排水機能が停止した場
合、下流域に湛水などの甚大な被害が発生する可能性が
あることから、排水機場の耐水機能の確保に努める。 

エ　市は、県及び国土交通省と連携して、緊急輸送ルート
の確保を早期に確実に図るため、主要な市街地等と高速
道路のアクセス強化等ネットワーク機能の向上、道路情
報ネットワークシステム、道路防災対策等を通じて安全
性、信頼性の高い道路網の整備を図る。 

また、避難路、緊急輸送道路など防災上重要な経路を
構成する道路について、災害時の交通の確保を図るため、
必要に応じて、区域を指定して道路の占用の禁止又は制
限を行うとともに、国（経済産業省、総務省）が促進する
一般送配電事業者、電気通信事業者における無電柱化の
取り組みと連携しつつ、無電柱化の促進を図るものとす
る。 

オ　市は、防災・まちづくり・建築等を担当する各部局の
連携の下、地域防災計画や立地適正化計画等を踏まえ、
災害の危険性等地域の実情に応じて、優先度の高い避難
行動要支援者から個別避難計画を作成するとともに、住
宅に関する補助や融資等における優遇措置等の対象とな
る立地を限定し、住宅を安全な立地に誘導するなど、ま
ちづくりにおける安全性の確保を促進するよう努める。 

カ　津波に関する防災教育、訓練、津波からの避難の確保
等を効果的に実施するため、津波対策にデジタル技術を
活用するよう努めるものとする。

正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第３節　ライフライン施設等の予防対策 

電力、ガス、上下水道、通信等のライフライン施設は、市民
生活、経済社会の根幹を成すものであり、これらが災害により
被害を受け、機能まひに陥ることによる影響は極めて大きい。
また、災害発生直後の安否確認、住民の避難、救命・救助等の
応急対策活動を実施する上で、ライフライン施設の果たす役割

第３節　ライフライン施設等の予防対策 

電力、ガス、上下水道、通信等のライフライン施設は、市民
生活、経済社会の根幹を成すものであり、これらが災害により
被害を受け、機能まひに陥ることによる影響は極めて大きい。
また、災害発生直後の安否確認、住民の避難、救命・救助等の
応急対策活動を実施する上で、ライフライン施設の果たす役割

富山県地域
防災計画を
踏まえて修
正≪修正要
旨1-1-①、
1-3-①≫
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備 考
 は極めて重要である。このため、より一層地震・津波災害に強

い耐震性・耐浪性のある施設や、ライフライン共同収容施設と
しての共同溝・電線共同溝の整備等を進めるとともに、災害が
発生したときも被害を最小限にとどめ、早期復旧が図られるよ
う、施設等の系統多重化、拠点の分散、代替施設の整備等の災
害防止対策を推進する。 

 

 

特に、医療機関等の人命に関わる重要施設への供給ラインに
ついては、地震及び津波に対する安全性の確保を重点的に行
う。

は極めて重要である。このため、より一層地震・津波災害に強
い耐震性・耐浪性のある施設や、ライフライン共同収容施設と
しての共同溝・電線共同溝の整備等を進めるとともに、災害が
発生したときも被害を最小限にとどめ、早期復旧が図られるよ
う、施設等の系統多重化、拠点の分散、代替施設の整備、オフ
グリッド化の検討等の災害防止対策を推進する。 

加えて、防災関係機関は被害が生じた場合に備え、復旧に必
要な資材の確保・貯蔵に努めるものとする。 

特に、医療機関等の人命に関わる重要施設への供給ラインに
ついては、地震及び津波に対する安全性の確保を重点的に行
う。

 １～３（略） １～３（略）
 ４　上下水道施設の予防対策（資料編１０－４参照）〔上下水

道部〕 

(1)（略）

４　上下水道施設の予防対策（資料編１０－４参照）〔上下水
道部〕 

(1)（略）
 (2)施設整備 

上下水道施設の各種調査・点検を実施するとともに、射水
市水道ビジョン（令和２年６月改定）に基づき、計画的に施
設・管路の耐震化や、基幹管路のループ化・二重化などバッ
クアップ機能を備えた施設整備、飲料水用の耐震性貯水槽の
整備等の防災対策を推進し、地震・津波災害等に強い施設整
備を図る。 

また、下水道に関しても、作成を進めている射水市下水道
ビジョンに基づき、管路の長寿命化と並行し耐震化を図り、
地震や液状化等の災害に強い施設整備を進めていく。 

(2)施設整備 

上下水道施設の各種調査・点検を実施するとともに、射水
市水道ビジョン（令和２年６月改定）に基づき、計画的に施
設・管路の耐震化や、基幹管路のループ化・二重化などバッ
クアップ機能を備えた施設整備、飲料水用の耐震性貯水槽の
整備等の防災対策を推進し、地震・津波災害等に強い施設整
備を図る。 

また、電気設備の停電対策として、無停電電源装置、自家
発電設備及び可搬型発電設備等の設置等に努める。 

下水道に関しては、射水市下水道ビジョン（令和７年６月
改定）に基づき、管路の長寿命化と並行し耐震化を図り、地
震や液状化等の災害に強い施設整備を進めていく。

富山県地域
防災計画を
踏まえて修
正≪修正要
旨1-3-②≫

 (3)～(7)（略） (3)～(7)（略）
 ５　廃棄物処理施設の安全性強化〔環境課〕 

し尿、ごみ等の一般廃棄物処理施設、産業廃棄物処理施設の
災害による被害を最小限にするとともに、災害時における応急
復旧作業を円滑に実施し、廃棄物が適正に処理されることが必
要である。 

このため、市は、射水市災害廃棄物処理計画（平成３０年３
月策定）に基づき、一般廃棄物処理施設の不燃・堅ろう化及び

５　廃棄物処理施設の安全性強化〔環境課〕 

し尿、ごみ等の一般廃棄物処理施設、産業廃棄物処理施設の
災害による被害を最小限にするとともに、災害時における応急
復旧作業を円滑に実施し、廃棄物が適正に処理されることが必
要である。 

このため、市は、射水市災害廃棄物処理計画（平成３０年３
月策定）に基づき、一般廃棄物処理施設の不燃・堅ろう化及び

富山県地域
防災計画を
踏まえて修
正≪修正要
旨1-3-③≫
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備 考
 廃棄物処理を円滑に実施するための体制づくりに努める。ま

た、産業廃棄物処理施設の管理者は、処理施設の不燃・堅ろう
化に努める。 

廃棄物処理を円滑に実施するための体制づくりに努める。加え
て、発災時に施設の被災状況を確認し、速やかに稼働の可否を
判断する手順を検討する。また、産業廃棄物処理施設の管理者
は、処理施設の不燃・堅ろう化に努める。

 (1)（略） (1)（略）
 (2) し尿、ごみ等の処理体制の整備 

ア（略）
(2) し尿、ごみ等の処理体制の整備 

ア（略）
 イ　ごみ、災害廃棄物等の一時保管場所や最終処分場等の

確保 

災害時においては、ごみ、災害廃棄物等の廃棄物が一度
に大量発生するとともに、処理施設自体の被災も予想さ
れることから、市は、処理計画を基に、運搬経路、住居地
域を考慮したごみ、災害廃棄物等の一時保管場所や最終
処分場等を確保しておくとともに、県内他市町村はもと
より、県外他自治体との広域協力体制を整備しておく。

イ　ごみ、災害廃棄物等の一時保管場所や最終処分場等の
確保 

災害時においては、ごみ、災害廃棄物等の廃棄物が一度
に大量発生するとともに、処理施設自体の被災も予想さ
れることから、市は、あらかじめ活用可能な候補地を把
握、調整したうえで、処理計画を基に、運搬経路、住居地
域を考慮したごみ、災害廃棄物等の一時保管場所や最終
処分場等を確保しておくとともに、県内他市町村はもと
より、県外他自治体との広域協力体制を整備しておく。

富山県地域
防災計画を
踏まえて修
正≪修正要
旨1-3-③≫

 ウ　避難所の仮設（簡易）トイレの確保 

市は、家屋の倒壊、断水等によりトイレが使用できなく
なるため、避難所等における仮設（簡易）トイレの備蓄に
努めるとともに、レンタル業者と協定を締結するなど、確
保に努める。

ウ　避難所の仮設（簡易）トイレの確保 

市は、家屋の倒壊、断水等によりトイレが使用できなく
なるため、避難所等における仮設（簡易）トイレの確保に
努めるとともに、民間事業者との応援協定の締結を推進す
る。

富山県地域
防災計画を
踏まえて修
正≪修正要
旨1-3-④≫

 第４節（略） 第４節（略）
 第５節　組織体制の整備 

１　災害対策本部体制の充実〔防災・資産管理課　人事課　市
民課〕 

(1) 射水市職員行動マニュアルの活用・充実 

災害発生時、各部各班の初動期における活動を迅速かつ的
確に行うため、修正等を行い、充実を図る。

第５節　組織体制の整備 

１　災害対策本部体制の充実〔防災・資産管理課　人事課　市
民課〕 

(1) 射水市職員行動マニュアルの活用・充実 

災害発生時、各部各班の初動期における活動を迅速かつ的
確に行うため、修正等を行い、充実を図る。 

また、職員の参集体制（動員体制の明確化、参集状況を踏
まえたバックアップ体制の確立、参集可否の連絡方法等）、
安否確認の実施基準・集約方法を明確化する。

富山県地域
防災計画を
踏まえて修
正≪修正要
旨1-5-①≫

 (2) 初動体制の習熟 

初動段階の成否がその後の応急対策活動に大きく影響する
ことから、特に初動段階の意思決定者、配備基準、指揮命令
系統について、職員参集訓練及び災害対策本部設置訓練を実

(2) 初動体制の習熟 

初動段階の成否がその後の応急対策活動に大きく影響する
ことから、災害対策本部において各担当班からの情報集約・
共有を密にし、各担当班が刻々と変化する災害状況をリアル

富山県地域
防災計画、
災害対応検
証を踏まえ
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備 考
 施し、習熟を図る。 タイムで総合的に把握することで、的確な支援活動ができる

よう体制の強化に努める。特に初動段階の意思決定者、配備
基準、指揮命令系統について、職員参集訓練及び災害対策本
部設置訓練を実施し、習熟を図る。また、情報収集・伝達、
広報活動等において、より有効な通信手段の検討・充実を図
る。 

その他、職員参集訓練は、必要な職員の動員体制の整備や
参集時のルール・連絡方法、災害対策本部での受付手順等の
確認を行うものとする。

て修正≪修
正要旨1-5-
②≫

 (3) 本部設備等の整備 

本部が迅速に機能できるよう、また、職員が庁舎内で被災
することのないよう、以下の本部設備等の整備に努める。 

ア　備品の固定及び落下物の防止措置 

イ　停電時に備えた非常用電源の整備 

ウ　無線機器の点検・整備 

エ　市内地図、防災関係機関の連絡簿、その他本部設置に
必要な物品の整備 

オ　災害応急対策に従事する職員の食料等の確保 

(3) 本部設備等の整備 

本部が迅速に機能できるよう、また、職員が庁舎内で被災
することのないよう、以下の本部設備等の整備に努める。 

ア　備品の固定及び落下物の防止措置 

イ　停電時に備えた非常用電源の整備 

ウ　無線機器の点検・整備 

エ　市内地図、防災関係機関の連絡簿、その他本部設置に
必要な物品の整備 

オ　災害応急対策に従事する職員の食料等の確保 

カ　電源やエレベーター等が使用不能となった場合の対応

富山県地域
防災計画を
踏まえて修
正≪修正要
旨1-5-③≫

 (4)～(5)（略） (4)～(5)（略）
 （新設） (6) 災害対策本部の強化 

市は災害時、災害対策本部を速やかに設置し、応急活動を
実施するため、災害対策本部における各班の役割・業務内容
等を記載したマニュアルの整備や見直しを行うとともに、研
修や訓練を実施し、職員の災害対応能力の向上を図るものと
する。 

また、災害対策本部の各種システムを十分活用できるよう
研修や訓練を実施する。

富山県地域
防災計画を
踏まえて修
正≪修正要
旨1-5-④≫

 ２　情報連絡体制の充実〔防災・資産管理課〕 

(1) 情報連絡体制の明確化 

情報伝達ルートの多重化及び情報交換のための情報伝達・
連絡体制の窓口等の明確化に努める。

２　情報連絡体制の充実〔防災・資産管理課〕 

(1) 情報連絡体制の明確化 

情報伝達ルートの多重化及び情報交換のための情報伝達・
連絡体制の窓口等の明確化に努める。 

また、デジタル技術を活用した災害対策本部内の情報共有
手順を整理するとともに、迅速な情報共有のための訓練を実
施するものとする。

富山県地域
防災計画を
踏まえて修
正≪修正要
旨1-5-⑤≫
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備 考
 （新設） (2) 情報収集項目の整理・明確化 

収集した情報や各種連絡事項等を庁内及び関係機関と迅速
かつ円滑に情報共有するため、発災後に必要となる情報をフ
ェーズごとに整理し、その内容について共通認識を図るもの
とする。

富山県地域
防災計画を
踏まえて修
正≪修正要
旨1-5-⑥≫

 (2)（略） (3)（略）
 （新設） ３　広報活動体制の強化〔防災・資産管理課　未来創造課〕 

市は、災害の状況、災害応急対策の実施状況、各種生活情
報を市民に迅速かつ的確に周知するため、平時から広報活動
体制の強化に努めるものとする。

富山県地域
防災計画を
踏まえて修
正≪修正要
旨1-5-⑦≫

 （新設） (1) デジタル技術を活用した情報発信 

市は、発災時において、市民が必要とする情報を迅速に発
信するため、ＳＮＳ等のデジタル技術の活用を推進し、円滑
かつ確実な情報発信に努める。 

また、災害時において多くの市民が公式ＳＮＳ等から情報
を収集できるよう、平時から公式ＳＮＳ等の周知に努める。

富山県地域
防災計画を
踏まえて修
正≪修正要
旨1-5-⑧≫

 （新設） (2) 報道機関との連携強化 

市民へ情報を伝達し、適切な行動を促すためには、報道機
関による情報発信も重要であることから、市は、報道機関と
災害時の情報発信に関する意見交換などを行い、連携の強化
に努めるものとする。

富山県地域
防災計画を
踏まえて修
正≪修正要
旨1-5-⑨≫

 （新設） (3) フェーズに応じた情報発信 

市は、必要な情報を市民に迅速かつ的確に周知するため、
各フェーズにおいて、市民に発信する情報項目、発信主体、
発信手段等を整理し、平時から関係機関と共有するものとす
る。

富山県地域
防災計画を
踏まえて修
正≪修正要
旨1-5-⑩≫

 （新設） (4) Ｌアラートを活用した生活支援情報の発信 

市は、Ｌアラートを活用して生活支援情報を市民や報道機
関に対して発信できるよう、体制の整備に努めるものとす
る。

富山県地域
防災計画を
踏まえて修
正≪修正要
旨1-5-⑪≫

 ３（略） ４（略）
 ４　業務継続体制の確保〔防災・資産管理課　人事課〕 

市は、地震発生時の災害応急対策等の実施や優先度の高い
５　業務継続体制の確保〔防災・資産管理課　人事課〕 

市は、地震発生時の災害応急対策等の実施や優先度の高い
富山県地域
防災計画を
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備 考
 通常業務の継続のため、災害時に必要となる人員や資機材等

を必要な場所に的確に投入するための事前の準備体制と事後
の対応力の強化を図る必要があることから、業務継続計画
（ＢＣＰ）の策定などにより、業務継続性の確保を図る。ま
た、実効性ある業務継続体制を確保するため、次の事項を実
施する。 

(1) 必要な資源の継続的な確保 

(2) 定期的な教育・訓練・点検等の実施 

(3) 訓練等を通じた経験の蓄積や状況の変化等に応じた体制
の見直し 

 

 

(4) 計画の改訂

通常業務の継続のため、災害時に必要となる人員や資機材等
を必要な場所に的確に投入するための事前の準備体制と事後
の対応力の強化を図る必要があることから、業務継続計画
（ＢＣＰ）の策定などにより、業務継続性の確保を図る。ま
た、実効性ある業務継続体制を確保するため、次の事項を実
施する。 

(1) 必要な資源の継続的な確保 

(2) 定期的な教育・訓練・点検等の実施 

(3) 訓練、過去の災害等を通じた経験の蓄積や状況の変化等
に応じた業務実施体制・庁内外との連絡体制、各班の所掌
事務等の継続的な見直しやＤＸ（被災者支援システムの活
用等）の促進 

(4) 計画・マニュアル等の改訂

踏まえて修
正≪修正要
旨1-5-⑫≫ 

 

 ５（略） ６（略）
 第６節　情報通信連絡体制の整備 

１　防災行政無線の整備（資料編５－１、５－２、１４－８
～１４－１０参照）〔防災・資産管理課　消防本部〕 

防災行政無線のデジタル化とともに、市内全域を網羅する防
災行政無線の整備に努める。 

更には、防災行政無線に併せ、多種・多様な伝達手段（J-
ALERT、テレビ、ラジオ、インターネット、市公式LINEアカウ
ント、エリアメール等緊急速報メールサービス）等と連携した、
総合的な防災情報システムを構築する。 

 

 

また、防災行政無線の整備に当たっては、津波により流失し
ないような設置場所、停電の際にも概ね７２時間機能するよう
な電源対策等に留意する。 

なお、災害時に避難所となる学校や救援物資の物流拠点とな
る施設との通信ネットワークにも配慮し、整備に努める。

第６節　情報通信連絡体制の整備 

１　防災行政無線の整備（資料編５－１、５－２、１４－８
～１４－１０参照）〔防災・資産管理課　消防本部〕　 

防災行政無線のデジタル化とともに、市内全域を網羅する防
災行政無線の整備に努める。 

さらには、防災行政無線にあわせ、多種・多様な伝達手段
（J-ALERT、テレビ、ラジオ、インターネット、市公式LINEア
カウント、エリアメール等緊急速報メールサービス）等と連携
した、総合的な防災情報システムを構築する。あわせて、その
他の情報伝達手段の導入などについて、継続的な検討・見直し
を実施する。 

また、防災行政無線の整備に当たっては、津波により流失し
ないような設置場所、停電の際にも概ね７２時間機能するよう
な電源対策等に留意する。 

なお、災害時に避難所となる学校や救援物資の物流拠点とな
る施設との通信ネットワークにも配慮し、整備に努める。

用語の統一 

 

災害対応検
証を踏まえ
修正≪修正
要旨1-6-①
≫ 

 ２　運用対策〔防災・資産管理課　消防本部〕 

(1)（略）
２　運用対策〔防災・資産管理課　消防本部〕 

(1)（略）
 (2) 通信設備は確実に使用できるよう、適切に保守、維持管

理を行う。また、非常用発電設備については、災害発生時
における商用電力の停止を想定し、保守点検及び操作訓練

(2) 通信設備は確実に使用できるよう、適切に保守、維持管
理を行う。また、非常用発電設備の整備充実に努めるとと
もに、災害発生時における商用電力の停止を想定し、保守

富山県地域
防災計画を
踏まえて修
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備 考
 を定期的に行う。 点検及び操作訓練を定期的に行う。 正
 ３～５（略） ３～５（略）
 ６　消防・救急無線のデジタル化〔消防本部〕 

市は、消防・救急無線をデジタル化し、情報収集・伝達体
制の整備・充実に努める。

６　消防・救急無線のデジタル化〔消防本部〕 

市は、消防・救急無線をデジタル化し、情報収集・伝達体
制の整備・充実に努める。あわせて、定期的な訓練等を通じ
た平時からの連携体制の構築等による防災対策を推進する。

富山県地域
防災計画を
踏まえて修
正≪修正要
旨1-6-②≫

 ７　多様な通信手段・通信媒体の確保〔防災・資産管理課〕 

市は、西日本電信電話株式会社が指定する災害時優先電話
の確保を図るとともに、孤立集落対策等のための衛星通信の
活用など多様な通信手段の確保に努める。 

また、協定を締結している射水ケーブルネットワーク株式
会社、エフエムいみず株式会社及び射水市アマチュア無線非
常通信協力会と連携を密にし、通信体制の整備を図る。 

更には、主な公共施設に設置している無線LAN（Wi-Fi）ア
クセスポイントを活用し、スマートフォン、タブレット端末
による、情報収集・伝達体制の整備・充実に努める。

７　多様な通信手段・通信媒体の確保〔防災・資産管理課〕 

市は、NTT西日本株式会社が指定する災害時優先電話の確保
を図るとともに、孤立集落対策等のための衛星通信の活用な
ど多様な通信手段の確保に努める。 

また、協定を締結している射水ケーブルネットワーク株式
会社、エフエムいみず株式会社及び射水市アマチュア無線非
常通信協力会と連携を密にし、通信体制の整備を図る。 

さらには、主な公共施設に設置している無線LAN（Wi-Fi）
アクセスポイントを活用し、スマートフォン、タブレット端
末による、情報収集・伝達体制の整備・充実に努めるととも
に、あらゆる通信手段の検討・充実を図る。 

その他、音声や多言語による情報発信、自主防災組織によ
る支援、アプリの活用等、要配慮者の特性に応じた多様な情
報伝達手段を確保し、多重化を行うことで、確実に情報を提
供できる体制の整備に努めるものとする。

用語の統一 

 

富山県地域
防災計画、
災害対応検
証を踏まえ
て修正≪修
正要旨1-6-
③≫

 ８～９（略） ８～９（略）
 第７節　相互応援体制の整備 

大規模な地震・津波災害が発生したときには、市だけでは
災害応急・復旧活動を実施することが困難となる事態がある
ので、迅速かつ的確な応急対策を実施するに当たって、被災
していない地域の機関等の協力が必要となる。 

このため、市は、あらかじめ協定を締結するなど広域的相
互応援体制の整備充実を図る。 

また、国や他の地方公共団体等からの応援職員等を迅速・
的確に受け入れて情報共有や各種調整等を行うため、受援計
画（マニュアル）に沿って受援体制の整備に努めるものとす
る。特に、庁内全体及び各業務担当部署における受援担当者
の選定や応援職員等の執務スペースの確保を行うものとす

第７節　相互応援体制の整備 

大規模な地震・津波災害が発生したときには、市だけでは
災害応急・復旧活動を実施することが困難となる事態がある
ので、迅速かつ的確な応急対策を実施するに当たって、被災
していない地域の機関等の協力が必要となる。 

このため、市は、あらかじめ協定を締結するなど広域的相
互応援体制の整備充実を図る。 

また、国や他の地方公共団体等からの応援職員等を迅速・
的確に受け入れて情報共有や各種調整等を行うため、受援計
画（マニュアル）に沿って受援体制の整備に努めるととも
に、受援の流れや応援機関との連絡方法等について双方が定
期的に確認し、防災訓練等を通じて習熟を図る。特に、庁内

富山県地域
防災計画、
災害対応検
証を踏まえ
て修正≪修
正要旨1-7-
①≫ 
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備 考
 る。その際、新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策の

ため、適切な空間の確保に配慮する。
全体及び各業務担当部署における受援担当者の選定や応援職
員等の執務スペースの確保を行うものとする。あわせて、応
援職員等の宿泊場所の確保が困難となる場合も想定して、応
援職員等に対して紹介できる、ホテル・旅館、公共施設の空
きスペース、仮設の拠点や車両を設置できる空き地など、お
宿泊場所として活用可能な施設等の把握に努めるものとす
る。その際、新型インフルエンザ等（指定感染症及び新感染
症を含む。）を含む感染症対策のため、適切な空間の確保に
配慮する。

 １　県との連携体制の整備〔防災・資産管理課〕 

市は、県への応援要請が迅速に行えるよう、あらかじめ県
と要請の手順、連絡調整窓口、連絡の方法を取り決めておく
とともに、連絡先の共有を徹底しておくなど、必要な準備を
整えておく。 

１　県との連携体制の整備〔防災・資産管理課〕 

市は、県への応援要請が迅速に行えるよう、あらかじめ県
及び警察と要請の手順、連絡調整窓口、連絡の方法を取り決
めておくとともに、連絡先の共有を徹底しておくなど、必要
な準備を整えておく。 

また、災害発生時には、市の被災情報の収集や業務調整を
行うことを目的に、県及び警察から被災市町村にリエゾンが
派遣されるため、円滑な連携に向け、平時から訓練やリエゾ
ンを通じた情報共有方法の確認等を実施する。

富山県地域
防災計画を
踏まえて修
正≪修正要
旨1-7-②≫

 ２　他市町村との相互応援体制の整備〔防災・資産管理課　
人事課〕 

市は、大規模災害時の応援要請を想定し、災害対策基本法
第６７条の規定等に基づき､県内市町村をはじめ、大規模な地
震・津波災害による同時被災を避ける観点から、遠方に所在
する市町村等との応援協定の締結を推進する。 

また、応援要請・受入れが円滑に行えるよう、情報伝達方
法、受入窓口、指揮系統を明確化するなど、体制の整備に努
める。 

なお、周辺市町村が被災した場合、市が後方支援基地とな
る可能性があるため、あらかじめ受入体制の整備に努める。 

２　他市町村との相互応援体制の整備〔防災・資産管理課　
人事課〕 

市は、大規模災害時の応援要請を想定し、災害対策基本法
第６７条の規定等に基づき､県内市町村をはじめ、大規模な地
震・津波災害による同時被災を避ける観点から、遠方に所在
する市町村等との応援協定の締結を推進する。 

また、応援要請・受入れが円滑に行えるよう、情報伝達方
法、受入窓口、指揮系統を明確化することに加え、被災者再
建支援システムを導入し、人員の負担軽減及び業務の円滑化
を図るなど、体制の整備に努める。 

なお、周辺市町村が被災した場合、市が後方支援基地とな
る可能性があるため、あらかじめ受入体制の整備に努める。

災害対応検
証を踏まえ
て修正≪修
正要旨1-7-
③≫

 ３　事業所・企業等との相互応援体制の整備〔防災・資産管
理課　関係各課〕 

事業所・企業等との応援・協力活動等が円滑に行われるよ
うに、事前に災害時の相互応援に関する協定を締結するな
ど、応援体制を整備する。 

３　事業所・企業等との相互応援体制の整備〔防災・資産管
理課　関係各課〕 

事業所・企業等との応援・協力活動等が円滑に行われるよ
うに、事前に災害時の相互応援に関する協定を締結するな
ど、応援体制を整備する。あわせて、各機関との定期的な意

防災基本計
画、富山県
地域防災計
画を踏まえ
て修正≪修
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備 考
  

 

また、流通備蓄による食料調達を確実にするために、調達
先との協定内容の点検及び調達先の拡充を検討する。 

災害時の帰宅困難者支援を進めるために、県が防災関係機
関等と締結した協定内容を基に、市においても対策を実施す
る。

見交換や訓練の機会を設けるなど、平時からの顔の見える関
係構築づくりや関係機関間の連携強化に努める。 

また、流通備蓄による食料調達を確実にするために、調達
先との協定内容の点検及び調達先の拡充を検討する。 

災害時の帰宅困難者支援を進めるために、県が防災関係機
関等と締結した協定内容を基に、市においても対策を実施す
る。 

なお、締結した協定については、国の「災害時応援協定シ
ステム」で一元管理し、庁内各部局や県、他市町村等と共有
することで、災害時の迅速な応援要請を図る。

正要旨1-7-
④≫

 第８節　消防・水防体制の整備 

１　消火体制の強化〔消防本部　消防団〕（資料編６－１～
６－６） 

(1)（略）

第８節　消防・水防体制の整備 

１　消火体制の強化〔消防本部　消防団〕（資料編６－１～
６－６） 

(1)（略）
 (2) 消火用資機材等の充実 

市は、消防ポンプ自動車、小型動力ポンプ、救助工作車等
の消防機械、消火栓、防火水槽等の消防用水利、その他の消
防施設、設備等の整備充実を図るとともに、常に整備点検を
行い適切に使用できる状態を維持する。

(2) 消火用資機材等の充実 

市は、消防ポンプ自動車、小型動力ポンプ、救助工作車等
の消防機械、消火栓、防火水槽等の消防用水利、その他の消
防施設、設備等について、大規模地震や津波災害など多様な
災害にも対応できるよう整備充実を図るとともに、常に整備
点検を行い適切に使用できる状態を維持する。

富山県地域
防災計画を
踏まえて修
正

 (3)～(4)（略） (3)～(4)（略）
 ２～４（略） ２～４（略）
 第９節　医療救護体制の整備 

１　医療救護体制の整備（資料編７－１参照）〔市民病院　
保健センター〕 

市は、医師会、歯科医師会、薬剤師会、薬業関係団体等の
協力を得て、災害医療救護体制の確立に努める。

第９節　医療救護体制の整備 

１　医療救護体制の整備（資料編７－１参照）〔市民病院　
保健センター〕 

市は、医師会、歯科医師会、薬剤師会、薬業関係団体等の
協力を得て、災害医療救護体制の確立に努める。 

また、震災時に医療施設の被災状況や診療状況等の情報を
迅速に把握できる広域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩ
Ｓ※）の操作等の訓練を定期的に行う。 

※　広域災害・救急医療情報システム 

（Emergency Medical Information System。略称「ＥＭＩ
Ｓ」）災害拠点病院をはじめとした医療機関、医療関係団
体、消防機関、保健所、市町村等の間の情報ネットワーク化
及び国、都道府県間との広域情報ネットワーク化を図り、災

富山県地域
防災計画を
踏まえて修
正≪修正要
旨1-9-①≫
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備 考
 害時における被災地内、被災地外における医療機関の活動状

況など、災害医療に関わる情報を収集・提供し被災地域での
迅速かつ適切な医療・救護活動を支援することを目的とした
システム

 ２～３（略） ２～３（略）
 ４　連絡体制等の整備〔市民病院　消防本部〕 

 

市は、救護所等から搬送される負傷者数が多数発生し、市内
の医療機関で対処できなくなる事態に備え、近隣市町村及び近
隣県の医療施設との連携を図るとともに、医療機関に関する情
報の収集体制を整備する。また、対応する患者の分担など、医
療機関の連絡・連携体制についての計画を作成するよう努め
る。 

また、大規模災害時に保健医療福祉調整本部及び保健所が保
健医療福祉活動に関する情報の連携、整理及び分析等を行うた
めの災害時保健医療福祉活動支援システム（Ｄ２４Ｈ）を活用
できるよう、体制の整備に努める。 

更に、関係機関の協力を得て、トリアージ訓練を継続的に実
施する。 

※　トリアージとは、傷病者を重症度と緊急度によって選別す
ること。

４　連絡体制等の整備〔市民病院　消防本部　福祉保健部　こ
ども家庭部〕 

市は、救護所等から搬送される負傷者数が多数発生し、市内
の医療機関で対処できなくなる事態に備え、近隣市町村及び近
隣県の医療施設との連携を図るとともに、医療機関に関する情
報の収集体制を整備する。また、対応する患者の分担など、医
療機関の連絡・連携体制についての計画を作成するよう努め
る。 

 

 

 

 

さらに、関係機関の協力を得て、トリアージ訓練を継続的に
実施する。 

※　トリアージとは、傷病者を重症度と緊急度によって選別
すること。 

また、大規模災害時に県が保健医療福祉調整本部を立ち上げ
た際に、保健医療福祉活動に関する情報の集約・分析を行い、
活動方針を検討するとともに、県・厚生センター・医師会等と
の連絡・調整を行い、連携体制を整備する。

組織体制を
更新 

 

用語の統一 

 

防災基本計
画を踏まえ
て修正≪修
正要旨1-9-
②≫

 ５（略） ５（略）
 （新設） ６　医療ニーズの高い方の把握〔市民病院　福祉保健部　こ

ども家庭部〕 

市は、平時から精神障害者や在宅人工呼吸器及び在宅酸素
療法実施患者や人工透析実施患者等、医療ニーズの高い方の
治療及び生活状況の把握に努め、被災時の支援体制を関係機
関と連携して整備する。

富山県地域
防災計画を
踏まえて修
正≪修正要
旨1-9-③≫

 ６（略） ７（略）
 第１０節（略） 第１０節（略）
 第１１節　避難所の整備 第１１節　避難所の整備 富山県地域
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備 考
 第１　地震に関する対策 

１　避難所の確保（資料編９－１参照）〔防災・資産管理課　各
施設所管課〕 

市は、施設の管理者の同意を得たうえで、あらかじめ、必
要に応じ、次の基準により避難場所・避難所を指定しておく。
避難所を指定する際には、併せて広域一時滞在の用に供する
ことについても定めるなど、集団２次避難や他の市町村から
の被災者を受け入れることができる施設等をあらかじめ決定
しておくよう努める。 

また、一般の避難所では生活することが困難な障害者、医
療的ケアを必要とする者等の要配慮者の受け入れ先として指
定している社会福祉施設や介護保険施設等を福祉避難所の拡
充に努める。特に、医療的ケアを必要とする者に対しては、
人口呼吸器や吸引器等の医療機器の電源の確保等の必要な配
慮をするよう努めるものとする。 

 

 

なお、避難場所・避難所の指定については、地域の人口動
態や施設の変更等の状況に応じて適宜見直す。

第１　地震に関する対策 

１　避難所の確保（資料編９－１参照）〔防災・資産管理課　各
施設所管課〕 

市は、施設の管理者の同意を得たうえで、あらかじめ、必
要に応じ、次の基準により避難場所・避難所を指定しておく。
避難所を指定する際には、あわせて広域一時滞在の用に供す
ることについても定めるなど、集団２次避難や他の市町村か
らの被災者を受け入れることができる施設等をあらかじめ決
定しておくよう努める。 

また、一般の避難所では生活することが困難な障害者、医
療的ケアを必要とする者等の要配慮者の受け入れ先として指
定している社会福祉施設や介護保険施設等を福祉避難所の拡
充に努めるとともに、要配慮者に対して円滑な情報伝達がで
きるよう、多様な情報伝達手段の確保に努める。特に、医療
的ケアを必要とする者に対しては、人口呼吸器や吸引器等の
医療機器の電源の確保等の必要な配慮をするよう努めるもの
とする。 

なお、避難場所・避難所の指定については、地域の人口動
態や施設の変更等の状況に応じて適宜見直す。

防災計画を
踏まえて修
正≪修正要
旨 1-11-①
≫ 

 

用語の統一 

 

 (1)～(3)（略） (1)～(3)（略）
 (4) 避難所における施設、設備の整備 

市は、避難所において避難住民の生活を確保するため、次
に掲げるような施設、設備の整備に努める。 

 

 

 

なお、施設、設備については、感染症への対策や要配慮者
への配慮を行うよう努める。

(4) 避難所における施設、設備の整備 

市は、避難所において避難住民の生活を確保するため、ト
イレ、キッチン、ベッド、シャワー等の避難所の環境改善に
必要な機能を整理し、次に掲げるような施設、設備の整備に
努める。また、必要な施設、設備の確保のため、民間事業者
等との災害時応援協定の締結を促進する。 

なお、施設、設備については、感染症への対策や要配慮者
への配慮を行うよう努める。

富山県地域
防災計画を
踏まえて修
正≪修正要
旨 1-11-②
≫

 ア　避難所又はその近傍で、地域完結型の備蓄施設を確保
し、水、食料、非常用電源、常備薬、炊出し用具、毛布、
暖房用具、マスク、消毒液等避難生活に最低限必要な物
資、資機材を確保するほか、飲料水兼用耐震性貯水槽や
備蓄倉庫等のほかＬＰガス設備等の整備に努める。なお、
備蓄物資の調達に当たっては、要配慮者、女性、子供に
も配慮する。 

ア　避難所又はその近傍で、地域完結型の備蓄施設を確保
し、水、食料、非常用電源、常備薬、テント、炊出し用具、
毛布、暖房用具、マスク、消毒液等避難生活に最低限必
要な物資、資機材を確保するほか、飲料水兼用耐震性貯
水槽や備蓄倉庫等のほかＬＰガス設備等の整備に努め
る。また、ベッド、パーティション、テント等を避難所開
設当初から円滑に設置できる体制の整備に努めるものと

富山県地域
防災計画、
防災基本計
画を踏まえ
て修正≪修
正要旨 1-
11-③≫
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備 考
  

 

　　また、必要に応じ避難所の電力容量の拡大に努めると
ともに、停電時においても、施設・設備の機能が確保さ
れるよう、再生可能エネルギーの活用を含めた非常用発
電設備等の整備に取り組むものとする。

する。なお、備蓄物資の調達に当たっては、要配慮者、女
性、子供にも配慮する。 

さらに、必要に応じ避難所の電力容量の拡大に努める
とともに、停電時においても、施設・設備の機能が確保さ
れるよう、再生可能エネルギーの活用を含めた非常用発
電設備等の整備に取り組むものとする。

 イ～ウ（略） イ～ウ（略）
 （新設） エ　県の実証事業等を活用した先行事例を踏まえ、避難所

運営や避難者情報管理のデジタル化の推進に努めるもの
とする。

富山県地域
防災計画、 

災害対応検
証を踏まえ
て修正≪修
正要旨 1-
11-④≫

 (5) 避難所における運営体制の整備 

避難所においては、多種多様な問題が発生することが予想
されるため、市は、避難所運営のために必要な事項を盛り込
んだ「射水市避難所開設・運営マニュアル」に基づき、地域
ごとの実情を踏まえた避難所運営体制の整備を図る。 

 

 

また、各避難所の運営に際して、避難所の良好な生活環境
の継続的な確保のために、専門家、ＮＰＯ・ボランティア等
の外部支援者の協力が得られるよう努める。

(5) 避難所における運営体制の整備 

避難所においては、多種多様な問題が発生することが予想
されるため、市は、自主防災組織や社会福祉協議会等と連携
し、避難所運営のために必要な事項を盛り込んだ「射水市避
難所開設・運営マニュアル」に基づき、地域ごとの実情を踏
まえた避難所運営体制の整備を図り、実践的な訓練を継続的
に実施することで、習熟を図る。 

また、各避難所の運営に際して、避難所の良好な生活環境
の継続的な確保のために、専門家、ＮＰＯ・ボランティア等
の外部支援者の協力が得られるよう努める。

富山県地域
防災計画、
災害対応検
証を踏まえ
て修正≪修
正要旨 1-
11-⑤≫ 

 ２（略） ２（略）
 （新設） ３　避難所以外の避難者への対応〔防災・資産管理課〕 

市は、在宅避難者や車中泊避難者の支援について検討するよ
う努めるものとする。

富山県地域
防災計画を
踏まえて修
正≪修正要
旨 1-11-⑥
≫

 ３（略） ４　（略）
 第２　津波に関する対策 

１　津波避難ビル等の確保 

〔防災・資産管理課　各施設所管課〕 

第２　津波に関する対策 

１　津波避難ビル等の確保 

〔防災・資産管理課　各施設所管課〕 

災害対応検
証を踏まえ
修正≪修正
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備 考
 市は、「地震・津波発生直後に緊急的に避難する場所」とし

て指定緊急避難場所の指定を行う。なお、津波に対する緊急の
避難場所しては、堅固な高層建物の中・高層階や人工構造物を
避難場所に利用する、いわゆる「津波避難ビル等」の指定・整
備を行う。なお、指定した場合においては、施設管理者と休日、
夜間等の使用について協議する。住民等に対しては、「地震・
津波発生直後に緊急的に避難する場所」と、「避難生活を送る
ために避難する場所」の違い等に合わせて、内容について、周
知徹底する。 

 

 

※　津波避難ビル等 

津波避難ビル等は、津波による被害が想定される地域の中で
も、地震発生から津波到達までの時間的猶予や、地形的条件等
の理由により、津波からの避難が特に困難と想定される地域に
対し、やむを得ず適用される緊急的・一時的な避難施設。

市は、「地震・津波発生直後に緊急的に避難する場所」とし
て指定緊急避難場所の指定を行う。なお、津波に対する緊急の
避難場所しては、堅固な高層建物の中・高層階や人工構造物を
避難場所に利用する、いわゆる「津波避難ビル等」の指定・整
備を行う。あわせて、時間的・地理的要因により、避難対象区
域外に避難出来ない場合のリスクを軽減するため、沿岸部を中
心に指定緊急避難場所の確保に努める。なお、指定した場合に
おいては、施設管理者と休日、夜間等の使用について協議する。
住民等に対しては、「地震・津波発生直後に緊急的に避難する
場所」と、「避難生活を送るために避難する場所」の違い等に
合わせて、内容について、周知徹底する。 

※　津波避難ビル等 

津波避難ビル等は、津波による被害が想定される地域の中で
も、地震発生から津波到達までの時間的猶予や、地形的条件等
の理由により、津波からの避難が特に困難と想定される地域に
対し、やむを得ず適用される緊急的・一時的な避難施設。

要旨 1-11-
⑦≫

 第１２節　避難対策の確立 

第１　共通事項 

１　避難に関する広報〔防災・資産管理課　未来創造課〕 

市は、住民が的確な避難行動を取ることができるようにする
ため、避難所や災害危険地域を明示したハザードマップや広報
誌・ＰＲ紙を活用して避難に関する広報活動を実施する。

第１２節　避難対策の確立 

第１　共通事項 

１　避難に関する広報〔防災・資産管理課　未来創造課〕 

市は、住民が的確な避難行動を取ることができるようにする
ため、避難所や災害危険地域を明示したハザードマップや広報
誌・ＰＲ紙・各種デジタル技術を活用して避難に関する広報活
動を実施する。

災害対応検
証を踏まえ
て修正≪修
正要旨1-5-
⑧≫

 (1)（略） (1)（略）
 (2) 避難のための知識の普及 

市は、住民に対し次の事項の普及に努める。 

ア　平常時における避難のための知識 

イ　避難時における知識 

ウ　避難収容後の心得 

また、地震発生時には、家屋の倒壊、落下物、道路の損傷、
渋滞・交通事故等が発生するおそれがあることから、避難に
ついては徒歩によることを原則とする。市は、自動車免許所
有者に対する継続的な啓発を行うなど、徒歩避難の原則の周
知に努める。 

 

(2) 避難のための知識の普及 

市は、住民に対し次の事項の普及に努める。 

ア　平時における避難のための知識 

イ　避難時における知識  

ウ　避難収容後の心得 

また、地震発生時には、家屋の倒壊、落下物、道路の損傷、
渋滞・交通事故等が発生するおそれがあることから、避難に
ついては徒歩によることを原則とする。市は、ハザードマッ
プにおいて、想定される範囲の渋滞箇所とそのリスクを可視
化することで、車での避難を抑制し、徒歩による迅速な避難
を促進するとともに、自動車免許所有者に対する継続的な啓

用語の統一 

 

災害対応検
証を踏まえ
修正≪修正
要旨 1-12-
①≫ 
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備 考
  

ただし、各地域において、避難場所までの距離、要配慮者
の存在、避難路の状況等を踏まえて、やむを得ず自動車によ
り避難せざるを得ない場合、市は、避難者が自動車で安全か
つ確実に避難できる方策をあらかじめ検討する。検討に当た
っては、射水警察署と十分調整を図る。

発を行うなど、徒歩避難の原則の周知に努める。 

ただし、各地域において、避難場所までの距離、要配慮者
の存在、避難路の状況等を踏まえて、やむを得ず自動車によ
り避難せざるを得ない場合の指針となるガイドラインを作成
するなど方策をあらかじめ検討する。検討に当たっては、射
水警察署と十分調整を図る。

 ２　避難誘導体制の確立〔防災・資産管理課　地域福祉課〕 

市は、避難所への住民の誘導方法について、自治会・町内会、
自主防災組織及び関係団体等と協議し、適切な避難誘導体制を
確立するよう努める。特に要配慮者の避難誘導体制の確立に努
める。 

また、施設の管理者等と連携して、避難誘導等安全体制の確
保に配慮する。 

特に、高齢者や障がい者等の要配慮者を適切に避難誘導し、
安否確認を行うため、地域住民、自主防災組織等の協力を得な
がら、平常時より、要配慮者に関する情報の把握及び関係者と
の共有に努めるとともに、上記の行動ルールを踏まえつつ、こ
れらの者に係る避難誘導体制の整備を図る。 

 

更に、市は、要配慮者等が津波からの避難後に命の危険にさ
らされる事態を防ぐため、防災、医療、保健、福祉等の各専門
分野が連携した支援方策の検討に努める。

２　避難誘導体制の確立〔防災・資産管理課　地域福祉課〕 

市は、避難所への住民の誘導方法について、自治会・町内会、
自主防災組織及び関係団体等と協議し、適切な避難誘導体制を
確立するよう努める。特に要配慮者の避難誘導体制の確立に努
める。 

また、施設の管理者等と連携して、避難誘導等安全体制の確
保に配慮する。 

特に、高齢者や障がい者等の要配慮者を適切に避難誘導し、
安否確認を行うため、地域住民、自主防災組織等の協力を得な
がら、平時より、避難行動要支援者名簿及び個別避難計画を作
成する等、要配慮者に関する情報の把握及び関係者との共有に
努めるとともに、上記の行動ルールを踏まえつつ、これらの者
に係る避難誘導体制の整備を図る。 

さらに、市は、要配慮者等が津波からの避難後に命の危険に
さらされる事態を防ぐため、防災、医療、保健、福祉等の各専
門分野が連携した支援方策の検討に努める。

用語の統一 

 

富山県地域
防災計画、
災害対応検
証を踏まえ
て修正≪修
正要旨 1-
18-②≫

 ３～５（略） ３～５（略）
 ６　被災者等への的確な情報伝達活動〔防災・資産管理課　未

来創造課　市民課〕 

市は、情報収集・伝達手段として、特に、防災行政無線等の
無線系（戸別受信機を含む。）の整備やＩＰ通信網、ケーブル
テレビ網等の活用を図り、災害情報を被災者等へ速やかに伝達
する手段の確保に努める。さらには、有線系や携帯電話も含め、
要配慮者にも配慮した多様な手段の整備に努めるとともに、災
害により孤立するおそれのある地域の被災者、帰宅困難者等、
情報が入手困難な被災者等に対しても、確実に情報伝達できる
よう必要な体制の整備を図る。 

 

６　被災者等への的確な情報伝達活動〔防災・資産管理課　未
来創造課　市民課〕 

市は、情報収集・伝達手段として、特に、防災行政無線等の
無線系（戸別受信機を含む。）の整備やＩＰ通信網、ケーブル
テレビ網等の活用を図り、災害情報を被災者等へ速やかに伝達
する手段の確保に努めるとともに、情報を適切に収集・整理し
フェーズごとに的確な情報発信が出来るよう体制の強化を図
る。さらには、有線系や携帯電話も含め、要配慮者にも配慮し
た多様な手段の整備に努めるとともに、災害により孤立するお
それのある地域の被災者、帰宅困難者等、情報が入手困難な被
災者等に対しても、確実に情報伝達できるよう必要な体制の整

災害対応検
証を踏まえ
修正≪修正
要旨1-6-③
≫
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備 考
  

また、市及び放送事業者等は、地震に関する情報及び被災者
に対する生活情報を常に伝達できるよう、その体制及び施設、
設備の整備を図る。

備を図る。 

また、市及び放送事業者等は、地震に関する情報及び被災者
に対する生活情報を常に伝達できるよう、その体制及び施設、
設備の整備を図る。

 第２　津波に関する対策 

１　津波ハザードマップの普及・啓発〔防災・資産管理課〕 

市は、射水市津波ハザードマップを住民に周知し、市の津波
の特徴、津波の浸水範囲、避難路、避難場所など津波災害に際
する避難について、知識の普及・啓発を実施する。 

（新設） 

 

 

また、市は、津波からの避難対策のため津波相談窓口を設置
し、住民に対し、市の津波の特徴の説明を行うとともに、避難
意識の高揚を図る。

第２　津波に関する対策 

１　津波リスクに対する周知・啓発〔防災・資産管理課〕 

市は、射水市津波ハザードマップを住民に周知し、市の津波
の特徴、津波の浸水範囲、避難路、避難場所など津波災害に際
する避難について、知識の普及・啓発を実施する。 

また、津波リスクのある沿岸部を中心に津波の浸水深や海抜
を記した看板を設置し、出前講座等を通じて住民の防災意識の
向上を図る。 

その他、市は、津波からの避難対策のため津波相談窓口を設
置し、住民に対し、市の津波の特徴の説明を行うとともに、避
難意識の高揚を図る。

災害対応検
証を踏まえ
て修正≪修
正要旨 1-
12-②≫

 ２　（略） ２　（略）
 第１３節　帰宅困難者支援対策（略） 第１３節　帰宅困難者支援対策（略）
 第１４節　食料等の調達・確保及び防災資機材等の整備 

市は、被災者に最低限の食料、飲料水及び生活必需品等の供
給が円滑に行えるよう、呉羽山断層帯の被害想定を踏まえ、市
備蓄計画を策定し、現物備蓄や流通備蓄の体制を定めておくと
ともに、防災資機材等の整備を推進する。更に、要配慮者に配
慮した品目を積極的に補充する。 

また、震災時に必要不可欠な最低限の食料、飲料水及び生活
必需品については、「個人で備蓄しておくことが基本である。」
という認識により、市は、日ごろから、個人備蓄の啓発・奨励
を行う。

第１４節　食料等の調達・確保及び防災資機材等の整備 

市は、被災者に最低限の食料、飲料水及び生活必需品等の供
給が円滑に行えるよう、呉羽山断層帯の被害想定を踏まえ、現
物備蓄や流通備蓄の体制を定めておくとともに、防災資機材等
の整備を推進する。さらに、要配慮者に配慮した品目を積極的
に補充する。 

また、震災時に必要不可欠な最低限の食料、飲料水及び生活
必需品については、「個人で備蓄しておくことが基本である。」
という認識により、市は、日ごろから、出前講座や市広報等に
より、個人備蓄の啓発・奨励を行う。

用語の統一 

 

災害対応検
証を踏まえ
修正 

 

 １　食料及び生活必需品等の確保〔防災・資産管理課　財政課　
地域福祉課　農林水産課〕 

平時から、訓練等を通じて、物資の備蓄状況や運送手段の確
認を行うとともに、災害協定を締結した民間事業者等の発災時
の連絡先、要請手続等の確認を行うよう努める。 

 

 

 

１　食料及び生活必需品等の確保〔防災・資産管理課　財政課　
地域福祉課　農林水産課〕 

災害協定を締結した民間事業者等の発災時の連絡先、要請手
続等の確認を行うよう努める。 

また、物資の備蓄状況については、新物資システム（Ｂ－Ｐ
Ｌо）を活用し、施設（備蓄倉庫・物資拠点・避難所）ごとの
備蓄物資の品目・数量や施設概要等の情報を定期的に更新する
など、最新の状況を把握するものとする。 

防災基本計
画、富山県
地域防災計
画を踏まえ
て修正≪修
正要旨 1-
14-①≫ 
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備 考
 なお、大規模な災害発生のおそれがある場合、事前に物資調

達・輸送調整等支援システムを用いて備蓄状況の確認を行うと
ともに、あらかじめ登録されている物資の輸送拠点を速やかに
開設できるよう、物資の輸送拠点の管理者の連絡先や開設手続
を関係者間で共有するなど、備蓄物資の提供を含め、速やかな
物資支援のための準備に努めるものとする。 

災害が発生したときに備えて、食料及び生活必需品等の確保
について平常時から次の措置を行う。

なお、大規模な災害発生のおそれがある場合、事前に物資調
達・輸送調整等支援システムを用いて備蓄状況の確認を行うと
ともに、あらかじめ登録されている物資の輸送拠点を速やかに
開設できるよう、物資の輸送拠点の管理者の連絡先や開設手続
を関係者間で共有するなど、備蓄物資の提供を含め、速やかな
物資支援のための準備に努めるものとする。 

災害が発生したときに備えて、食料及び生活必需品等の確保
について平時から次の措置を行う。

用語の統一

 (1)～(4)（略） (1)～(4)（略） 
 ２～６（略） ２～６（略）
 第１５節　防災訓練の実施 

１（略）
第１５節　防災訓練の実施 

１（略）
 ２　訓練の種類及び内容の整備〔防災・資産管理課　消防本部　

用地・河川管理課〕 

(1)（略）

２　訓練の種類及び内容の整備〔防災・資産管理課　消防本部　
河川・港湾課〕 

(1)（略）

組織体制を
更新 

 (2)　基礎的訓練の実施 

ア　職員参集訓練 

勤務時間外の災害発生時における職員の迅速かつ的確な
初動体制を確保するために、職員を非常招集する訓練を原
則として、年１回以上実施する。

(2)　基礎的訓練の実施 

ア　職員参集訓練 

勤務時間外の災害発生時における職員の迅速かつ的確な
初動体制を確保するために、職員を非常招集する訓練を原
則として、年１回以上実施する。 

訓練では、必要な職員の動員体制の整備や参集時のルー
ル・連絡方法、災害対策本部での受付手順等を確認するも
のとする。

富山県地域
防災計画を
踏まえて修
正≪修正要
旨1-5-②、
1-15-①≫

 イ～ウ（略） イ～ウ（略）
 （新設） エ　消防訓練 

消防は、積雪による交通障害や同時多発火災、消火栓の
使用不能等を想定し、さらに地域住民一体となった消防訓
練や隣接消防との合同消防訓練を実施するよう努める。

富山県地域
防災計画を
踏まえて修
正≪修正要
旨 1-15-①
≫

 エ　水防訓練 オ　水防訓練
 （新設） カ　避難所開設・運営訓練 

市及び自主防災組織、防災士等は、事前に作成したマニ
ュアル等を用いて避難所の開設・運営訓練を行う。

富山県地域
防災計画を
踏まえて修
正≪修正要
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備 考
 旨 1-15-①

≫
 （新設） キ　津波避難訓練 

各地区において避難経路の確認や共助を基本とする避難
行動（避難の呼び掛け、要配慮者の介助）など、実践的な津
波避難訓練を継続して実施することにより、住民一人ひと
りの避難行動の習熟度を高める。

災害対応検
証を踏まえ
修正≪修正
要旨 1-2-
①、1-15-①
≫ 

 

 ３～７（略） ３～７（略）
 第１６節　防災知識の普及　 

第１　地震に関する防災知識の普及 

１（略）

第１６節　防災知識の普及 

第１　地震に関する防災知識の普及 

１（略）
 ２　緊急地震速報を見聞きしたときの行動〔防災・資産管理課〕 

 

緊急地震速報は、情報を見聞きしてから地震の強い揺れが来
るまでの時間が数秒から数十秒しかないため、その短い間に身
の安全を確保する必要がある。 

また、この短い間に行動を起こすためには、緊急地震速報が
発表されたことを即座にわかるよう専用の音（報知音）を覚え
ておくことが重要である。

２　緊急地震速報を見聞きした場合に取るべき行動〔防災・資
産管理課〕 

緊急地震速報が発表されてから強い揺れが来るまではわず
かな時間しかないため、震度または長周期地震動階級のいずれ
の基準によるものかに関わらず、緊急地震速報を見聞きしたと
きは、まずは自分の身の安全を守る行動をとる必要がある。

富山県地域
防災計画を
踏まえて修
正≪修正要
旨 1-16-①
≫

 （新設） 富山県地域
防災計画を
踏まえて修
正 ≪修正
要旨 1-16-
①≫

 入手場所 とるべき行動の具体例

 

自宅等屋内

頭を保護し、大きな家具からは離れ、丈夫な机の下等に隠れる。 

＜注意＞ 

・あわてて外へ飛び出さない。 

・その場で火を消せる場合は火の始末、火元から離れている場合は無

理して消火しない。 

・扉の近くにいれば、扉を開けて避難路を確保する。

 
駅やデパート

等の集客施設

館内放送や係員の指示がある場合は、落ち着いてその指示に従い行動

する。 

＜注意＞ 

・あわてて出口・階段等に殺到しない。 

・吊り下がっている照明等の下からは退避する。

 
屋外

ブロック塀の倒壊や自動販売機の転倒に注意し、これらのそばから離

れる。 
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備 考
 

 ３　教職員及び児童・生徒に対する防災教育〔学校教育課〕 

(1) 防災に関する安全計画 

ア～ウ（略）

３　教職員及び児童・生徒に対する防災教育〔学校教育課〕 

(1) 防災に関する安全計画 

ア～ウ（略）
 （新設） エ　児童生徒等の避難訓練､災害時の事前指導､安否確認方

法、事後措置及び保護者との連絡方法（一斉メールの活
用等）のマニュアルを専門家等の助言を得るなどして作
成し、その周知を図るとともに継続的に見直しを行う。

富山県地域
防災計画を
踏まえて修
正≪修正要
旨 1-16-②
≫

 (2)～(3)（略） (2)～(3)（略）
 ４　職員に対する防災教育〔防災・資産管理課〕 

(1) 教育の方法 

ア　ロールプレイング方式による図上訓練の実施 

イ　講習会、研修会の実施 

 

 

ウ　現地調査、視察等の実施 

エ　職員行動マニュアル等印刷物の配布

４　職員に対する防災教育〔防災・資産管理課〕 

(1) 教育の方法 

ア　ロールプレイング方式による図上訓練の実施 

イ　講習会、研修会の実施 

ウ　国等が実施する研修への派遣 

エ　防災士養成研修の受講 

オ　現地調査、視察等の実施 

カ　職員行動マニュアル等印刷物の配布

富山県地域
防災計画を
踏まえて修
正≪修正要
旨 1-16-③
≫ 

 

 ビルからの壁、看板、割れたガラスの落下に備え、ビルのそばから離

れる。 

丈夫なビルのそばであればビルの中に避難する。

 

車の運転中

後続の車が情報を聞いていないおそれがあることを考慮し、あわてて

スピードを落とすことはしない。 

ハザードランプを点灯する等して、まわりの車に注意を促したの

ち、急ブレーキは踏まずに、緩やかにスピードを落とす。大きな揺

れを感じたら、急ハンドル、急ブレーキを避ける等、できるだけ安

全な方法により道路の左側に停止させる。
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備 考
 (2) 教育内容 

 

 

ア　地震の特性や災害の基礎知識 

イ　過去の主な被害実例 

ウ　業務継続計画（ＢＣＰ）の理解と運用 

エ　各機関の防災体制 

オ　市の実施すべき災害時の応急対策等 

カ　災害時における各自の具体的役割と行動 

キ　非常参集の方法 

ク　情報収集の方法 

ケ　防災関係法令の運用 

コ　その他必要な事項

(2) 教育内容 

ア　各機関の防災体制と各自の任務分担と指揮命令系統 

イ　職員の安否確認の実施基準と非常参集の方法 

ウ　地震の特性や災害の基礎知識 

エ　過去の主な被害実例 

オ　業務継続計画（ＢＣＰ）の理解と運用 

カ　各機関の防災体制 

キ　市の実施すべき災害時の応急対策等 

ク　災害時における各自の具体的役割と行動 

ケ　非常参集の方法 

コ　情報収集の方法 

サ　防災関係法令の運用 

シ　その他必要な事項 

ス　各機関内又は関係機関との円滑な情報共有 

セ　事前の備え（執務室の整理整頓、災害対応資機材の保
管場所の確認等） 

ソ　他自治体等の防災体制や災害対応

富山県地域
防災計画を
踏まえて修
正≪修正要
旨 1-16-④
≫

 ５～１０（略） ５～１０（略）
 第２（略） 第２（略）
 第１７節　自主防災組織等の育成・強化 

１　自主防災組織の充実（資料編６－６、１４－１２参照）〔防
災・資産管理課　市民活躍・文化課〕 

(1)（略）

第１７節　自主防災組織等の育成・強化 

１　自主防災組織の充実（資料編６－６、１４－１２参照）〔防
災・資産管理課　市民活躍・文化課〕 

(1)（略）
 (2) 防災士の養成と自主防災組織の育成・強化 

災害時において重要な役割を担う自主防災組織の育成充実
を図るため、市は、県等と協力して、より一層きめこまやか
な指導・助言に努める。地域において、防災リーダーとなる
防災士の養成を推進するとともに、防災活動に必要な各種マ
ニュアルや自主防災組織研修用教材、自主防災組織防災訓練
テキスト配布、リーダー養成講習会の実施、防災講演会、市
政出前講座等の開催など教育訓練を受ける機会の提供に努め
る。

(2) 防災士の養成と自主防災組織の育成・強化 

災害時において重要な役割を担う自主防災組織や地域の防
災リーダーの育成充実を図るため、スキルアップ研修等を実
施する等、市は、県等と協力して、より一層きめこまやかな
指導・助言に努める。 

市は、防災の専門知識を備え、避難所運営への参画や地区
防災計画の策定を推進できる地域の防災リーダーとして、防
災士の養成を推進する。また、女性防災士の養成を推進する
ことで、女性の視点や経験を活かした防災活動の強化を図る。 
あわせて、防災活動に必要な各種マニュアルや自主防災組

織研修用教材、自主防災組織防災訓練テキスト配布、リーダ
ー養成講習会の実施、防災講演会、市政出前講座等の開催な

富山県地域
防災計画を
踏まえて修
正≪修正要
旨 1-17-①
≫
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備 考
 ど教育訓練を受ける機会や防災士同士が活動事例を共有する

機会、交流する機会の提供に努める。
 (3)～(4)（略） (3)～(4)（略）
 (5) 自主防災組織と地域の様々な団体との連携 

自主防災組織は、住民の防災意識を高め、自発的な参加を
促すだけでなく、更なる地域防災力の向上を図るため、地域
の消防団、学校、福祉団体、企業等の様々な団体との連携を
進める。更に、地域住民・団体等が連携し、地区防災計画の
策定に努める。市は、地区防災計画の策定を支援すると共に、
提案があった場合は、市防災会議において協議し、地域防災
計画に定めることができる。

(5) 自主防災組織と地域の様々な団体との連携 

自主防災組織は、住民の防災意識を高め、自発的な参加を
促すだけでなく、更なる地域防災力の向上を図るため、地域
の消防団、学校、福祉団体、企業等の様々な団体との連携を
進める。さらに、地域住民・団体等が連携し、地区防災計画
の策定に努める。市は、出前講座等を実施し、地区防災計画
策定のプロセスや立案の重要性等を示すとともに、計画作成
の手引きの活用や防災士をアドバイザーとして派遣する制度
等を活用し、計画策定を支援する。 

提案があった場合は、市防災会議において協議し、地域防
災計画に定めることができる。

災害対応検
証を踏まえ
修正≪修正
要旨 1-17-
②≫ 

 

用語の統一

 ２　自主防災組織の活動〔防災・資産管理課　市民活躍・文化
課　消防本部　消防団〕 

(1) 平常時の活動 

ア～イ（略）

２　自主防災組織の活動〔防災・資産管理課　市民活躍・文化
課　消防本部　消防団〕 

(1) 平時の活動 

ア～イ（略）

用語の統一

 ウ　防災訓練の実施 

(ｱ) 情報の収集・伝達訓練 

(ｲ) 初期消火訓練 

(ｳ) 避難訓練 

(ｴ) 救出・救援訓練 

(ｵ) 給食・給水訓練 

(ｶ) 緊急地震速報対応訓練

ウ　防災訓練の実施 

(ｱ) 情報の収集・伝達訓練 

(ｲ) 初期消火訓練 

(ｳ) 避難訓練 

(ｴ) 救出・救援訓練 

(ｵ) 給食・給水訓練 

(ｶ) 緊急地震速報対応訓練 

(ｷ) 安否確認訓練 

(ｸ) 避難所開設・運営訓練

富山県地域
防災計画を
踏まえて修
正≪修正要
旨 1-17-③
≫

 エ～オ（略） エ～オ（略）
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備 考
 (2)（略） (2)（略）
 ３～４（略） ３～４（略）
 第１８節　要配慮者の安全確保 

１　在宅の要配慮者対策〔福祉保健部　政策推進課　防災・資
産管理課〕 

(1) 要配慮者に対する意識啓発 

市は、要配慮者やその家族が、普段から災害に関する基礎
的な知識や災害発生時にとるべき行動等について理解や関心
を高めるため、国及び県の要配慮者に関するガイドラインを
踏まえた災害対策マニュアルを作成するなど、防災上必要な
知識の普及啓発に努める。

第１８節　要配慮者の安全確保 

１　在宅の要配慮者対策〔福祉保健部　こども家庭部　政策推
進課　防災・資産管理課〕 

(1) 要配慮者に対する意識啓発 

市は、要配慮者やその家族が、普段から災害に関する基礎
的な知識や災害発生時にとるべき行動等について理解や関心
を高めるため、国及び県の要配慮者に関するガイドラインを
踏まえた災害対策マニュアルを作成するなど、防災上必要な
知識の普及啓発に努める。また、要配慮者自身による自助対
策（家具の固定、備蓄品や持ち出し品の用意、近所との関係
づくりなど）を推奨するものとする。

富山県地域
防災計画を
踏まえて修
正≪修正要
旨 1-18-①
≫

 (2)～(3)（略） (2)～(3)（略）
 (4) 避難行動要支援者の支援体制の整備 

市は、射水市消防本部、射水警察署、射水市社会福祉協議
会、民生委員児童委員、地区社会福祉協議会、自治会及び町
内会、自主防災組織の避難支援等関係者に対し、避難行動要
支援者本人の同意を得た上で、あらかじめ避難行動要支援者
名簿を提供し、多様な主体の協力を得ながら、避難行動要支
援者に対する情報伝達体制の整備、避難支援・安否確認体制
の整備、避難訓練の実施等を一層図るものとする。また、避
難行動要支援者の実態に即した、避難所や避難路、避難手段
等、具体的な個別避難計画についても避難支援者と情報を共
有する。その際、名簿情報の漏洩の防止等必要な措置を講じ
るものとする。 

なお、個別避難計画が作成されている避難行動要支援者が
居住する地区において、地区防災計画を定める場合は、地域
全体での避難が円滑に行われるよう、個別避難計画で定めら
れた内容を前提とした避難支援の役割分担及び支援内容を整
理し、両計画の整合を図り、訓練等により、両計画の一体的
な運用を推進する。

(4) 避難行動要支援者の支援体制の整備 

市は、射水市消防本部、射水警察署、射水市社会福祉協議
会、民生委員児童委員、地区社会福祉協議会、自治会及び町
内会、自主防災組織の避難支援等関係者に対し、避難行動要
支援者本人の同意を得た上で、あらかじめ避難行動要支援者
名簿を提供し、多様な主体の協力を得ながら、避難行動要支
援者に対する情報伝達体制の整備、避難支援・安否確認体制
の整備、避難訓練の実施等を一層図るものとする。また、避
難行動要支援者の実態に即した、避難所や避難路、避難手段
等、具体的な個別避難計画についても避難支援者と情報を共
有する。その際、名簿情報の漏洩の防止等必要な措置を講ず
るものとする。 

なお、個別避難計画が作成されている避難行動要支援者が
居住する地区において、地区防災計画を定める場合は、地域
全体での避難が円滑に行われるよう、個別避難計画で定めら
れた内容を前提とした避難支援の役割分担及び支援内容を整
理し、両計画の整合を図り、訓練等により、両計画の一体的
な運用を推進する。 

市は、避難行動要支援者や避難支援等に携わる関係者に対
し、個別避難計画に沿った実践的な避難訓練を福祉施設等と
も連携して継続的に実施し、関係者との協働体制の構築に努

用語の統一 

 

富山県地域
防災計画、
災害対応検
証を踏まえ
て修正≪修
正要旨 1-
18-②≫
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備 考
 めるものとする。
 (5)（略） (5)（略）
 (6) 情報伝達、避難誘導体制の整備 

ア　地域ぐるみの協力のもと、要配慮者が迅速で安全に避
難するための、きめ細かな情報伝達、避難誘導体制の確
立を図る。

(6) 情報伝達、避難誘導体制の整備 

ア　地域ぐるみの協力のもと、要配慮者が迅速で安全に避
難するための、きめ細かな情報伝達体制の整備、避難行
動要支援者名簿及び個別避難計画の作成等により避難誘
導体制の確立を図る。

富山県地域
防災計画、
災害対応検
証を踏まえ
て修正≪修
正要旨 1-
18-②≫

 イ～エ（略） イ～エ（略）
 (7)～(10)（略） (7)～(10)（略）
 ２（略） ２（略）
 ３　外国人対策〔市民活躍・文化課〕 

(1) 防災知識の普及・啓発 

日本語が不自由な外国人のために、外国人対応のハザード
マップ・行動マニュアルの配布や、ホームページ等における
外国語による防災情報の提供など、日ごろから避難所等の周
知や防災知識の普及・啓発に努める。また、防災訓練の実施
に際しては、地域に住む外国人を含めた防災訓練等の実施に
努めるとともに、外国人住民の参加を呼び掛ける。

３　外国人対策〔市民活躍・文化課〕 

(1) 防災知識の普及・啓発 

日本語が不自由な外国人のために、外国人対応のハザード
マップ・行動マニュアルの配布や、ホームページ等における
外国語による防災情報の提供など、デジタル技術も活用して
日ごろから避難所等の周知や防災知識の普及・啓発に努める。
また、防災訓練の実施に際しては、地域に住む外国人を含め
た防災訓練等の実施に努めるとともに、外国人住民の参加を
呼び掛ける。

富山県地域
防災計画を
踏まえて修
正≪修正要
旨 1-11-①
≫ 

 (2)～(3)（略） (2)～(3)（略）
 ４（略） ４（略）
 第１９節　災害救援ボランティア受入体制の整備 

１～３（略）
第１９節　災害救援ボランティア受入体制の整備 

１～３（略）
 ４　災害救援ボランティアの受入体制の整備〔地域福祉課　社

会福祉協議会〕 

(1) 災害救援ボランティア関係団体との連携強化 

大規模災害発生時には、速やかな「市災害救援ボランティ
ア本部」の設置が求められている。このため、市社会福祉協
議会は、平常時から災害時におけるボランティアの円滑な受
入れなどについての諸問題の検討やボランティア関係団体等
との連携強化を図る。

４　災害救援ボランティアの受入体制の整備〔地域福祉課　社
会福祉協議会〕 

(1) 災害救援ボランティア関係団体との連携強化 

大規模災害発生時には、速やかな「市災害ボランティアセ
ンター」の設置が求められている。このため、市社会福祉協
議会は、平時から災害時におけるボランティアの円滑な受入
れ、被災者に対するボランティア活用の呼び掛け、メディア
を活用したボランティアについての情報発信などについて検
討するとともに、県内のボランティア関係機関・団体等の連
携強化を図る。

用語の統一 

 

富山県地域
防災計画を
踏まえて修
正≪修正要
旨 1-19-①
≫

 (2)～(3)（略） (2)～(3)（略）
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備 考
 第２０節（略） 第２０節（略）
 １～２（略） １～２（略）
 第２章　災害応急対策計画 

第１節　組織体制の確立 

大規模な地震・津波災害が発生し被害が拡大するおそれがあ
るときに、応急対策活動を迅速かつ的確に行うため、必要な職
員の動員・配備を行う。 

 

 

 

また、各機関は、市域に大規模な地震・津波災害が発生した
ときは、災害応急対策を迅速かつ強力に推進するため、法令及
び防災計画並びに当該機関の防災に関する計画の定めるとこ
ろによってその活動体制に万全を期する。 

この場合において、それぞれの防災関係機関は、その組織及
び機能の全てを挙げて災害応急対策活動に協力する。

第２章　災害応急対策計画 
第１節　組織体制の確立 

大規模な地震・津波災害が発生し被害が拡大するおそれがあ
るときに、応急対策活動を迅速かつ的確に行うため、必要な職
員の動員・配備を行う。 

体制の確立後は、指揮命令系統や各自・所属組織の発災後の
各段階における役割を確認するとともに、迅速かつ確実な災害
応急対応にあたるよう努める。 

また、各機関は、市域に大規模な地震・津波災害が発生した
ときは、災害応急対策を迅速かつ強力に推進するため、法令及
び防災計画並びに当該機関の防災に関する計画の定めるとこ
ろによってその活動体制に万全を期する。 

この場合において、それぞれの防災関係機関は、その組織及
び機能の全てを挙げて災害応急対策活動に協力する。

富山県地域
防災計画を
踏まえて修
正≪修正要
旨2-1-①≫

 １　動員配備〔全部局〕 

(1) 人員配備 

ア　消防部及び上下水道部を除く市職員 

１　動員配備〔全部局〕 

(1) 人員配備 

ア　消防部及び上下水道部を除く市職員 

災害対応検
証を踏まえ
修正≪修正
要旨2-1-②
≫ 

 

 (2)（略） (2)（略）

 種　別 配備基準 配備内容

 （略） （略） （略）

 第２次非常配備 (1) 震度５弱又は震度５強

の地震が発生したとき。 

(2) 津波警報が発表された

とき。  

 (3) 市長（本部長）が必要

と認めたとき。

事態の推移に伴い速やかに

第３次非常配備に切り替え

得る態勢で、係長以上の職

員及び所管部長が必要と認

めた上記以外の職員がこれ

に当たる（職員総数の３分

の１程度）。

 第３次非常配備 (1) 震度６弱以上の地震が

発生したとき。 

(2) 大津波警報が発表され

たとき。 

(3) 市長（本部長）が必要

と認めたとき。

災害対策に万全を期するた

め各部各班全員が当たる。

 種　別 配備基準 配備内容

 （略） （略） （略）

 第２次非常配備 (1) 震度５弱の地震が発生

したとき。 

(2) 津波警報が発表された

とき。  

(3) 市長（本部長）が必要

と認めたとき。

事態の推移に伴い速やかに

第３次非常配備に切り替え

得る態勢で、係長以上の職

員及び所管部長が必要と認

めた上記以外の職員がこれ

に当たる（職員総数の３分

の１程度）。

 第３次非常配備 (1) 震度５強以上の地震が

発生したとき。 

(2) 大津波警報が発表され

たとき。 

(3) 市長（本部長）が必要

と認めたとき。

災害対策に万全を期するた

め各部各班全員が当たる。
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備 考
 【参集の伝達方法及び参集場所】 【参集の伝達方法及び参集場所】 災害対応検

証を踏まえ
修正≪修正
要旨2-1-②
≫

 (3)～(4)（略） (3)～(4)（略）
 (5) 要員配備の調整 

ア　各部の要員配備の調整 

各部長は、部内各班の応急対策活動の実施状況を把握し、
応援が必要なときは、部内のその他の班に応援を指示する。
なおかつ要員が不足するときは、企画管理部動員班に要員
配備の調整を求める。企画管理部動員班は、要員配備の調
整を求められた場合、各部の連絡調整班と調整を行う。

(5) 要員配備の調整 

ア　各部の要員配備の調整 

各部長は、部内各班の応急対策活動の実施状況を把握し、
応援が必要なときは、部内のその他の班に応援を指示する。
なおかつ要員が不足するときは、企画管理部動員班に要員
配備の調整を求める。企画管理部動員班は、要員配備の調
整を求められた場合、各部の連絡調整班と調整を行う。 

また、甚大な被害が生じ、長期間の対応が想定される場

富山県地域
防災計画を
踏まえて修
正≪修正要
旨2-1-③≫

 
種別

参集基準 

（配備基準）
参集職員

参集伝達 

手段
参集場所

 （略） （略） （略） （略） （略）

 

第
２
次
非
常
配
備

(1) 震度５弱又は

震度５強の地震

が発生したと

き。 

(2)津波警報が発

表されたとき。 

(3) 市長（本部

長）が必要と認

めたとき。

第２次非常配備職員 

・市長 

・副市長 

・教育長 

・各部長 

・本部室要員

自動参集 

 

＜補完＞ 

市メール

配信サー

ビス、電

話

災害対策本部室 

（301会議室）

 第２次非常配備職員 

・都市整備部職員 

・上下水道部職員

各所属庁舎

 第２次非常配備職員 

・係長以上の職員及び

所管部長が必要と認め

た職員 

 

 

各所属庁舎

 

第
３
次
非
常
配
備

(1) 震度６弱以上

の地震が発生し

たとき。 

(2) 大津波警報が

発表されたと

き。 

(3) 市長（本部

長）が必要と認

めたとき。

災害対策本部関係者 

・本部長 

・副本部長 

・本部員 

・本部室要員

自動参集 

＜補完＞ 

市メール

配信サー

ビス、職

員参集メ

ール配信

災害対策本部室

（301会議室）

 避難所開設担当職員 各担当避難所

 第３次非常配備職員

（上記以外の全職員）

各所属庁舎 

所属出先機関

 
種別

参集基準 

（配備基準）
参集職員

参集伝達

手段
参集場所

 （略） （略） （略） （略） （略）

 

第
２
次
非
常
配
備

(1) 震度５弱の地

震が発生したと

き。 

(2)津波警報が発

表されたとき。 

(3) 市長（本部

長）が必要と認

めたとき。

第２次非常配備職員 

・市長 

・副市長 

・教育長 

・各部局長 

・本部室要員

自動参集 

 

＜補完＞ 

市メール

配信サー

ビス、電話

災害対策本部室 

（301会議室）

 第２次非常配備職員 

・都市整備部職員 

・上下水道部職員

各所属庁舎

 第２次非常配備職員 

・係長以上の職員及び

所管部長が必要と認め

た職員 

 

 

各所属庁舎

 

第
３
次
非
常
配
備

(1) 震度５強以上

の地震が発生し

たとき。 

(2) 大津波警報が

発表されたと

き。 

(3) 市長（本部

長）が必要と認

めたとき。

災害対策本部関係者 

・本部長 

・副本部長 

・本部員 

・本部室要員

自動参集 

＜補完＞ 

市メール

配信サー

ビス、職

員参集メ

ール配信

災害対策本部室

（301会議室）

 避難所開設担当職員 各担当避難所

 第３次非常配備職員 

（上記以外の全職員）

各所属庁舎 

所属出先機関



射水市地域防災計画　新旧対照表　第 2編

- 41 - 

現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備 考
 合は、あらかじめ交代要員として複数名を確保するよう努

める。
 イ（略） イ（略）
 ２（略） ２（略）
 ３　災害対策本部の設置〔市長　広報班　総務班〕 

(1) 設置基準 

３　災害対策本部の設置〔市長　広報班　本部班〕 

(1)設置基準 

組織体制を
更新 

 

災害対応検
証を踏まえ
修正≪修正
要旨2-1-②
≫

 ４（略） ４（略）
 第２節　地震・津波に関する情報の収集・伝達 

第１（略）
第２節　地震・津波に関する情報の収集・伝達 

第１（略）
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 災害対策本部の設置基準

 １　震度６弱以上の地震を観測したとき（自動設置）。 

２　地震（津波）による被害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、震

災応急対策のため必要があると認められるとき。

 災害対策本部の設置基準

 １　震度５強以上の地震を観測したとき（自動設置）。 

２　大津波警報が発表されたとき（自動設置）。 

３　地震（津波）による被害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、震

災応急対策のため必要があると認められるとき。
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備 考
 第２　地震に関する情報 

(1) 地震動の特別警報、警報及び予報の区分及び名称について 

第２　地震に関する情報 

(1) 地震動の特別警報、警報及び予報の区分及び名称について 

 

富山県地域
防災計画を
踏まえて修
正≪修正要
旨2-2-①≫ 

 

 (2) 地震情報の種類とその内容 (2) 地震情報の種類とその内容 富山県地域
防災計画を
踏まえて修
正≪修正要
旨2-2-①≫

 区　分 情報発表の名称 内　容

 

地震動特別警報

「緊急地震速報(警報)」又

は「緊急地震速報」

最大震度５弱以上または最大長

周期地震動階級３以上の揺れが

予想されたときに(※）、強い揺れ

が予想される地域に対し地震動

により重大な災害が起こるおそ

れのある旨を警告して発表する

もの。 

このうち、震度６弱以上または

長周期地震動階級４の揺れが予

想される場合を特別警報に位置

付ける。

 

地震動警報

 （略） （略） （略）

 区　分 情報発表の名称 内　容

 

地震動特別警報

「緊急地震速報(警報)」又

は「緊急地震速報」

最大震度５弱以上または最大長

周期地震動階級３以上の揺れが

予想されたときに(※）、震度4以

上が予想される地域に対し地震

動により重大な災害が起こるお

それのある旨を警告して発表す

るもの。 

このうち、震度６弱以上または

長周期地震動階級４の揺れが予

想される場合を特別警報に位置

付ける。

 

地震動警報

 （略） （略） （略）

 

震源・震度に関

する情報 

以下のいずれかを満たした

場合（注２） 

・震度３以上 

・津波警報・注意報発表又

は若干の海面変動が予想さ

れる場合 

・緊急地震速報（警報）を

発表した場合 

 

地震の発生場所（震源）やその

規模（マグニチュード）、震度３

以上の地域名と市町村毎の観測

した震度を発表 

震度５弱以上と考えられる地域

で、震度を入手していない地点

がある場合は、その市町村名を

発表 

 

 （略） （略） （略）

 

長周期地震動に

関する観測情報

・長周期地震動階級１以上 長周期地震動階級１以上を観測

した場合に観測点で観測した長

周期地震動階級などを発表する

情報で、地震発生から10分程度

で気象庁ホームページに掲載し

ます。

 
遠地地震に関す

る情報

国外で発生した地震について

以下のいずれかを満たした

場合等 

・マグニチュード７．０以上 

・都市部等、著しい被害が

地震の発生時刻、発生場所（震源）

やその規模（マグニチュード）を

概ね３０分以内に発表 

日本や国外への津波の影響に関

しても記述して発表

 

震源・震度に関

する情報 

以下のいずれかを満たした

場合 

・震度１以上 

・津波警報・注意報発表又

は若干の海面変動が予想

される時 

・緊急地震速報（警報）を

発表した時

地震の発生場所（震源）やその

規模（マグニチュード）、震度１

以上を観測した地点と観測した

震度を発表。それに加えて、震

度３以上を観測した地域名と市

町村毎の観測した震度を発表。 

震度５弱以上と考えられる地域

で、震度を入手していない地点

がある場合は、その市町村名・

地点名を発表

 （略） （略） （略）

 

長周期地震動に

関する観測情報

・震度１以上を観測した地

震のうち、長周期地震動

階級１以上を観測した場

合

地域ごとの震度の最大値・長周

期地震動階級の最大値のほか、

個別の観測点毎に、長周期地震

動階級や長周期地震動の周期別

階級等を発表。（地震発生から10

分後程度で1回発表）

 
遠地地震に関す

る情報

国外で発生した地震について

以下のいずれかを満たした

場合等（注１） 

・マグニチュード７．０以上 

・都市部等、著しい被害が

地震の発生時刻、発生場所（震源）

やその規模（マグニチュード）を

概ね３０分以内に発表 

日本や国外への津波の影響に関

しても記述して発表（注１）
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（注１）気象庁防災情報ＸＭＬフォーマット電文では、「震源・震度に関する情報」と

「各地の震度に関する情報」はまとめた形の一つの情報で発表している。 

（注2）気象庁ホームページでは「震源・震度に関する情報」及び「各地の震度に関す

る情報」について、どちらかの発表基準に達した場合に両方の情報を発表している。

（注１）国外で発生した大規模噴火を覚知した場合は、噴火発生から１時間半～２時間

程度で発表している。 

（削除） 

 ２～３（略） ２～３（略）
 第３　津波に関する情報 

１　情報の内容 

(1) 大津波警報・津波警報・津波注意報 

ア（略）

第３　津波に関する情報 

１　情報の内容 

(1) 大津波警報・津波警報・津波注意報 

ア（略）
 【津波警報等の種類と発表される津波の高さ（注）等】 【津波警報等の種類と発表される津波の高さ（注）等】 富山県地域

防災計画を
踏まえて修
正≪修正要
旨2-2-②≫

 発生する可能性がある地

域で規模の大きな地震を

観測した場合

 （略） （略） （略）

 発生する可能性がある地

域で規模の大きな地震を

観測した場合

 （略） （略） （略）

 
津波警報

等の種類
発表基準

津波の高さ予想

の区分

発表される津波の高さ

想定される被害と 
取るべき行動

 数値での発表

（津波の高さの

予想の区分）

巨大地震の

場合の発表

 大津波 
警報

予想される

津波の最大

波の高さが

高いところ

で３ｍを超

える場合

10ｍ＜予想され

る津波の最大波

の高さ

10ｍ超 巨大 木造家屋が全壊・流失し、

人は津波による流れに巻

き込まれる。沿岸部や川沿

いにいる人は、ただちに高

台や津波避難ビルなど安

全な場所へ避難する。警報

が解除されるまで安全な

場所から離れない。

 ５ｍ＜予想され

る津波の最大波

の高さ≦10ｍ

10ｍ

 ３ｍ＜予想され

る津波の最大波

の高さ≦５ｍ

５ｍ

 津波警報 予想される

津波の最大

波の高さが

高いところ

で１ｍを超

え、３ｍ以

下の場合

１ｍ＜予想され

る津波の最大波

の高さ≦３ｍ

３ｍ 高い 標高の低いところでは津

波が襲い、浸水被害が発生

する。人は津波による流れ

に巻き込まれる。沿岸部や

川沿いにいる人はただち

に高台や避難ビルなど安

全な場所へ避難する。警報

が解除されるまで安全な

場所から離れない。

 
津波警報

等の種類
発表基準

発表される津波の高さ

想定される被害と 
取るべき行動

 数値での発表（津波の高さ

の予想の区分）

巨大地震の

場合の発表

 大津波 
警報

予想される津波の

最大波の高さが高

いところで３ｍを

超える場合

10ｍ超 
（10ｍ＜予想される津波の

最大波の高さ）

巨大 巨大な津波が襲い木造家

屋が全壊・流失し、人は

津波による流れに巻き込

まれる。沿岸部や川沿い

にいる人は、ただちに高

台や避難ビルなど安全な

場所から離れない。

 10ｍ 
（５ｍ＜予想される津波の

最大波の高さ≦10ｍ）

 ５ｍ 
（３ｍ＜予想される津波の

最大波の高さ≦５ｍ）

 津波警報 予想される津波の

最大波の高さが高

いところで１ｍを

超え、３ｍ以下の

場合

３ｍ 
（１ｍ≦予想される津波の

最大波の高さ≦３ｍ）

高い 標高の低いところでは津

波が襲い、浸水被害が発

生する。人は津波による

流れに巻き込まれる。 
沿岸部や川沿いにいる人

はただちに高台や避難ビ

ルなど安全な場所へ避難

する。

 津波 
注意報

予想される津波の

最大波の高さが高

いところで0.2ｍ

以上、１ｍ以下の

場合であって、津

波による災害のお

１ｍ 
（0.2ｍ≦予想される津

波の最大波の高さ≦１

ｍ）

（表記な

し）

海の中では人は速い流れ

に巻き込まれ、また、養

殖いかだが流失し、小型

船舶が転覆する。海の中

にいる人はただちに海か

ら上がって、海岸から離
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 イ　津波警報等の留意事項等  
・沿岸に近い海域で大きな地震が発生した場合、津波警報
等の発表が津波の襲来に間に合わない場合がある。  

・津波警報等は、精査した地震の規模や実際に観測した津
波の高さをもとに、更新する場合もある。  

・津波による災害のおそれがなくなったと認められる場
合、津波警報等の解除を行う。このうち、津波の観測状
況等により、津波が更に高くなる可能性は小さいと判断 
した場合には、津波の高さが津波注意報の発表基準未満
となる前に、海面変動が継続することや留意事項を付し
て解除を行う場合がある。

イ　津波警報等の留意事項等  
・沿岸に近い海域で大きな地震が発生した場合、津波警報
等の発表が津波の襲来に間に合わない場合がある。  

・津波警報等は、精査した地震の規模や実際に観測した津
波の高さをもとに、更新する場合もある。  

・津波による災害のおそれがなくなったと認められる場
合、津波警報等の解除を行う。このうち、津波の観測状
況等により、津波がさらに高くなる可能性は小さいと判
断 した場合には、津波の高さが津波注意報の発表基準
未満となる前に、海面変動が継続することや留意事項を
付して解除を行う場合がある。 

・どのような津波であれ、危険な地域からの一刻も早い避
難が必要であることから、市は、高齢者等避難は発令せ
ず、基本的には避難指示のみを発令する。また、緊急安
全確保は基本的には発令しない。 

・大津波警報、津波警報、津波注意報により、避難の対象
とする地域が異なる。

用語の統一 

 

富山県地域
防災計画を
踏まえて修
正≪修正要
旨2-2-②≫

 (2) 津波情報 

ア津波情報の発表等  
【津波情報の種類と発表内容】 

(2) 津波情報 

ア津波情報の発表等  
【津波情報の種類と発表内容】 

富山県地域
防災計画を
踏まえて修
正≪修正要
旨2-2-②≫ 

 

 

 津波注意

報

予想される

津波の最大

波の高さが

高いところ

で 0.2ｍ以

上、１ｍ以

下の場合で

あって、津

波による災

害のおそれ

がある場合

0.2ｍ≦予想さ

れる津波の最大

波の高さ≦１ｍ

１ｍ （ 表 記 な

し）

海の中では人は速い流れ

に巻き込まれ、また、養殖

いかだが流失し、小型船舶

が転覆する。海の中にいる

人はただちに海から上が

って、海岸から離れる。海

水浴や磯釣りは危険なの

で行わない。 
注意報が解除されるまで

海に入ったり海岸に近付

いたりしない。

 それがある場合 れる。

 発表基準 内容

 
津
波
情
報

津波到達予想時刻・予想される津波の高

さに関する情報 

（注１)

各津波予報区の津波の到達予想時

刻（注２)や予想される津波の高さ

（発表内容は津波警報・注意報の

種類の表に記載）を発表

 発表基準 内容

 
津
波
情
報

津波到達予想時刻・予想される津波の高

さに関する情報 
各津波予報区の津波の到達予想時

刻（注1)や予想される津波の高さ

（発表内容は津波警報・注意報の

種類の表に記載）を発表
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（注１）「津波到達予想時刻・予想される津波の高さに関する情
報」は、ＸＭＬ電文では「津波警報・注意報・予報」（VTSE41）
に含まれる。 

（注２）この情報で発表される到達予想時刻は、各津波予報区
でもっとも早く津波が到達する時刻である。場所によっては、
この時刻よりも１時間以上遅れて津波が襲ってくることもあ
る。

（注1）この情報で発表される到達予想時刻は、各津波予報区で
もっとも早く津波が到達する時刻である。場所によっては、こ
の時刻よりも１時間以上遅れて津波が襲ってくることもある。 

気象庁防災情報ＸＭＬフォーマット電文及び気象庁ホームペー
ジでは、「津波到達予想時刻・予想される津波の高さに関する
情報」は「津波警報・注意報・予報」にまとめた形で発表され
る。

 イ（略） イ（略）
 【沿岸で観測された津波の最大波の発表内容】 【沿岸で観測された津波の最大波の発表内容】 富山県地域

防災計画を
踏まえて修
正≪修正要
旨2-2-②≫ 

 

 

 

 (3) 津波予報 

気象庁は、地震発生後、津波による災害が起こるおそれがな
い場合には、以下の内容を津波予報で発表する。 

 

 

 

(3) 津波予報 

気象庁は、地震発生後、津波による災害が起こるおそれが
ない場合には、以下の内容を津波予報で発表する。（津波が
予想されないときは、津波の心配なしの旨を地震情報に含め
て発表する。） 

 

（注）気象庁防災情報ＸＭＬフォーマット電文では、「津波予報」

富山県地域
防災計画を
踏まえて修
正≪修正要
旨2-2-②≫

 （略） （略）  （略） （略）

 
警報・注意報の発表状況

観測された津波

の高さ
内容

 
大津波警報

1ｍ超 数値で発表

 1ｍ以下 「観測中」と発表

 
津波警報

0.2ｍ以上 数値で発表

 0.2ｍ未満 「観測中」と発表

 
津波注意報 （全ての場合）

数値で発表（津波の高さがごく小さ

い場合は「微弱」と表現）

 
警報・注意報の発表状況

観測された津波

の高さ
内容

 
大津波警報を発表中

1ｍ超 数値で発表

 1ｍ以下 「観測中」と発表

 
津波警報を発表中

0.2ｍ以上 数値で発表

 0.2ｍ未満 「観測中」と発表

 
津波注意報を発表中 （全ての場合）

数値で発表（津波の高さがごく小さ

い場合は「微弱」と表現）

 発表基準 内容

 

津
波
予
報

津波が予想されないとき 

（地震情報に含めて発表）

津波の心配なしの旨を発表

 0.2m未満の海面変動が予想された

とき（津波に関するその他の情報に

含めて発表）

高いところでも0.2m未満の海面変動

のため被害の心配はなく、特段の防災

対応の必要がない旨を発表

 津波注意報等の解除後も海面変動が

継続するとき（津波に関するその他

の情報に含めて発表）

津波に伴う海面変動が観測されてお

り、今後も継続する可能性が高いた

め、海に入っての作業や釣り、海水浴

などに際しては十分な留意が必要であ

る旨を発表

 発表される場合 内容

 

津
波
予
報

0.2m未満の海面変動が予想されたと

き

高いところでも0.2m未満の海面変動の

ため被害の心配はなく、特段の防災対

応の必要がない旨を発表

 津波注意報等の解除後も海面変動が 

継続するとき

津波に伴う海面変動が観測されてお

り、今後も継続する可能性が高いため、

海に入っての作業や釣り、海水浴など

に際しては十分な留意が必要である旨

を発表
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 は「津波警報・注意報・予報」としてまとめた形で発表される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4)（略） (4)（略） 
 ２～３（略） ２～３（略）
 第３節　被害情報の収集・伝達・共有 

１（略）
第３節　被害情報の収集・伝達・共有 

１（略）
 (1)（略） (1)（略）
 (2) 被害状況の収集手段 

総括的な情報も含め、多くの被害情報を収集し、災害規模
を早期に把握することは、災害応急対策を効果的に実施する
上で不可欠であり、次の方法のほか、可能な限り多様な方法
により情報収集に努める。 

ア　富山県総合防災情報システムや消防本部から情報収集
する。 

イ　参集職員から自宅周辺や参集途上で得た被害情報を収
集する。 

ウ　住民からの通報により情報を収集する。 

エ　避難所、二次災害等の危険箇所へ職員を派遣し情報を
収集する。 

オ　ライフライン、公共交通関係機関、報道機関等から情
報を収集する。 

(2) 被害状況の収集手段 

総括的な情報も含め、多くの被害情報を収集し、災害規模
を早期に把握することは、災害応急対策を効果的に実施する
上で不可欠であり、次の方法のほか、可能な限り多様な方法
により情報収集に努める。 

ア　富山県総合防災情報システムや消防本部から情報収集
する。 

イ　参集職員から自宅周辺や参集途上で得た被害情報を収
集する。 

ウ　住民からの通報により情報を収集する。 

エ　避難所、二次災害等の危険箇所へ職員を派遣し情報を
収集する。 

オ　ライフライン、公共交通関係機関、報道機関等から情
報を収集する。 

富山県地域
防災計画、
防災基本計
画を踏まえ
て修正≪修
正要旨2-3-
①≫
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 カ　県消防防災ヘリコプター、自衛隊、海上保安部、国土

交通省等の航空機の上空からの目視、県消防防災ヘリコ
プター、県警ヘリコプター及び国土交通省ヘリコプター
のヘリコプターテレビ電送システムにより情報収集す
る。

カ　県消防防災ヘリコプター、自衛隊、海上保安部、国土
交通省等の航空機の上空からの目視、県消防防災ヘリコ
プター、県警ヘリコプター及び国土交通省ヘリコプター
のヘリコプターテレビ電送システムにより情報収集す
る。 

キ　新総合防災情報システム（ＳＯＢＯ－ＷＥＢ）等を活
用して、関係行政機関、関係地方公共団体、関係公共機
関、登録被災者援護協力団体等から、情報を収集する。

 (3)～(4)（略） (3)～(4)（略）
 (5) 被害情報等の伝達手段 

市及び防災関係機関は、次の手段により被害情報等を伝達
する。 

ア　電話、ＦＡＸ、富山県総合防災情報システム等 

 

イ　有線が途絶したきは、高度情報通信ネットワーク、消
防無線、警察無線等他機関の無線通信施設等を利用する。 

ウ　全ての通信施設が不通のときは、通信可能な地域まで
職員を派遣するなど、あらゆる手段を尽くして情報を伝
達するよう努める。 

エ　被害情報の迅速かつ正確な把握には、映像による把握
が特に有効である。このためヘリコプターテレビ電送シ
ステムや高所監視カメラ画像伝送システム等による映像
伝送のほか、衛生通信用移動車等による映像伝送につい
ても有効に活用する。 

オ　市アマチュア無線協力会に情報収集を依頼し、インタ
ーネット等についても有効に活用する。

(5) 被害情報等の伝達手段 

市及び防災関係機関は、次の手段により被害情報等を伝達
する。 

ア　電話、ＦＡＸ、内閣府の新総合防災情報システム（Ｓ
ＯＢＯ－ＷＥＢ）、富山県総合防災情報システム等 

イ　有線が途絶したきは、高度情報通信ネットワーク、消
防無線、警察無線等他機関の無線通信施設等を利用する。 

ウ　全ての通信施設が不通のときは、通信可能な地域まで
職員を派遣するなど、あらゆる手段を尽くして情報を伝
達するよう努める。 

エ　被害情報の迅速かつ正確な把握には、映像による把握
が特に有効である。このためヘリコプターテレビ電送シ
ステムや高所監視カメラ画像伝送システム等による映像
伝送のほか、衛生通信用移動車等による映像伝送につい
ても有効に活用する。 

オ　市アマチュア無線協力会に情報収集を依頼し、インタ
ーネット等についても有効に活用する。

富山県地域
防災計画、
防災基本計
画を踏まえ
て修正≪修
正要旨2-3-
①≫

 (6)（略） (6)（略）
 (7) 被害情報の報告（様式１～３参照） 

ア　災害即報 

財務管理部総務班及び消防部は、市域内に被害が発生し
た場合、人的被害の状況、建築物の被害の状況及び水害、
土砂災害等の発生状況等の情報を収集し、被害規模の把握
に努める。被害が大規模であると認められる場合は、被害
規模及び総括的な被害情報を県災害対策本部（防災・危機
管理課）に報告するとともに、１１９番の通報の殺到状況

(7) 被害情報の報告（様式１～３参照） 

ア　災害即報 

財務管理部本部班及び消防部は、市域内に被害が発生し
た場合、人的被害の状況、建築物の被害の状況及び水害、
土砂災害等の発生状況等の情報を収集し、被害規模の把握
に努めるとともに、デジタル技術の活用により、関係機関
に最新の情報を円滑に共有する。被害が大規模であると認
められる場合は、被害規模及び総括的な被害情報を県災害

組織体制を
更新 

 

富山県地域
防災計画を
踏まえて修
正≪修正要
旨2-3-②≫ 
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備 考
 についても、併せて国（総務省消防庁経由）及び県災害対

策本部（防災・危機管理課）に通報する。 

 

 

また、被害状況、市災害対策本部の設置・解散状況、応急
対策の活動状況について、随時、県災害対策本部（防災・危
機管理課及び防災担当課）に報告する。 

なお、県が被災し報告できない場合は、国（総務省消防
庁経由）に直接報告する。

対策本部（防災・危機管理課）に報告するとともに、１１９
番の通報の殺到状況についても、あわせて国（総務省消防
庁経由）及び県災害対策本部（防災・危機管理課）に通報す
る。 

また、被害状況、市災害対策本部の設置・解散状況、応急
対策の活動状況について、随時、県災害対策本部（防災・危
機管理課及び防災担当課）に報告する。 

なお、県が被災し報告できない場合は、国（総務省消防庁
経由）に直接報告する。

 

 イ（略） イ（略）
 ２～３（略） ２～３（略）
 第４節（略） 第４節（略）
 第５節　応援要請 

１～６（略）
第５節　応援要請 

１～６（略）
 ７　応援の受入れ〔動員班〕 

(1)～(4)（略）
７　応援の受入れ〔動員班〕 

(1)～(4)（略）
 (5) 経費の負担 

応援に要した費用は、原則として、市で負担する。
(5) 経費の負担 

応援に要した費用は、協定等の定めがある場合を除き、原
則として、市で負担する。

富山県地域
防災計画を
踏まえて修
正

 ８～１１（略） ８～１１（略）
 第６節～８節（略） 第６節～８節（略）
 第９節　要配慮者の安全確保 

１　在宅の要配慮者の安全確保〔災害救助班　避難支援者〕 

(1) 要配慮者の安全確保 

ア～イ（略）

第９節　要配慮者の安全確保 
１　在宅の要配慮者の安全確保〔災害救助班　避難支援者〕 

(1) 要配慮者の安全確保 

ア～イ（略）
 ウ　自主防災組織等は、災害発生時に、家族や近隣住民、

消防団等と連携し、在宅の安否確認や避難誘導、救助活
動等に努める。

ウ　自主防災組織等は、災害発生時に、家族や近隣住民、
消防団、防災士等と連携し、在宅の安否確認や避難誘導、
救助活動等に努める。

富山県地域
防災計画を
踏まえて修
正≪修正要
旨2-9-①≫

 (2) 避難行動要支援者の安全確保 

ウ　市は、自主防災組織、消防団等の協力を得ながら、震
度５弱以上の地震を観測したときは安否確認を行うと共
に居宅にとり残された避難行動要支援者の発見に努め、

(2) 避難行動要支援者の安全確保 

ウ　市は、自主防災組織や防災士、消防団等の協力を得な
がら、震度５弱以上の地震を観測したときは安否確認を
行うと共に居宅にとり残された避難行動要支援者の発見

富山県地域
防災計画を
踏まえて修
正≪修正要
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備 考
 発見した場合には、必要に応じ避難所への誘導を行う。 に努め、発見した場合には、必要に応じ避難所への誘導

を行う。
旨2-9-①≫

 (3)（略） (3)（略）
 ２　社会福祉施設等における入所者の安全確保〔災害救助班〕 

（略）
２　社会福祉施設等における入所者の安全確保〔災害救助班〕 
（略）

 ３　外国人の支援対策〔避難所班〕 

(1) 外国人の救護 

市は、地域の自治会・町内会、自主防災組織及びボランテ
ィアの協力を得ながら、外国人住民の安否確認や避難誘導、
救助活動に努める。  
県は必要に応じ、被災していない県内市町村及び隣接県等

に対して、関係職員等の派遣を要請する。

３　外国人の支援対策〔避難所班〕 

(1) 外国人の救護 

市は、地域の自治会・町内会、自主防災組織及びボランテ
ィアや地域のキーパーソン等の協力を得ながら、外国人住民
の安否確認や避難誘導、救助活動に努める。  
県は必要に応じ、被災していない県内市町村及び隣接県等

に対して、関係職員等の派遣を要請する。

富山県地域
防災計画を
踏まえて修
正≪修正要
旨2-9-②≫

 (2) 外国人への生活支援 

ア　外国人への情報提供 

市及び県は、報道機関の協力のもとに、被災した外国人
に対して生活必需品や利用可能な施設及びサービスに関す
る情報の提供を行う。

(2) 外国人への生活支援 

ア　外国人への情報提供 

市及び県は、報道機関、特定技能所属機関及び地域のキ
ーパーソン等の協力のもとに、被災した外国人に対して生
活必需品や利用可能な施設及びサービスに関する情報の提
供を行う。

富山県地域
防災計画を
踏まえて修
正≪修正要
旨2-9-②≫

 イ　避難所における相談体制の整備 

市は、避難所において、被災した外国人の生活に必要な
物資や通訳等のニーズを把握するため、ボランティア等の
協力を得ながら、相談体制を整備する。

イ　避難所における相談体制の整備 

市は、避難所において、被災した外国人の生活に必要な
物資や通訳等のニーズを把握するため、ボランティア、富
山県災害多言語支援センター及び特定技能所属機関等の協
力を得ながら、相談体制を整備する。また、携帯型翻訳機・
アプリ等の活用を推進する。

富山県地域
防災計画を
踏まえて修
正≪修正要
旨2-9-③≫

 第１０節（略） 第１０節（略）
 第１１節　避難所の開設・運営 

１（略）
第１１節　避難所の開設・運営 

１（略）
 ２　避難所の運営主体〔避難所開設担当職員　各施設管理者　

住民〕 

避難所は、避難所開設担当職員、施設管理者、避難者（住民）
の三者が協力して開設・運営する。ただし、震災などの大規模
かつ突発的な災害時には、住民だけでなく市職員及び施設管理
者も被災者となり、市による避難所開設が間に合わない状況も
予想されるため、避難者による自主的な避難所運営が必要とな
る。この場合、避難者が避難所運営の主体となり、市及び施設

２　避難所の運営主体〔避難所開設担当職員　各施設管理者　
住民〕 

避難所は、避難所開設担当職員、施設管理者、避難者（住民）
の三者が協力して開設・運営する。ただし、震災などの大規模
かつ突発的な災害時には、住民だけでなく市職員及び施設管理
者も被災者となり、市による避難所開設が間に合わない状況も
予想されるため、避難者による自主的な避難所運営が必要とな
る。この場合、避難者が避難所運営の主体となり、市及び施設

災害対応検
証を踏まえ
て修正≪修
正要旨 2-
11-①≫
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備 考
 管理者は、後方支援を行う。 管理者は、後方支援を行う。そのため、避難所ごとに施設の特

性に合わせた利用区分等について、事前に定めることとする。 

また、避難者が避難所開設担当職員や施設管理者より避難所
へ早く到着した場合でも、自ら解錠ができるよう、地震解錠ボ
ックスや避難所初動運営キットを設置する。運用方法について
は、「避難所開設・運営マニュアル」等に追記し、訓練を継続
して実施することで、手順等の習熟を図る。なお、避難所初動
運営キットには施設の利用区分等を同梱することで、開設当初
から避難者同士で確認・共有ができるようにし、円滑な避難所
運営を図る。

 (1)（略） (1)（略）
 ３（略） ３（略）
 ４　避難所の管理運営〔避難所開設担当職員　各施設管理者　

住民　避難所班　住民衛生班　災害救助班〕 

避難所の運営責任者は、「避難所開設・運営マニュアル」を
活用し、避難所開設担当職員、施設管理者、自治会・町内会、
自主防災組織、ボランティア等の協力を得て、避難所の管理運
営に当たる。

４　避難所の管理運営〔避難所開設担当職員　各施設管理者　
住民　避難所班　衛生班　災害救助班〕 

避難所の運営責任者は、「避難所開設・運営マニュアル」を
活用し、避難所開設担当職員、施設管理者、自治会・町内会、
自主防災組織、ボランティア、防災士等の協力を得て、避難所
の管理運営に当たる。また、施設の運営管理の効率化・改善の
観点から、デジタル技術を積極的に活用する。

組織体制を
更新 

 

富山県地域
防災計画、
災害対応検
証を踏まえ
て修正≪修
正要旨 1-
11-④≫

 (1)（略） (1)（略）
 (2) 避難所の運営 

運営責任者は、避難所における秩序の維持、情報の伝達、
食料、水、清掃等について、自治会・町内会、自主防災組織、
ボランティア等の協力を得て実施する。役割分担の決定に際
しては、被災者に過度の負担がかからないよう留意する。 

 

 

 

 

 

管理責任者は、避難所における生活環境に注意を払い、生
活指導の実施や要配慮者、女性への配慮、エコノミークラス

(2) 避難所の運営 

運営責任者は、避難所における秩序の維持、情報の伝達、
食料、水、清掃等について、自治会・町内会、自主防災組織、
防災士、ボランティア等、避難生活支援に関する知見やノウ
ハウを有する地域の人材の協力を得て実施する。特に、三者
（避難者、施設管理者、市職員）の協力体制については、具
体的に役割分担等を決定し、実践的な訓練を継続して実施す
ることで、マニュアルの改善を適宜行いつつ、開設（解錠）
手順等の習熟を図る。なお、役割分担の決定に際しては、被
災者に過度の負担がかからないよう留意する。 

管理責任者は、避難所における生活環境に注意を払い、生
活指導の実施や要配慮者、女性への配慮、エコノミークラス

富山県地域
防災計画、
災害対応検
証を踏まえ
て修正≪修
正要旨 2-
11-②≫
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備 考
 症候群への注意呼び掛けを行うなど、常に良好な環境を維持

するよう努める。 

また、避難の長期化等必要に応じて、プライバシーの確保
の状況、入浴施設設置の有無及び利用頻度、洗濯等の頻度、
医師や看護師等による巡回の頻度、インフルエンザ等集団感
染の予防、暑さ・寒さ対策の必要性、ごみ処理の状況など、
避難者の健康状態や避難所の衛生状態の把握に努め、必要な
措置を講ずる。

症候群への注意呼び掛けを行うなど、常に良好な環境を維持
するよう努める。 

また、避難の長期化等必要に応じて、プライバシーの確保
の状況、入浴施設設置の有無及び利用頻度、洗濯等の頻度、
医師や看護師等による巡回の頻度、インフルエンザ等集団感
染の予防、暑さ・寒さ対策の必要性、ごみ処理の状況など、
避難者の健康状態や避難所の衛生状態の把握に努め、必要な
措置を講ずる。

 (3) 女性や子育て家庭に配慮した避難所運営 

市は、避難所の運営における女性の参画を推進するととも
に、男女のニーズの違い等男女双方及び性的少数者の視点等
に配慮する。特に、男女別トイレ、女性専用の物干し場、更
衣室、授乳室の設置や生理用品、女性用下着の女性による配
布、避難所における安全性の確保など、女性や子育て家庭の
ニーズに配慮した避難所の運営に努める。

(3) 女性や子育て家庭に配慮した避難所運営 

市は、避難所の運営における女性の参画を推進するととも
に、男女のニーズの違い等男女双方及び性的少数者の視点等
に配慮する。特に、男女別トイレ、女性専用の物干し場、更
衣室、授乳室の設置や生理用品、女性用下着の女性による配
布、女性のプライバシーや子育て家庭のニーズに配慮した専
用スペースの確保、動線配置等について地域の事情に応じて
事前に決めておくなど、円滑な避難所運営に努める。

災害対応検
証を踏まえ
て修正≪修
正要旨 2-
11-③≫

 (4)～(6)（略） (4)～(6)（略）
 (7) 家庭動物等の保護 

飼い主の分からない負傷又は逸走状態の家庭動物について
は、市民生活部住民衛生班、福祉保健部災害救助班が避難所
の隣接地にその動物の収容所を設置する等、できる限り避難
所での収容を可能とするよう努める。市は、必要に応じ、指
定避難所における家庭動物のための避難スペースの確保等に
努めるとともに、獣医師会や動物取扱業者等から必要な支援
が受けられるよう、連携に努める。また、市は、動物の収容
所を設置する際に、県の適正な飼養の指導のもと動物愛護ボ
ランティア団体等と協力し、動物の愛護及び環境衛生の維持
に努める。

(7) 家庭動物等の保護・受け入れ 

飼い主の分からない負傷又は逸走状態の家庭動物について
は、市民生活部衛生班、福祉保健部災害救助班が避難所の隣
接地にその動物の収容所を設置する等、できる限り避難所で
の収容を可能とするよう努める。市は、必要に応じ、ペット
同行避難が可能なスペースを調査し、指定避難所における家
庭動物のための避難スペースの確保等に努め、ペット同行避
難者への対応について、避難所開設・運営マニュアルに沿っ
て適切な運用が実施させるよう、避難訓練等を通じて習熟を
図る。 

あわせて、獣医師会や動物取扱業者等から必要な支援が受
けられるよう、連携に努める。また、市は、動物の収容所を
設置する際に、県の適正な飼養の指導のもと動物愛護ボラン
ティア団体等と協力し、動物の愛護及び環境衛生の維持に努
める。

富山県地域
防災計画、
災害対応検
証を踏まえ
て修正≪修
正要旨 2-
11-④≫ 

 

組織体制を
更新

 (8) 避難所の早期解消 

避難所での生活が長期化して来ると、被災者の健康状態や
栄養状態が悪化するなどの悪影響があるため、被災者の生活

(8) 避難所の早期解消 

避難所での生活が長期化して来ると、被災者の健康状態や
栄養状態が悪化するなどの悪影響があるため、被災者の生活

富山県地域
防災計画を
踏まえて修
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備 考
 環境を早期に整えることが重要である。また、避難所として

利用している学校等を再開するため、できる限り早期に避難
所を解消できるよう努める。 

このため、応急仮設住宅の迅速な提供、公営住宅等利用可
能な既存住宅のあっせん等により避難所の早期解消に努め
る。また、災害の規模、被災者の避難及び収容状況、避難の
長期化等に鑑み、必要に応じて、旅館やホテル等への移動を
避難者に促す。

環境を早期に整えることが重要である。また、避難所として
利用している学校等を再開するため、できる限り早期に避難
所を解消できるよう努める。 

このため、応急仮設住宅の迅速な提供、公営住宅等利用可
能な既存住宅のあっせん等により避難所の早期解消に努め
る。また、災害の規模、被災者の避難及び収容状況、避難の
長期化等に鑑み、必要に応じて、旅館やホテル等への移動を
避難者に促す。 

市は、上記の対応や発災後の状況に応じて、避難所の撤収
を判断し、避難者に周知するものとする。

正≪修正要
旨 2-11-⑤
≫

 (9)（略） (9)（略）
 ５～８（略） ５～８（略）
 第１２節（略） 第１２節（略）
 第１３節　救助・救急及び医療救護 

第１（略）
第１３節　救助・救急及び医療救護 

第１（略）
 第２　救急活動 

１～３（略）
第２　救急活動 

１～３（略）
 ４　医療機関との連携〔消防部　救護班〕 

(1)（略）
４　医療機関との連携〔消防部　救護班〕 

(1)（略）
 (2) 消防部は、救急医療情報システムを活用して災害時後方

医療機関の被災状況や重傷者の受入状況を確認し、迅速か
つ的確に負傷者の搬送を行う。

(2) 消防部は、救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）を活用し
て災害時後方医療機関の被災状況や重傷者の受入状況を確
認し、迅速かつ的確に負傷者の搬送を行う。あわせて、県
は、医療機関等に対し、広域災害・救急医療情報システム
（ＥＭＩＳ）への情報入力を定期的に呼び掛ける。

富山県地域
防災計画を
踏まえて修
正≪修正要
旨1-9-①≫

 ５（略） ５（略）
 第３（略） 第３（略）
 第４　医療救護活動 

１　救護部救護班の派遣及び医療救護所の設置・運営〔救護班　
健康班〕 

(1)～(2)（略）

第４　医療救護活動 
１　救護部救護班の派遣及び医療救護所の設置・運営〔救護班　
健康班〕 

(1)～(2)（略）
 (3) 他医療救護班の要請 

ア（略）
(3) 他医療救護班の要請 

ア（略）
 イ　災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の要請 

 

イ　災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）、災害支援ナース等
の要請 

富山県地域
防災計画を
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備 考
 市は、大規模災害時において、市域内の医療体制では多

数の傷病者に対応できない場合は、必要に応じて、県に対
し災害派遣医療チームの派遣要請を依頼する。 

 

※災害派遣医療チーム（Disaster Medical Assistance 
Team．略称「ＤＭＡＴ(ディーマット)」）:災害の急性
期（４８時間以内）に可及的早期に救出・救助部門と合
同し、活動できるトレーニングを受け、機動性を持つ医
療チーム

市は、大規模災害時において、市域内の医療体制では多
数の傷病者に対応できない場合は、必要に応じて、県に対
し災害派遣医療チーム、災害支援ナース等の派遣要請を依
頼する。 

※災害派遣医療チーム（Disaster Medical Assistance 
Team．略称「ＤＭＡＴ(ディーマット)」）:災害の急性
期（４８時間以内）に可及的早期に救出・救助部門と合
同し、活動できるトレーニングを受け、機動性を持つ医
療チーム 

※災害支援ナース:災害発生時における看護ニーズに迅速
に対応できるよう、日本看護協会及び都道府県看護協会
において養成されたナース。

踏まえて修
正≪修正要
旨 2-13-①
≫

 ウ（略） ウ（略）
 （新設） エ　その他の機関への要請 

市は、県と連携のうえ災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）
による活動と並行して、また、災害派遣医療チーム（ＤＭ
ＡＴ）活動の終了以降、日本災害歯科支援チーム（ＪＤＡ
Ｔ）、日本薬剤師会、日本看護協会、日本災害リハビリテー
ション支援協会（ＪＲＡＴ）、日本栄養士会災害支援チー
ム（ＪＤＡ－ＤＡＴ）、災害医療コーディネーター、災害時
小児周産期リエゾン及び災害薬事コーディネーター民間医
療機関等からの医療チーム派遣等の協力を得て、指定避難
所等、救護所も含め、被災地における医療提供体制の確保・
継続を図るものとする。

富山県地域
防災計画、
防災基本計
画を踏まえ
て修正≪修
正要旨 2-
13-②≫

 (4)～(5)（略） (4)～(5)（略）
 ２～６（略） ２～６（略）
 第１４節　都市施設の応急復旧対策 

第１　公共土木施設等 

１～３（略）

第１４節　都市施設の応急復旧対策 

第１　公共土木施設等 

１～３（略）
 ４　港湾・漁港〔道路河川班　農林水産班〕 

市は、地震・津波災害により、水域施設、外かく施設、係留
施設等の港湾・漁港施設が被害を受けたとき、又はそのおそれ
があるときは、県及び関係機関が行う応急復旧措置に協力す
る。 

特に公共の安全確保上、緊急に復旧を行う必要のある対象

４　港湾・漁港〔道路河川班　農林水産班〕 

市は、地震・津波災害により、水域施設、外かく施設、係留
施設等の港湾・漁港施設が被害を受けたとき、又はそのおそれ
があるときは、県及び関係機関が行う応急復旧措置に協力す
る。 

特に公共の安全確保上、緊急に復旧を行う必要のある対象

富山県地域
防災計画を
踏まえて修
正≪修正要
旨 2-14-①
≫
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備 考
 は、次のとおりとする。 

(1)～(4)（略）

は、次のとおりとする。 

(1)～(4)（略） 

(5) 所管する港湾区域及び漁港区域内の航路等について、軽

石により船舶の航行が危険と認められるもの。（国に報告

するとともに、軽石除去による航路啓開に努める。）
 ５（略） ５（略）
 第３　ライフライン施設 

１（略）

第３　ライフライン施設 

１（略）
 ２　上水道施設の応急対策〔上下水道班〕 

(1)（略）

２　上水道施設の応急対策〔上下水道班〕 

(1)（略）
 (2) 応急復旧対応 

上下水道部上下水道班は、的確な被害の把握に基づき応急

復旧計画を策定し、送配水幹線から応急給水拠点までの流れ

を優先して復旧する。次に、その他の配水管、給水装置の順

で復旧し、配水調整によって段階的に断水区域を解消しなが

ら速やかに正常給水を行えるよう努める。 

復旧作業に当たっては、射水市管工事業協同組合との調整

を行う。 

また、被害が甚大な場合は、日本水道協会富山県支部に対

し、近隣市町村からの応援を要請し、応急復旧等を受ける。 

被災規模が広範囲に及ぶなど県内市町村での給水活動等が

困難と予想される場合には、「日本水道協会中部地方支部災

害時応援に関する協定」に基づき、日本水道協会富山県支部

から他の県支部へ応援を要請し、県外市町村からの応急復旧

等の応援を受ける。

(2) 応急復旧対応 

上下水道部上下水道班は、巡視等による的確な被害の把握

に基づき応急復旧計画を策定し、送配水幹線から応急給水拠

点までの流れを優先して復旧する。次に、その他の配水管、

給水装置の順で復旧し、配水調整によって段階的に断水区域

を解消しながら速やかに正常給水を行えるよう努める。 

復旧作業に当たっては、射水市管工事業協同組合との調整

を行う。 

また、被害が甚大な場合は、日本水道協会富山県支部に対

し、近隣市町村からの応援を要請し、応急復旧等を受ける。 

被災規模が広範囲に及ぶなど県内市町村での給水活動等が

困難と予想される場合には、「日本水道協会中部地方支部災

害時応援に関する協定」に基づき、日本水道協会富山県支部

から他の県支部へ応援を要請し、県外市町村からの応急復旧

等の応援を受ける。

防災基本計
画を踏まえ
て修正

 ３　下水道施設の応急対策〔上下水道班〕 

(1) 応急復旧対応 

上下水道部上下水道班は、災害が発生した場合は、直ちに、

下水道施設の被害状況の調査、施設の点検を行い、緊急措置

及び応急復旧活動に当たっては、生活環境の不衛生化と水環

３　下水道施設の応急対策〔上下水道班〕 

 

上下水道部上下水道班は、巡視等に努めるとともに災害が

発生した場合は、直ちに、下水道施設の被害状況の調査、施

設の点検を行い、緊急措置及び応急復旧活動に当たっては、

防災基本計
画を踏まえ
て修正
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備 考
 境の悪化の防止に努める。 生活環境の不衛生化と水環境の悪化の防止に努める。
 ア～ウ（略） ア～ウ（略）
 （新設） ４　上下水道施設共通及び連携対策 

(1) 上下水道の連携 

発災後に迅速に復旧できるよう、上下水道システム基幹施
設等の最優先で復旧すべき箇所をあらかじめ定めておくな
ど、上下水道一体となった対応に努めるものとする。

防災基本計
画を踏まえ
て修正≪修
正要旨 2-
14-②≫

 (2) 他部局との連携 

応急復旧に当たっては、関係する他部局、機関と協議を行
い、他のライフライン施設の応急復旧と整合した効率的な復
旧を図る 

特に、上水道施設と下水道施設の復旧は、相互に復旧進ち
ょく状況を確認するなど整合性を保ちながら進める。

(2) 他部局との連携 

応急復旧に当たっては、関係する他部局、機関と協議を行
い、他のライフライン施設の応急復旧と整合した効率的な復
旧を図る 

（削除）

防災基本計
画を踏まえ
て修正≪修
正要旨 2-
14-②≫

 (3)（略） (3)（略）
 第１５節～１７節（略） 第１５節～１７節（略）
 第１８節　文教・保育対策 

１　学校（園）における園児・児童・生徒の安全確保〔文教総
務班　災害救助班　各学校（園）長〕 

(1) 被災状況の把握 

校（園）長は、在校（園）中に災害が発生した場合、第一
に、園児・児童・生徒の安否確認を最優先とし、安全を確保
した後、児童生徒等、教職員及び施設設備の被害状況並びに
学校周辺の状況を速やかに把握し、その結果について、文教
部総務班、災害救助班に報告する。

第１８節　文教・保育対策 

１　学校（園）における園児・児童・生徒の安全確保〔文教総
務班　災害救助班　各学校（園）長〕 

(1) 被災状況の把握 

校（園）長は、在校（園）中に災害が発生した場合、第一
に、園児・児童・生徒の安否確認を最優先とし、安全を確保
した後、児童生徒等、教職員及び施設設備の被害状況並びに
学校周辺の状況を速やかに把握し、その結果について、文教
部総務班、災害救助班に報告する。また、児童生徒の安否情
報は、事前に定めた方法により迅速に保護者と共有する。

富山県地域
防災計画を
踏まえて修
正≪修正要
旨 1-16-②
≫

 (2)～(3)（略） (2)～(3)（略）
 ２～１１（略） ２～１１（略）
 第１９節（略） 第１９節（略）
 第２０節　し尿及び廃棄物の収集処理 

１～２（略）
第２０節　し尿及び廃棄物の収集処理 

１～２（略）
 ３　災害廃棄物の処理〔住民衛生班　動員班〕 

災害発生時には、次のような災害廃棄物が発生するが、その
処理については、環境面に配慮しながら、それぞれ次のように
行う。

３　災害廃棄物の処理〔衛生班　動員班〕 

市は、災害廃棄物の処理に係る国の「災害廃棄物対策指針」
に基づき、適正かつ円滑・迅速に災害廃棄物を処理できるよう、
災害廃棄物の仮置場の確保（他用途（仮設住宅用地等）との優
先順位に係る事前調整）や運用方針、一般廃棄物（避難所ごみ

組織体制を
更新 

富山県地域
防災計画、
防災基本計
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備 考
 や仮設トイレのし尿等）の処理を含めた災害時の廃棄物の処理

体制・役割分担、手順、周辺の地方公共団体や民間事業者等と
の連携・協力のあり方（応援要請先、要請のタイミング、要請
する内容、その他具体的な業務内容等）、住民やボランティア
センターへの周知方法等について、災害廃棄物処理計画におい
て具体的に示すものとする。また、廃棄物発生量の推計根拠と
なる被災家屋棟数等の情報を収集する体制を検討するものと
する。あわせて、関係者との意見交換や訓練、計画の見直しな
どを定期的に実施し、顔の見える関係づくりに努める。 

なお、災害発生時には、次のような災害廃棄物が発生するが、
その処理については、県と連携したうえで速やかに住民・ボラ
ンティアセンター等に対し啓発・広報（災害廃棄物の分別や収
集、仮置場の利用方法、解体・撤去の手続き等）を行い、環境
面に配慮しながら、それぞれ次のように行う。

画を踏まえ
て修正≪修
正要旨 2-
20-①≫

 (1)～(5)（略） (1)～(5)（略）
 第２１節～２３節（略） 第２１節～２３節（略）
 第２４節　災害救援ボランティアとの連携 

大規模な地震・津波災害が発生したとき、被災地の復興には、
行政機関及び防災関係機関、事業所・企業、住民の応急活動だ
けでは、対応が十分にはできないことが想定されるため、災害
救援ボランティアの役割は非常に重要である。このためボラン
ティアが被災現場で円滑に支援、救援等の活動を行うことがで
きるよう体制の整備を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２４節　災害救援ボランティアとの連携 

大規模な地震・津波災害が発生したとき、被災地の復興には、
行政機関及び防災関係機関の応急活動だけでは、対応が十分に
はできないことが想定されるため、事業所・企業、住民が参加
する災害救援ボランティアの役割は非常に重要である。このた
めボランティアが被災現場で円滑に支援、救援等の活動を行う
ことができるよう体制の整備を図る。 

また、市は、内閣府、県及び関係団体等と相互に協力し、ボ
ランティアに対する被災地のニーズの把握に努めるとともに、
ボランティアの受付、調整等その受入体制を確保するよう努め
るものとする。災害救援ボランティアの受入れに際しては、そ
の知識、技能等が活かされるよう配慮するとともに、必要に応
じてボランティア活動拠点を提供するなど、災害救援ボランテ
ィア活動の円滑な実施が図られるよう支援に努める。特に、社
会福祉協議会、地元や外部から被災地入りしているＮＰＯ等と
の連携を図るとともに、災害の状況やボランティアの活動状況
等に関する最新の情報を共有する場を設置するなどし、被災者
のニーズや支援活動の全体像を関係者と積極的に共有するも
のとする。加えて、災害の状況及びボランティアの活動予定を

富山県地域
防災計画を
踏まえて修
正≪修正要
旨 2-24-①
≫ 

 

用語の統一
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備 考
  

 

 

 

防災ボランティアの活動環境として、行政・ＮＰＯ・ボラン
ティア等の三者で連携し、平常時の登録、研修や訓練の制度、
災害時における防災ボランティア活動の受入れや調整を行う
体制、防災ボランティア活動の拠点の確保、活動上の安全確保、
被災者ニーズ等の情報提供方策等について整備を推進すると
ともに、そのための意見交換を行う情報共有会議の整備・強化
を、研修や訓練を通じて推進する必要がある。

踏まえ、片付けごみなどの収集運搬を行うよう努める。 

これらの取り組みにより、連携のとれた支援活動を展開する
よう努めるとともに、ボランティアの活動環境について配慮す
るものとする。 

さらに、防災ボランティアの活動環境として、行政・ＮＰＯ・
ボランティア等の三者で連携し、平時の登録、研修や訓練の制
度、災害時における防災ボランティア活動の受入れや調整を行
う体制、防災ボランティア活動の拠点の確保、活動上の安全確
保、被災者ニーズ等の情報提供方策等について整備を推進する
とともに、そのための意見交換を行う情報共有会議の整備・強
化を、研修や訓練を通じて推進する必要がある。

 １～６（略） １～６（略）
 第２５節～２６節（略） 第２５節～２６節（略）
 第２７節　応急住宅対策 

１　応急仮設住宅の確保〔都市住宅班　商工観光班〕 

(1)（略）

第２７節　応急住宅対策 

１　応急仮設住宅の確保〔都市住宅班　商工観光班〕 

(1)（略）
 (2) 応急仮設住宅の建設 

ア（略）
(2) 応急仮設住宅の建設 

ア（略）
 （新設） イ　体制の確立 

市及び県は、富山県応急仮設住宅建設マニュアルを確認
し、連絡及び建設に係る体制を確立する。

富山県地域
防災計画を
踏まえて修
正≪修正要
旨 2-27-①
≫

 イ～ク（略） ウ～ケ（略）
 (3)～(4)（略） (3)～(4)（略）
 ２～３（略） ２～３（略）
 ４　広域一時滞在〔総務班　動員班　避難所班〕 

市は、災害の規模、被災者の避難・収容状況、避難の長期化
等に鑑み、市の区域外への広域的な避難及び応急仮設住宅等へ
の収容が必要であると判断した場合、県内の他の市町村への受
入れについては当該市町村と直接協議し、他の都道府県への受
入れについては県に対し当該他の都道府県との協議を求める。

４　広域一時滞在〔本部班　動員班　避難所班〕 

市は、災害の規模、被災者の避難・収容状況、避難の長期化
等に鑑み、市の区域外への広域的な避難及び応急仮設住宅等へ
の収容が必要であると判断した場合、県内の他の市町村への受
入れについては当該市町村と直接協議し、他の都道府県への受
入れについては県に対し当該他の都道府県との協議を求める。 

その際、市は、広域一時滞在の受入先の市町村との間で、被
災住民に関する情報の共有を確実に行うものとする。また、受

組織体制を
更新 

 

防災基本計
画を踏まえ
て修正≪修
正要旨 2-
27-②≫
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備 考
 入先の市町村は、受け入れた被災住民に対し、必要な支援情報

を提供するものとする。
 第３章　災害復旧・復興対策計画 

第１節　民生安定のための緊急対策 

第１　被災者の生活確保 

被害を受けた地域住民が、被災から速やかに再起するよう、被
災者に対する生活相談、義援金・救援物資、災害弔慰金等の支給、
生活福祉資金の貸付け、失業者（休業者）の生活安定対策等、住
民の自力復興を促進するための各種対策を講ずる。また、生業や
就労の回復による生活資金の継続的確保、コミュニティの維持回
復、心身のケア等生活全般にわたってきめ細かな支援を講じ、早
期の生活安定を図る。 

また、これらによる被災者の自立的生活再建の支援を早期に実
施するため、市は、被災後、早期にり災証明の交付体制を確立し、
被災者にり災証明書を交付する。

第３章　災害復旧・復興対策計画 
第１節　民生安定のための緊急対策 

第１　被災者の生活確保 

被害を受けた地域住民が、被災から速やかに再起するよう、被
災者に対する生活相談、義援金・救援物資、災害弔慰金等の支給、
生活福祉資金の貸付け、失業者（休業者）の生活安定対策等、住
民の自力復興を促進するための各種対策を講ずる。また、生業や
就労の回復による生活資金の継続的確保、コミュニティの維持回
復、心身のケア等生活全般にわたってきめ細かな支援を講じ、早
期の生活安定を図る。 

また、これらによる被災者の自立的生活再建の支援を早期に実
施するため、市は、被災後、早期にり災証明の交付体制を確立し、
被災者にり災証明書を交付する。 

市は、内閣府、厚生労働省、県と連携のもと、被災者が自らに
適した支援制度を活用して生活再建に取り組むことができるよ
う、災害ケースマネジメントの実施等により、見守り・相談の機
会や被災者台帳等を活用したきめ細やかな支援を行うとともに、
被災者が容易に支援制度を知ることができる環境の整備に努め
るものとする。

富山県地域
防災計画を
踏まえて修
正≪修正要
旨3-1-①≫

 １　生活相談〔広報班　各部各班〕 

(1) 被災者の要望の把握 

市及び県は、被災者の要望把握を専門に行う職員を避難所
等に派遣するとともに、自治会・町内会、民生委員児童委員、
災害救援ボランティア等との連携により、被災者の要望を集
約する。その際、避難所における食物アレルギーを有する者
のニーズの把握やアセスメントの実施、食物アレルギーに配
慮した食料の確保等に努めるものとする。 

 

更に、被災地域が広域にわたり、多数の避難所が設置され
た場合には、数箇所の避難所を巡回するチームを設けて、要
望の把握に当たる。 

また、市外へ避難した市民に対して、情報や支援・サービ
スの提供に努める。

１　生活相談〔広報班　各部各班〕 

(1) 被災者の要望の把握 

市及び県は、被災者の要望把握を専門に行う職員を避難所
等に派遣するとともに、自治会・町内会、民生委員児童委員、
災害救援ボランティア等との連携により、被災者の要望を集
約する。その際、被災者の要望を聞きとる体制を整備し、避
難所における食物アレルギーを有する者のニーズの把握やア
セスメントの実施、食物アレルギーに配慮した食料の確保等
に努めるものとする。 

さらに、被災地域が広域にわたり、多数の避難所が設置さ
れた場合には、数箇所の避難所を巡回するチームを設けて、
要望の把握に当たる。 

また、市外へ避難した市民に対して、情報や支援・サービ
スの提供に努める。

富山県地域
防災計画を
踏まえて修
正 

 

用語の統一
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備 考
 (2)～(3)（略） (2)～(3)（略）
 （新設） (4) 総務省富山行政監視行政相談センターとの連絡・調整 

市は、総務省富山行政監視行政相談センターが特別行政相
談活動を実施する場合において、連絡・調整を図り協力する。

富山県地域
防災計画を
踏まえて修
正≪修正要
旨3-1-②≫

 ２～８（略） ２～８（略）
 第２（略） 第２（略）
 第３　り災証明書の発行 

１　発行機関〔税務班　住民衛生班　消防部〕 

(1) り災証明書は、財務管理部税務班において、り災者台帳
を作成し、発行する。 

ただし、災害対策本部が設置されている場合は、市民生活
部住民衛生班において、発行する。

第３　り災証明書の発行 

１　発行機関〔税務班　住民衛生班　消防部〕 

(1) り災証明書は、財務管理部税務班において、り災者台帳
を作成し、発行する。 

なお、台帳作成からり災証明書の発行まで、被災者生活再
建支援システムで一元管理し、迅速かつ確実に被災者への
交付処理を行う。

災害対応検
証を踏まえ
て修正≪修
正要旨1-7-
③、3-1-③
≫ 

 (2)（略） (2)（略）
 ２～３（略） ２～３（略）
 第２節～３節（略） 第２節～３節（略）
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 現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備　考
 

 

 

 

 

 

 

 

 

射水市地域防災計画 

 

 

 

 

「第３編　風水害対策編」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

射水市防災会議 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

射水市地域防災計画 

 

 

 

 

「第３編　風水害対策編」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

射水市防災会議 
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 現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備　考
 第３編　風水害対策編 

１章　災害予防計画 

第１節　風水害に強いまちづくり 

１（略）

第３編　風水害対策編 

１章　災害予防計画 

第１節　風水害に強いまちづくり 

１（略）
 ２　浸水想定区域等の周知〔都市整備部　財務管理部〕 

(1)（略）
２　浸水想定区域等の周知〔都市整備部　財務管理部〕 

(1)（略）
 (2) 浸水想定区域（資料編４－５参照） 

ア　洪水予報河川及び水位情報周知河川における水位等の情
報及び伝達方法

(2) 浸水想定区域（資料編４－５参照） 

ア　洪水予報河川及び水位周知河川における水位等の情報及
び伝達方法

富山県地域
防災計画を
踏まえて修
正

 イ～ウ（略） イ～ウ（略）
 ３～６（略） ３～６（略）
 第２章　災害応急対策計画 

第１節（略）
第２章　災害応急対策計画 

第１節（略）

 第２節　風水害に関する情報の収集・伝達 

第１　共通事項 

１　情報の伝達〔広報班　総務班　消防部〕 

【気象警報等の伝達系統】 

第２節　風水害に関する情報の収集・伝達 

第１　共通事項 

１　情報の伝達〔広報班　本部班　消防部〕 

【気象警報等の伝達系統】 

組織体制を
更新 

 

富山県地域
防災計画を
踏まえて修
正



射水市地域防災計画　新旧対照表　第 3編

- 62 - 

現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備 考
  

 

（新設） 

 

 

 

 

        

       

                           

                           放送 

                           放送等 

                           ◇ 

                           ◇ 

                            ◇ 

        

       

富 

山 

地 

方 

気 

象 

台 

 

富 山 県 

Ｎ Ｔ Ｔ 東 日 本 又 は 西 日 本 

ＮＨＫ富山放送局 

報 道 機 関 

伏 木 海 上 保 安 部 

国土交通省富山河川国道事務

電 力 会 社 

鉄 道 会 社 

県 の 機 関 

射水市消防本
部 

射 水 市 

□ 

□ 

□ 

関 係 船 舶 

北陸地方整備

関 係 事 務 所 

官
公
署 

住 
 

 
 

 
 

民 

総 務 省 消 防 庁 

 

（注）二重枠で囲まれている機関は、気象業務法施行令第８条第
１号及び第３号並びに第９条の規定に基づく法定伝達先。　

（注）二重線の経路は、気象業務法第15条及び第15条の２によっ
て、警報の通知又は周知の措置が義務づけられている伝達
経路 

 

（削除） 

 【洪水予報、水防警報、避難判断水位・氾濫危険水位の到達情報
の伝達系統】（略）

【洪水予報、水防警報、避難判断水位・氾濫危険水位の到達情報
の伝達系統】（略）

 【土砂災害警戒情報の伝達系統】（略） 【土砂災害警戒情報の伝達系統】（略）
 第２　風水害に関する情報 

１　情報の内容（略）
第２　風水害に関する情報 

１　情報の内容（略）

 凡例　　　　　　法令（気象業務法等）による通知系統 

　　　　　　　　法令（気象業務法等）による公衆等への周知依頼及び周知系統 

　　　　　　　　法令（気象業務法等）による特別警報発表時における、通知の義務　

または、周知の措置の義務 

　　　　　　　  地域防災計画、行政協定、その他による伝達系統

 △　加入電話・ＦＡＸ 

◇　無線電話・ＦＡＸ 

□　富山県総合防災情報システム
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備 考
 (3) 異常現象等発見時の通報　（略） (3) 異常現象等発見時の通報　（略）
 ２　情報の入手先 

【キキクル（大雨警報・洪水警報の危険度分布）等】 

キクル等の種類と概要 

２　情報の入手先 

【キキクル（大雨警報・洪水警報の危険度分布）等】 

　キキクル等の種類と概要 

富山県地域
防災計画を
踏まえて修
正

 ３～５（略） ３～５（略）
 第３（略） 第３（略）
 第３節～２７節（略） 第３節～２７節（略）
 第３章（略） 第３章（略）

 種 類 概 要

 （略） （略）

 流域雨量指数の予測値 指定河川洪水予報の発表対象ではない中小河川（水位周

知河川及びその他河川）の、上流域での降雨による、下

流の対象地点の洪水危険度の高まりの予測を、洪水警報

等の基準への到達状況に応じて危険度を色分けした時

系列で示す情報。６時間先までの雨量分布の予測（降水

短時間予報等）を用いて常時10分ごとに更新している。

 種 類 概 要

 （略） （略）

 流域雨量指数の予測値 各河川の、上流域での降雨による、下流の対象地点の洪

水危険度（大河川においては、その支川や下水道の氾濫

などの「湛水型内水氾濫」の危険度）の高まりの予測を、

洪水警報等の基準への到達状況に応じて危険度を色分

けした時系列で示す情報。６時間先までの雨量分布の予

測（降水短時間予報等）を用いて常時10分ごとに更新し

ている。
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 現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備　考
 

 

 

 

 

 

 

 

 

射水市地域防災計画 

 

 

 

 

「第４編　雪害・事故災害等対策編」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

射水市防災会議 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

射水市地域防災計画 

 

 

 

 

「第４編　雪害・事故災害等対策編」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

射水市防災会議 
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 現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備　考
 第４編　雪害・事故災害等対策編 

第１章　雪害対策 

第１節　災害予防 

１　交通対策〔都市整備部　財務管理部〕 

(1)（略）

第４編　雪害・事故災害等対策編 

第１章　雪害対策 

第１節　災害予防 

１　交通対策〔都市整備部　財務管理部〕 

(1)（略）
 (2) 道路交通対策 

ア　雪に強い道路の整備 

(ｱ)～(ｴ)（略）

(2) 道路交通対策 

ア　雪に強い道路の整備 

(ｱ)～(ｴ)（略）
 (ｵ) 流雪溝の整備 

市街地において道路や屋根雪等の処理が必要で、か
つ地域の住民が管理運営を行える箇所については、流
雪溝の整備を進める。

（削除） 富山県地域
防災計画を
踏まえて修
正

 (ｶ)～(ｷ)（略） (ｵ)～(ｶ)（略）
 イ　除雪用施設及び資機材の整備 

市は、各路線や地域の実情に応じ除雪用施設及び資機材
の整備を図る。 

(ｱ)除雪機械の整備 

除雪機械は、各路線や地域の実情に応じた機種を選
定し配備するとともに、除雪作業を迅速かつ効果的に
行えるよう事業所・企業等における除雪機械の保有状
況を把握し、協力体制を確立する。 

また、安定的な除雪体制の維持のため、除雪機械を
運転する除雪オペレーターの確保に努める。

イ　除雪用施設及び資機材の整備 

市は、各路線や地域の実情に応じ除雪用施設及び資機材
の整備を図る。 

(ｱ)除雪機械の整備 

除雪機械は、各路線や地域の実情に応じた機種を選
定し配備するとともに、除雪作業を迅速かつ効果的に
行えるよう事業所・企業等における除雪機械の保有状
況を把握し、協力体制を確立する。 

また、安定的な除雪体制の維持のため、除雪機械を
運転する除雪オペレーターの確保に努めるとともに除
雪車両の故障防止のため、定期的な点検と周期的な部
品交換を行う。

富山県地域
防災計画を
踏まえて修
正

 (ｲ)～(ｳ)（略） (ｲ)～(ｳ)（略）
 ウ（略） ウ（略）
 ２　雪害予防〔都市整備部、財務管理部〕 

(1)～(3)（略）
２　雪害予防〔都市整備部、財務管理部〕 

(1)～(3)（略）
 (4) 相互応援体制の構築 

市は、国や他の地方公共団体等からの応援職員等を迅速・
的確に受け入れて情報共有や各種調整等を行うための受援体
制の整備に努める。特に、庁内全体及び各業務担当部署にお
ける受援担当者の選定や応援職員等の執務スペースの確保を
行うものとする。その際、新型コロナウイルス感染症を含む

(4) 相互応援体制の構築 

市は、国や他の地方公共団体等からの応援職員等を迅速・
的確に受け入れて情報共有や資機材や装備品等各種調整を行
うための受援体制の整備に努める。特に、庁内全体及び各業
務担当部署における受援担当者の選定や応援職員等の執務ス
ペースの確保を行うものとする。あわせて、応援職員等の宿

富山県地域
防災計画、
防災基本計
画を踏まえ
て修正
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備 考
 感染症対策のため、適切な空間の確保に配慮する。 泊場所の確保が困難となる場合も想定して、応援職員等に対

して紹介できる、ホテル・旅館、公共施設の空きスペース、
仮設の拠点や車両を設置できる空き地など、宿泊場所として
活用可能な施設等の把握に努めるものとする。その際、新型
インフルエンザ等（指定感染症及び新感染症を含む。）を含
む感染症対策のため、適切な空間の確保に配慮する。

 ３～４（略） ３～４（略）
 第２節（略） 第２節（略）
 第２章　事故災害等対策 

第１節　道路災害対策 

第１（略） 

第２　災害応急対策 

１～３（略）

第２章　事故災害等対策 

第１節　道路災害対策 

第１（略） 

第２　災害応急対策 

１～３（略）
 ４　関係機関の協力体制の確立〔道路河川班　総務班〕 

(1) 市は、必要物資等について速やかに県に要請するなど、
県と連絡を密にし、協力して効率的な人員、資材の運用に努
める。 

また、市は平時から訓練等を通じて、物資の備蓄状況や運
送手段の確認を行うとともに、災害協定を締結した民間事業
者等の災害時の連絡先、要請手続等の確認を行う。 

 

 

 

 

なお、市は、大規模な災害発生のおそれがある場合、事前
に物資調達・輸送調整等支援システムを用いて備蓄状況の確
認を行うとともに、あらかじめ登録されている物資の輸送拠
点を速やかに開設できるよう、物資の輸送拠点の管理者の連
絡先や開設手続を関係者間で共有するなど、備蓄物資の提供
を含め、速やかな物資支援のための準備に努める。

４　関係機関の協力体制の確立〔道路河川班　本部班〕 

(1) 市は、必要物資等について速やかに県に要請するなど、
県と連絡を密にし、協力して効率的な人員、資材の運用に努
める。 

また、市は平時から訓練等を通じて、物資の備蓄状況や運
送手段の確認を行うとともに、災害協定を締結した民間事業
者等の災害時の連絡先、要請手続等の確認を行う。物資状況
把握においては、新物資システム（Ｂ－ＰＬo）を活用し、施
設（備蓄倉庫・物資拠点・避難所）ごとの備蓄物資の品目・
数量や施設概要等の情報を定期的に更新するなど、最新の状
況を把握するものとする。 

なお、市は、大規模な災害発生のおそれがある場合、事前
に物資調達・輸送調整等支援システムを用いて備蓄状況の確
認を行うとともに、あらかじめ登録されている物資の輸送拠
点を速やかに開設できるよう、物資の輸送拠点の管理者の連
絡先や開設手続を関係者間で共有するなど、備蓄物資の提供
を含め、速やかな物資支援のための準備に努める。

組織体制を
更新 

 

防災基本計
画を踏まえ
て修正

 (2)（略） (2)（略）
 ５～７（略） ５～７（略）
 第２節～５節（略） 第２節～５節（略）
 第６節　大規模火災対策 

第１（略）
第６節　大規模火災対策 

第１（略）
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備 考
 第２　災害応急対策 

１～２（略）
第２　災害応急対策 

１～２（略）
 ３　避難誘導活動〔各施設管理者　自主防災組織〕 

(1) 庁舎、社会福祉施設、病院、市営住宅、学校等について
は、利用者の避難誘導を行うとともに、速やかに被害状況
を把握し、必要な措置を講ずる。 

３　避難誘導活動〔各施設管理者　自主防災組織〕 

(1) 庁舎、社会福祉施設、病院、市営住宅、学校等について
は、利用者の避難誘導を行うとともに、速やかに被害状況
を把握し、必要な措置を講ずる。 

特に要配慮者等に対しては、平時から避難行動要支援者
名簿及び個別避難計画を作成することにより、円滑に避難
できる体制づくりに努める。

防災基本計
画を踏まえ
て修正

 (2)（略） (2)（略）
 ４（略） ４（略）
 第７節（略） 第７節（略）
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 現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備　考
 

 

 

 

 

 

 

 

 

射水市地域防災計画 

 

 

 

 

「第５編　原子力災害対策編」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

射水市防災会議 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

射水市地域防災計画 

 

 

 

 

「第５編　原子力災害対策編」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

射水市防災会議 
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 現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備　考
 第５編　原子力災害対策編 

第１章　総則 

第１節～５節（略）

第５編　原子力災害対策編 

第１章　総則 

第１節～５節（略）
 第６節　緊急事態における防護措置実施の基本的考え方 

１（略）
第６節　緊急事態における防護措置実施の基本的考え方 

１（略）
 ２　緊急事態初期対応段階における防護措置の考え方 

(1) 緊急事態区分及び緊急時活動レベル（Emergency Action 
Level。以下「ＥＡＬ」という。） 

ア　基本的な考え方 

緊急事態の初期対応段階においては、情報収集により事
態を把握し、発電所の状況や当該施設からの距離等に応じ、
防護措置の準備やその実施等を適切に進めることが重要で
ある。このような対応を実現するため、発電所の状況に応
じて、緊急事態を、警戒事態、施設敷地緊急事態及び全面
緊急事態の３つに区分し、各区分における、原子力事業者、
国、地方公共団体のそれぞれが果たすべき役割を明らかに
する必要があり、緊急事態区分と主要な防護措置の枠組み
については、表１のとおりである。（原子力災害対策指針
より）また、同指針において全面緊急事態に至った場合の
対応の流れは図１のとおり示されている。ただし、これら
の事態は、ここに示されている順序のとおりに発生するも
のではなく、事態の進展によっては全面緊急事態に至るま
での時間的間隔がない場合等があり得ることを想定する。 

発電所において、緊急事態が発生した場合の対応は、概
ね次のとおりである。 

 

 

(ｱ)～(ｳ)（略）

２　緊急事態初期対応段階における防護措置の考え方 

(1) 緊急事態区分及び緊急時活動レベル（Emergency Action 
Level。以下「ＥＡＬ」という。） 

ア　基本的な考え方 

緊急事態の初期対応段階においては、情報収集により事
態を把握し、発電所の状況や当該施設からの距離等に応じ、
防護措置の準備（避難・一時移転先、輸送手段、避難退域時
検査及び簡易除染並びに甲状腺被ばく線量モニタリングの
場所の確保等）やその実施等を適切に進めることが重要で
ある。このような対応を実現するため、発電所の状況に応
じて、緊急事態を、警戒事態、施設敷地緊急事態及び全面
緊急事態の３つに区分し、各区分における、原子力事業者、
国、地方公共団体のそれぞれが果たすべき役割を明らかに
する必要があり、緊急事態区分と主要な防護措置の枠組み
については、表１のとおりである。（原子力災害対策指針
より）また、同指針において全面緊急事態に至った場合の
対応の流れは図１のとおり示されている。ただし、これら
の事態は、ここに示されている順序のとおりに発生するも
のではなく、事態の進展によっては全面緊急事態に至るま
での時間的間隔がない場合等があり得ることを想定する。 

発電所において、緊急事態が発生した場合の対応は、概
ね次のとおりである。 

(ｱ)～(ｳ)（略）

防災基本計
画を踏まえ
て修正

 イ（略） イ（略）
 (2)（略） (2)（略）
 第７節　防災関係機関の事務又は業務の大綱 

１～７（略）
第７節　防災関係機関の事務又は業務の大綱 

１～７（略）
 ８　指定地方行政機関 ８　指定地方行政機関 富山県地域

防災計画を
踏まえて修

 機関等の名称 事　務　又　は　業　務　の　大　網

 （略）
 機関等の名称 事　務　又　は　業　務　の　大　網

 （略）
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備 考
 正

 ９～１３（略） ９～１３（略）
 第２章　原子力災害事前対策 

第１節～２節（略）
第２章　原子力災害事前対策 

第１節～２節（略）
 第３節　避難の受入れ活動体制の整備 

１（略）
第３節　避難の受入れ活動体制の整備 

１（略）
 ２　指定避難所等の整備〔防災・資産管理課　各施設所管課〕 

(1) 指定避難所等の整備 

市は、コミュニティセンター等公共的施設等を対象に、地
域的な特性や過去の教訓、想定される災害等を踏まえ、その
管理者の同意を得た上で、被災者が避難生活を送るための指
定避難所をあらかじめ指定し、住民への周知徹底を図る。ま
た、一般の指定避難所では生活することが困難な障がい者等
の要配慮者のため、社会福祉施設等の福祉避難所を指定し、
住民への周知徹底に努める。 

 

 

指定緊急避難場所等の指定に当たっては、風向等の気象条
件により指定緊急避難場所等が使用できなくなる可能性を考
慮するとともに、要配慮者に十分配慮する。また、国及び県
の協力のもと、広域避難に係る市町村間による協定の締結を
推進する等、広域避難体制を整備する。 

なお、指定避難所として指定された建物については、必要
に応じ、良好な生活環境を確保するために、換気、照明等の
施設の整備に努めるとともに、新型コロナウイルス感染症を
含む感染症対策について、感染症患者が発生した場合の対応
を含め、平常時から防災担当部局と保健福祉担当部局が連携
して、必要な場合には、ホテルや旅館の活用やその場合の受
入れ態勢等も含めて検討する。また、避難又は一時移転が必
要な住民に対しては、避難所が過密になることを防ぐため、
可能な場合には親戚や友人の家等への分散避難も検討するよ

２　指定避難所等の整備〔防災・資産管理課　各施設所管課〕 

(1) 指定避難所等の整備 

市は、コミュニティセンター等公共的施設等を対象に、地
域的な特性や過去の教訓、想定される災害等を踏まえ、その
管理者の同意を得た上で、被災者が避難生活を送るための指
定避難所をあらかじめ指定し、住民への周知徹底を図る。ま
た、一般の指定避難所では生活することが困難な障がい者等
の要配慮者のため、社会福祉施設等の福祉避難所を指定し、
住民への周知徹底に努めるとともに、要配慮者に対して円滑
な情報伝達ができるよう、多様な情報伝達手段の確保に努め
る。 

指定緊急避難場所等の指定に当たっては、風向等の気象条
件により指定緊急避難場所等が使用できなくなる可能性を考
慮するとともに、要配慮者に十分配慮する。また、国及び県
の協力のもと、広域避難に係る市町村間による協定の締結を
推進する等、広域避難体制を整備する。 

なお、指定避難所として指定された建物については、必要
に応じ、良好な生活環境を確保するために、換気、照明等の
施設の整備に努めるとともに、新型インフルエンザ等（指定
感染症及び新感染症を含む。）を含む感染症対策について、
感染症患者が発生した場合の対応を含め、平時から防災担当
部局と保健福祉担当部局が連携して、必要な場合には、ホテ
ルや旅館の活用やその場合の受入れ態勢等も含めて検討す
る。また、避難又は一時移転が必要な住民に対しては、避難
所が過密になることを防ぐため、可能な場合には親戚や友人

富山県地域
防災計画を
踏まえて修
正 

 

用語の統一

 大阪航空局 

小松空港事務所

(１) 原子力災害時における富山空港の措置に関するこ

と。 

 

(２) 人員、応急物資等の空輸の利便確保に関すること。

 （略）

 大阪航空局 

小松空港事務所

(１) 空港等及びその周辺における航空機に関する事故そ

の他空港等における事故及び空港等における災害に

関すること。 

(２) （削除）

 （略）
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備 考
 う周知に努める。 の家等への分散避難も検討するよう周知に努める。
 (2)～(5)（略） (2)～(5)（略）
 ３～７（略） ３～７（略）
 ８　避難所・避難方法等の周知〔防災・資産管理課　未来創造

課〕 

市は、避難、避難退域時検査及び簡易除染、安定ヨウ素剤配
付等の場所・避難方法（バス等で避難する場合の一時集合場所、
自家用車の利用、緊急避難に伴う交通誘導、家庭動物との同行
避難を含む。）、屋内退避の方法等について、日頃から住民へ
の周知徹底に努める。なお、避難時の周囲の状況等により、屋
内に留まっていた方が安全な場合等やむを得ないときは、屋内
での退避等の安全確保措置を講ずべきことにも留意する。 

 

避難の迅速な実施のためには、具体的な避難計画を県、防災
業務関係者及び対象となる住民が共通して認識することが必
要となる。市は、国、県及び北陸電力と連携の上、情報収集事
態及び警戒事態発生後の経過に応じて周辺住民に提供すべき
情報について整理しておく。

８　避難所・避難方法等の周知〔防災・資産管理課　未来創造
課〕 

市は、避難、避難退域時検査及び簡易除染並びに甲状腺被ば
く線量モニタリング、安定ヨウ素剤配付等の場所・避難方法（バ
ス等で避難する場合の一時集合場所、自家用車の利用、緊急避
難に伴う交通誘導、家庭動物との同行避難を含む。）、屋内退
避の方法等について、日頃から住民への周知徹底に努める。な
お、避難時の周囲の状況等により、屋内に留まっていた方が安
全な場合等やむを得ないときは、屋内での退避等の安全確保措
置を講ずべきことにも留意する。 

避難の迅速な実施のためには、具体的な避難計画を県、防災
業務関係者及び対象となる住民が共通して認識することが必
要となる。市は、国、県及び北陸電力と連携の上、情報収集事
態及び警戒事態発生後の経過に応じて周辺住民に提供すべき
情報について整理しておく。

防災基本計
画を踏まえ
て修正

 第４節～５節（略） 第４節～５節（略）
 第６節　救助・救急、防護資機材等の整備 

１～３（略）
第６節　救助・救急、防護資機材等の整備 

１～３（略）
 ４　物資の調達、供給活動体制の整備〔防災・資産管理課〕 

(1)　市は、国及び県と連携し、大規模な原子力災害が発生し
た場合の被害及び外部支援の時期を想定し、孤立が想定さ
れるなど地域の地理的条件や過去の災害等を踏まえて、必
要とされる食料、飲料水、生活必需品、燃料、ブルーシー
ト、土のう袋その他の物資についてあらかじめ備蓄・調達・
輸送体制を整備し、それらの必要な物資の供給のための計
画を定めておくとともに、物資調達・輸送調整等支援シス
テムを活用し、あらかじめ、備蓄物資や物資拠点の登録に
努める。また、備蓄を行うに当たって、大規模な災害が発
生した場合や、冬季には、物資の調達や輸送が平常時のよ
うには実施できないという認識に立って、初期の対応に十
分な量の物資を備蓄するほか、物資の性格に応じ、集中備
蓄又は避難所の位置を勘案した分散備蓄を行うなどの観点

４　物資の調達、供給活動体制の整備〔防災・資産管理課〕 

(1)　市は、国及び県と連携し、大規模な原子力災害が発生し
た場合の被害及び外部支援の時期を想定し、孤立が想定さ
れるなど地域の地理的条件や過去の災害等を踏まえて、必
要とされる食料、飲料水、生活必需品、燃料、ブルーシー
ト、土のう袋その他の物資についてあらかじめ備蓄・調達・
輸送体制を整備し、それらの必要な物資の供給のための計
画を定めておくとともに、物資調達・輸送調整等支援シス
テムを活用し、あらかじめ、備蓄物資や物資拠点の登録に
努める。また、備蓄を行うに当たって、大規模な災害が発
生した場合や、冬季には、物資の調達や輸送が平時のよう
には実施できないという認識に立って、初期の対応に十分
な量の物資を備蓄するほか、物資の性格に応じ、集中備蓄
又は避難所の位置を勘案した分散備蓄を行うなどの観点に

用語の統一 

 

防災基本計
画を踏まえ
て修正
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備 考
 に対しても配慮するとともに、備蓄拠点を設けるなど、体

制の整備に努める。さらに、平時から、訓練等を通じて、
物資の備蓄状況や運送手段の確認を行うとともに、災害協
定を締結した民間事業者等の発災時の連絡先、要請手続等
の確認を行うよう努める。

対しても配慮するとともに、備蓄拠点を設けるなど、体制
の整備に努める。さらに、平時から、訓練等を通じて、物
資の備蓄状況や運送手段の確認を行うとともに、災害協定
を締結した民間事業者等の発災時の連絡先、要請手続等の
確認を行うよう努める。備蓄状況については、新物資シス
テム（Ｂ－ＰＬｏ）を活用し、施設（備蓄倉庫・物資拠点・
避難所）ごとの備蓄物資の品目・数量や施設概要等の情報
を定期的に更新するなど、最新の状況を把握するものとす
る。

 (2)（略） (2)（略）
 第７節～１３節（略） 第７節～１３節（略）
 第３章　原子力災害応急対策 

第１節（略）
第３章　原子力災害応急対策 
第１節（略）

 第２節　活動体制の確立 

１　市の活動体制〔全部局〕 

(1)～(2)（略）

第２節　活動体制の確立 

１　市の活動体制〔全部局〕 

(1)～(2)（略）
   組織体制を

更新 部名 

(上段)部

長 

(下段)次

長

班名 

(班長担

当職)

構成員 分掌事務

 企画管理

部 

(企画管理

部長) 

(企画管理

部次長) 

 

避難所班 

(政策推

進課長)

政策推進

課長 

同職員

(１) 災害対策本部長及び副本部長の秘書に

関すること。 

(２) 避難所の統括に関すること。 

(３) 外国人対策に関すること。 

(４) 部内の連絡調整に関すること。

 
（略） （略） （略）

 財務管理

部 

(財務管理

部長) 

(財務管理

総務班 

(防災・資

産管理課

長)

防災・資産

管理課長 

同職員 

議事調査

課長 

(１) 災害対策本部の庶務に関すること。 

(２) 本部員会議に関すること。 

(３) 発電所及び原子力災害の状況把握に関

すること。 

(４) 気象情報の接受及び通報に関するこ

 部名 

(上段)部

長 

(下段)次

長

班名 

(班長担

当職)

構成員 分掌事務

 企画管理

部 

(企画管理

部長) 

(政策統括

監) 

(企画管理

部次長)

避難所班 

(政策推

進課長)

政策推進

課長 

同職員

(１) 災害対策本部長及び副本部長の秘書に

関すること。 

(２) 避難所の統括に関すること。 

（削除） 

(３) 部内の連絡調整に関すること。

 
（略） （略） （略）

 財務管理

部 

(財務管理

部長、議会

事務局長) 

本部班 

(防災・資

産管理課

長)

防災・資産

管理課長 

同職員 

議事調査

課長 

(１) 災害対策本部の庶務に関すること。 

(２) 本部員会議に関すること。 

(３) 発電所及び原子力災害の状況把握に関

すること。 

（削除） 
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備 考
  部次長、危

機管理監、

議会事務

局長、会計

管理者、議

会事務局

次長、監査

委員事務

局長、財務

管理部次

長)

同職員 

監査委員

事務局次

長 

同職員

と。 

 

(５) 住民の避難指示に関すること。 

(６) 県との連絡調整に関すること。 

(７) 各部との連絡調整に関すること。 

(８) 市議会との連絡に関すること 

(９) 災害対策本部の設置に関する、通信機

器等、必要資機材の調達に関すること。 

(10) 他市町村との災害応援協定に関するこ

と。 

(11) 自衛隊の出動要請に関すること。 

(12) 物資の輸送に関すること。 

(13) 市有財産の被害調査の取りまとめに関

すること。 

(14) 市有財産の保全に関すること。 

(15) 市有自動車の配車計画その他各部にお

いて必要な車両の調達に関すること。 

(16) 物品の取得、管理及び処分に関するこ

と。 

(17) 通信機器等、必要資機材の調達に関す

ること。 

(18) その他各部各班に属しないこと。 

(19) 部内の連絡調整に関すること。

 （新設） 

 

 

 

 

 

 物資配分

班 

(財政課

長)

財政課長 

同職員

(１) 災害対策用物資の購入等の契約に関す

ること。

 （略） （略） （略）

 (財務管理

部次長、危

機管理監、

会計管理

者、議会事

務局次長、

監査委員

事務局長

同職員 

監査委員

事務局次

長 

同職員

 

(４) 防災行政無線に関すること。 

(５) 住民の避難指示に関すること。 

(６) 県との連絡調整に関すること。 

(７) 各部との連絡調整に関すること。 

(８) 市議会との連絡に関すること 

（削除） 

 

(９) 他市町村との災害応援協定に関するこ

と。 

(10) 自衛隊の出動要請に関すること。 

（削除） 

(11) 市有財産の被害調査の取りまとめに関

すること。 

(12) 市有財産の保全に関すること。 

(13) 市有自動車の配車計画その他各部にお

いて必要な車両の調達に関すること。 

(14) 物品の取得、管理及び処分に関するこ

と。 

（削除） 

 

(15) その他各部各班に属しないこと。 

(16) 部内の連絡調整に関すること。

 総務班 

(総務課

長)

総務課長 

同職員 

公共施設

マネジメ

ント推進

課長 

同職員

(１) 物資の輸送に関すること。 

(２) 職員の食糧の確保に関すること。 

(３) 通信機器等、必要資機材の維持管理・

調達に関すること。

 物資配分

班 

(財政課

長)

財政課長 

同職員

(１) 災害対策用物資の購入（削除）に関す

ること。

 （略） （略） （略）
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備 考
  市民生活

部 

(市民生活

部長) 

(市民生活

部次長)

住民衛生

支援班 

(市民課

長)

市民課長 

同職員 

地区セン

ター長 

同職員 

市 民 活

躍・文化課

長 

同職員 

生活安全

課長 

同職員 

環境課長 

同職員 

クリーン

ピア射水

所長 

同職員 

ミライク

ル館所長 

同職員 

衛生セン

ター所長 

同職員 

野手埋立

処分所長 

同職員

(１) 防災行政無線に関すること。 

(２) 自治会・町内会の連絡調整及び支援に

関すること。 

(３) 災害時の住民相談に関すること。 

(４) 生活環境対策の総括に関すること。 

(５) 災害時の廃棄物の処理対策に関するこ

と。 

(６) 放射性物質の付着した廃棄物（廃棄物

処理法の対象となる廃棄物に限る。）の

処分に関すること。 

(７) 緊急時モニタリングへの協力に関する

こと。 

(８) 避難退域時検査体制に関すること。 

(９) 飲食物の摂取制限の指示に関するこ

と。 

(10) 家庭動物等の保護に関すること。 

 

(11) 部内の連絡調整に関すること。

 （新設） 

 

 

 

 

 

 

 市民生活

部 

(市民生活

部長) 

(市民生活

部次長)

住民支援

班 

(市民活

躍・文化

課長)

市民課長 

同職員 

地区セン

ター長 

同職員 

市 民 活

躍・文化課

長 

同職員 

生活安全

課長 

同職員 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削除） 

(１) 自治会・町内会の連絡調整及び支援に

関すること。 

(２) 災害時の住民相談に関すること。 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

(３) 飲食物の摂取制限の指示に関するこ

と。 

（削除） 

(４) 外国人対策に関すること。 

(５) 部内の連絡調整に関すること。

 衛生班 

（環境課

長）

環境課長 

同職員 

クリーン

ピア射水

所長 

同職員 

ミライク

(１) 生活環境対策の総括に関すること。 

(２) 災害時の廃棄物の処理対策に関するこ

と。 

(３) 放射性物質の付着した廃棄物（廃棄物

処理法の対象となる廃棄物に限る。）の

処分に関すること。 

(４) 緊急時モニタリングへの協力に関する
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現 行 地 域 防 災 計 画 修正案（変更部分のみ記載） 備 考
   

 

 

 

 

 

 

 福祉保健

部 

(福祉保健

部長) 

(福祉保健

部参事) 

(福祉保健

部次長) 

(福祉保健

部政策調

整監)

災害救助

班 

(地域福

祉課長)

地域福祉

課長 

同職員 

社会福祉

課長 

同職員 

介護保険

課長 

同職員 

保険年金

課長 

同職員 

子育て支

援課長 

同職員 

こども福

祉課長 

同職員

(１) 災害救助活動の総括に関すること。 

(２) 高齢者、障がい者、乳幼児等の要配慮

者の安全確保、支援体制の整備及び保

護に関すること。 

(３) 園児、児童及び教職員の避難指示に関

すること。 

(４) 高齢者福祉施設等の原子力災害対策に

関すること。 

(５) 障害福祉施設の原子力災害対策に関す

ること。 

(６) 児童福祉施設の原子力災害に関するこ

と。 

(７) 災害救援ボランティアに関すること。 

(８) 義援金品に関すること。 

(９) 部内の連絡調整に関すること。

 （略） （略） （略）

 （新設） （新設） 

 

 

 

 

 （新設） 

 ル館所長 

同職員 

衛生セン

ター所長 

同職員 

野手埋立

処分所長 

同職員

こと。 

(５) 避難退域時検査体制に関すること。 

(６) 家庭動物等の保護に関すること。

 福祉保健

部 

(福祉保健

部長) 

(福祉保健

部次長) 

(福祉保健

部政策調

整監)

災害救助

班 

(地域福

祉課長)

地域福祉

課長 

同職員 

社会福祉

課長 

同職員 

介護保険

課長 

同職員 

保険年金

課長 

同職員 

（削除）

(１) 災害救助活動の総括に関すること。 

(２) 高齢者、障がい者、乳幼児等の要配慮

者の安全確保、支援体制の整備及び保

護に関すること。 

（削除） 

 

(３) 高齢者福祉施設等の原子力災害対策に

関すること。 

(４) 障害福祉施設の原子力災害対策に関す

ること。 

(５) 児童福祉施設の原子力災害に関するこ

と。 

(６) 災害救援ボランティアに関すること。 

(７) 義援金品に関すること。 

(８) 部内の連絡調整に関すること。 

 

 

 （略） （略） （略）

 こども家

庭部 

(こども家

庭部長) 

(こども家

庭部次長)

こども支

援班 

(子育て

支 援 課

長)

子育て支

援課長 

同職員 

こども福

祉課長 

同職員

(１) 園児、児童及び教職員の避難指示に関

すること。 

(２）乳幼児等の要配慮者の安全確保、支援

体制の整備及び保護に関すること。 

(３) 部内の連絡調整に関すること。

 健康班 こども福 (１) 住民の健康維持、保健衛生に関するこ
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 ２（略） ２（略）
 ３　防災業務関係者の安全確保〔動員班〕 

市は、国が原子力災害対策本部に設置する原子力被災者生活
支援チームと連携し、子ども等をはじめとする健康管理調査等
の推進、環境モニタリングの総合的な推進、適切な役割分担の
下、汚染廃棄物の処理や除染を推進する。 

さらに、応急対策を行う職員等の安全確保のため、県と相互
に密接な情報交換を行う。

３　防災業務関係者の安全確保〔動員班〕 

市は、国が原子力災害対策本部に設置する原子力被災者生活
支援チームと連携し、子ども等をはじめとする健康管理調査等
の推進、環境モニタリングの総合的な推進、適切な役割分担の
下、汚染廃棄物の処理や除染を推進する。 

さらに、応急対策を行う職員等の健康管理等を徹底するもの
とし、安全確保のため、県と相互に密接な情報交換を行う。

防災基本計
画を踏まえ
て修正

 第３節（略） 第３節（略）
 第４節　屋内退避、避難収容等の防護活動 

１～８（略）
第４節　屋内退避、避難収容等の防護活動 

１～８（略）
 ９　要配慮者への配慮〔災害救助班〕 

(1) 要配慮者への配慮 

ア（略）

９　要配慮者への配慮〔災害救助班〕 

(1) 要配慮者への配慮 

ア（略）
 イ　要配慮者の生活支援 

(ｱ)～(ｲ) 略
イ　要配慮者の生活支援 

(ｱ)～(ｲ) 略略
 (ｳ) 避難所における相談体制及び情報提供手段の整備 

市は、避難所において、被災した要配慮者の生活に必
要な物資や人的援助のニーズを把握するため、相談体制
を整備する。特に、情報の伝達が困難な視聴覚障がい者
や車椅子使用者については、手話通訳、移動介護等のボ
ランティアの活用による支援体制を整備する。

(ｳ) 避難所における相談体制及び情報提供手段の整備 

市は、避難所において、被災した要配慮者の生活に必
要な物資や人的援助のニーズを把握するため、相談体制
を整備する。特に、情報の伝達が困難な視聴覚障がい者
や車椅子使用者については、手話通訳、移動介護等のボ
ランティア、ラジオ、テレビ（字幕・手話・解説放送）、
ホワイトボード、遠隔通訳サービス（手話・文字チャッ
ト）等の活用による支援体制を整備する。

富山県地域
防災計画を
踏まえて修
正

 (ｴ) 略 (ｴ) 略
 (2)～(3)（略） (2)～(3)（略）
 １０～１１（略） １０～１１（略）
 １２　飲食物、生活必需品等の供給〔総務班　農林水産班　物 １２　飲食物、生活必需品等の供給〔本部班　農林水産班　物 防災基本計

  

 

 

 

 （略） （略） （略） （略）

 （こども

福 祉 課

長）

祉課長 

同職員

と。 

(２) 避難退域時検査体制に関すること。 

(３) 安定ヨウ素剤に関すること。 

(４) 被ばくに係る長期の健康調査に関する

こと。

 （略） （略） （略） （略）
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 資配分班　動員班　出納班　税務班　自主防災組織〕 

(1) 市は、県及び関係機関と協力し、被災者の生活の維持の
ため必要な食料、飲料水、燃料及び毛布等生活必需品等を
効率的に調達・確保し、ニーズに応じて供給・分配を行な
えるよう、その備蓄する物資、資機材の供給や物資の調
達・輸送に関し、物資調達・輸送調整等支援システムを活
用し情報共有を図り、相互に協力するよう努める。なお、
被災地で求められる物資は、時間の経過とともに変化する
ことを踏まえ、時宜を得た物資の調達に留意する。 

 

 

 

 

また、夏季には扇風機等、冬季には暖房器具、燃料等を
含めるなど被災地の実情を考慮するとともに、要配慮者や
男女のニーズの違いに配慮する。

資配分班　動員班　出納班　税務班　自主防災組織〕 

(1) 市は、県及び関係機関と協力し、被災者の生活の維持の
ため必要な食料、飲料水、燃料及び毛布等生活必需品等を
効率的に調達・確保し、ニーズに応じて供給・分配を行な
えるよう、その備蓄する物資、資機材の供給や物資の調
達・輸送に関し、物資調達・輸送調整等支援システムを活
用し情報共有を図り、相互に協力するよう努める。なお、
被災地で求められる物資は、時間の経過とともに変化する
ことを踏まえ、時宜を得た物資の調達に留意する。物資の
備蓄状況については、新物資システム（Ｂ－ＰＬｏ）を活
用し、施設（備蓄倉庫・物資拠点・避難所）ごとの備蓄物
資の品目・数量や施設概要等の情報を定期的に更新するな
ど、最新の状況を把握するものとする。 

また、夏季には扇風機等、冬季には暖房器具、燃料等を含
めるなど被災地の実情を考慮するとともに、要配慮者や男
女のニーズの違いに配慮する。

画を踏まえ
て修正

 (2)～(3)（略） (2)～(3)（略）
 第５節～１１節（略） 第５節～１１節（略）
 第４章（略） 第４章（略）


